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第
三
章 

平
安
京
の
置
き
炉 

 

一
節 

は
じ
め
に 

  

日
本
の
伝
統
的
な
採
暖
の
炉
と
言
え
ば
、
家
に
固
定
さ
れ
た
設
備
（
切
り
炉
）
と
し

て
は
イ
ロ
リ
が
、
移
動
可
能
な
器
具
（
置
き
炉
）
と
し
て
は
火
鉢
が
そ
の
代
表
で
あ
る
。 

 

火
鉢
は
そ
の
名
の
成
立
は
平
安
時
代
後
期
に
あ
り
、
当
初
は
採
暖
用
の
置
き
炉
の
火

容
を
指
し
、
そ
れ
が
転
じ
て
、
自
身
が
火
容
と
外
容
器
を
兼
ね
る
炉
を
も
呼
ん
だ
が
、

鎌
倉
時
代
後
半
期
、
そ
れ
ま
で
の
置
き
炉
に
対
す
る
新
し
い
製
品
の
炉
（
土
製
採
暖
具
）

の
呼
称
と
し
て
確
立
し
た1

。 

 

火
鉢
が
成
立
す
る
以
前
（
平
安
時
代
を
中
心
と
し
て
）
の
採
暖
用
（
炊
事
・
燗
用
を

含
む
）
置
き
炉
に
、
火
櫃
・
火
桶
・
火
爐
・
火
舎
な
ど
と
い
う
「
火
」
を
冠
す
る
も
の

や
そ
れ
ら
の
類
語
と
し
て
風
爐
・
鉄
爐
・
炭
櫃
な
ど
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
一
括
し
て

樋
口
清
之
は
（
広
義
の
）
火
鉢
と
言
い2

、
福
山
敏
男
は
（
広
義
の
）
火
爐
（
ま
た
は
火

舎
）
と
言
っ
て
い
る3

。
樋
口
は
今
日
に
な
じ
み
の

あ
る
言
葉
を
も
っ
て
代
表
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、

福
山
は
古
代
に
重
点
を
お
い
て
代
表
さ
せ
た
も
の

で
あ
る
。
が
、
両
氏
と
も
に
歴
史
用
語
を
も
っ
て

一
般
用
語
の
代
用
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
記
述

の
混
乱
を
招
き
や
す
い
。
歴
史
用
語
の
用
い
方
は
、

そ
れ
が
適
切
で
あ
れ
ば
研
究
の
促
進
を
促
す
が
、

不
適
切
で
あ
れ
ば
む
し
ろ
阻
害
の
方
向
に
作
用
す

                              

                  

 
1

第
一
章
に
論
述
。 

2

樋
口
清
之
『
木
炭
』（
も
の
と
人
間
の
文
化
史
七
一
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
三
）。 

3 

『
国
史
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
）
の
火
爐
の
項
。
福
山
敏
男
の
解
説
。 

る4

。
こ
こ
で
は
、
火
鉢
・
火
爐
な
ど
の
歴
史
用
語
は
狭
義
に
用
い
、
そ
れ
ら
を
包
括
す

る
一
般
用
語
と
し
て
置
き
炉
を
用
い
る
こ
と
に
し
よ
う
。 

 

本
格
的
な
置
き
炉
の
使
用
は
奈
良
時
代
ご
ろ
に
あ
り
、
仏
教
器
物
の
流
入
を
受
け
て
、

宮
殿
や
仏
寺
で
始
ま
っ
た
。
当
初
は
焼
香
具
と
し
て
で
あ
っ
た
が
、
後
に
香
炉
と
分
か

れ
て
採
暖
用
の
置
き
炉
が
成
立
し
た
。
現
存
す
る
最
古
の
置
き
炉
は
正
倉
院
の
大
理
石

製
三
脚
付
火
舎
で
、
こ
れ
は
採
暖
を
兼
ね
た
香
炉
で
あ
っ
た
。
絵
画
資
料
で
は
法
隆
寺

の
玉
虫
厨
子
の
台
座
（
＝
須
弥
壇
）
に
描
か
れ
た
炉
が
最
古
で
あ
る
。
上
位
階
層
の
置

き
炉
と
は
別
に
、
一
般
の
（
灯
火
を
含
む
）
火
器
と
し
て
石
製
の
火
手
鉢
（
ひ
で
ば
ち
）

や
土
製
の
火
瓮
（
ほ
へ
）
も
あ
っ
た5

。 

 

こ
う
し
た
各
種
の
名
称
の
あ
る
採
暖
用
の
置
き
炉
に
つ
い
て
、
例
え
ば
形
態
を
取
り

上
げ
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
の
か
。 

火
桶 

木
製
円
形
置
き
炉
で
、
刳
り
物
と
曲
げ
物
が
あ
る
。
刳
り
物
は
、
桐
の
木

を
丸
く
刳
り
抜
き
、
内
側
を
真
鍮
で
張
る6

。
曲
げ
物
は
、
桧
の
薄
い
板
を
曲
げ
、

桜
皮
で
と
め
た
桶
を
外
容
器
と
す
る7

。
火
桶
の
実
際
と
し
て
は
、『
枕
草
子
絵
詞
』

8

に
見
え
る
、
側
面
に
絵
が
か
か
れ
て
い
る
も
の
や
華
麗
な
花
文
様
の
炉
が
例
用
さ

れ
る
。 

炭
櫃 

方
形
の
炉
で
、
切
り
炉
と
置
き
炉
が
あ
る
。
切
り
炉
は
、
今
日
に
言
う
イ

ロ
リ
で
あ
る9

。置
き
炉
は
、
灰
を
盛
っ
て
炭
火
を
入
れ
お
く
木
製
の
大
き
な
器
物
、

つ
ま
り
角
火
鉢
で
あ
る10

。 

火
爐 

イ
ロ
リ
の
類
（
地
火
爐
・
地
爐
）
に
対
す
る
置
き
炉
で
、
土
製
・
金
属
製
・

石
製
な
ど
が
あ
り
、
概
ね
円
形
三
脚
で
あ
る11

。 

火
瓮 

光
焔
を
意
味
す
る
借
字12

、
瓮
（
か
め
）
の
中
で
焚
い
た
灯
火13

、
室
内
用

                              

                  

 
4

斎
藤
忠
「
現
代
の
考
古
学
の
諸
問
題
」（『
日
本
考
古
学
概
論
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
）
の
「
学
術
用

語
に
対
す
る
理
解
」
で
は
学
術
用
語
を
古
典
語
・
旧
語
・
新
語
・
廃
語
に
わ
け
、
用
語
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ

い
て
課
題
を
述
べ
て
い
る
。 

5

樋
口
清
之
『
木
炭
』（
も
の
と
人
間
の
文
化
史
七
一
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
三
）。 

6
大
野
晋
他
編
『
岩
波
古
語
辞
典
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
）
火
桶
の
項
。
中
田
祝
夫
編
『
古
語
大
辞
典
』（
小

学
館
、
一
九
八
三
）
火
桶
の
項
。 

7

樋
口
清
之
『
木
炭
』（
も
の
と
人
間
の
文
化
史
七
一
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
三
）。 

8 

『
枕
草
子
絵
詞
』
第
六
紙
に
円
形
火
桶
、
第
一
八
紙
に
四
葉
形
火
桶
が
見
え
る
。 

9

大
槻
文
彦
『
新
編
大
言
海
』（
富
山
房
、
一
九
五
六
）
炭
櫃
の
項
。 

1
0

大
槻
文
彦
『
新
編
大
言
海
』（
富
山
房
、
一
九
五
六
）
炭
櫃
の
項
。
中
田
祝
夫
編
『
古
語
大
辞
典
』（
小
学
館
、

一
九
八
三
）
炭
櫃
の
項
。 

1
1 

『
国
史
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
）
の
火
爐
の
項
。
福
山
敏
男
の
解
説
。 

1
2

松
岡
静
雄
『
新
編
日
本
古
語
辞
典
』（
刀
江
書
院
、
一
九
三
七
）
ホ
ベ
の
項
。 

../hakusado_1501.htm
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の
土
製
火
器14

の
三
つ
の
意
味
が
あ
る
。
土
製
火
器
は
、
鍋
を
転
用
し
た
も
の
の

ほ
か
、
浅
い
円
筒
形
の
製
品
も
あ
り
、
さ
ら
に
土
製
で
は
な
い
が
、
灰
を
入
れ
た

浅
い
箱
が
あ
る
。 

な
ど
を
拾
い
出
す
。
火
櫃
を
解
説
し
た
も
の
は
少
な
く
、 

火
櫃 
火
桶
・
火
鉢
の
類15

。 

な
ど
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
解
説
は
ほ
と
ん
ど
が
個
々
の
名
称
に
対
し
て
個
別
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
置
き
炉
と
し
て
総
合
的
な
見
地16

か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
当
時
の
置
き

炉
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
正
視
し
た
文
章
は
き
わ
め
て
少
な
い
の
で
あ
る
。 

 

主
題
と
す
る
平
安
時
代
の
置
き
炉
に
つ
い
て
、
論
及
す
る
に
は
史
料
が
不
足
で
あ
る

と
は
必
ず
し
も
思
え
な
い
。日
常
生
活
に
お
け
る
当
り
前
の
存
在
と
し
て
見
過
ご
さ
れ
、

研
究
主
題
に
は
な
り
に
く
い
と
い
う
性
格
は
多
分
に
あ
る
。
日
常
の
器
物
で
あ
る
が
故

に
変
化
は
き
わ
め
て
緩
や
か
で
あ
り
、
史
料
中
で
も
さ
り
げ
な
く
見
え
隠
れ
す
る
、
そ

の
よ
う
な
特
徴
が
永
遠
不
変
で
無
味
な
研
究
対
象
と
し
て
映
る
こ
と
を
強
制
す
る
の
で

あ
ろ
う
が
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
日
常
性
の
基
底
を
流
れ
る
も
の
に
対
す
る
研
究
は
よ
り

重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 

そ
れ
で
は
、平
安
時
代
の
置
き
炉
に
対
す
る
考
察
の
視
点
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

こ
れ
は
、
生
産
と
用
途
と
い
う
器
物
に
対
す
る
二
面
的
な
視
点
か
ら
迫
る
こ
と
が
、
俗

で
は
あ
る
が
正
統
で
あ
ろ
う
。 

 

第
一
の
生
産
の
視
点
は
、
置
き
炉
そ
の
も
の
の
時
代
を
追
っ
た
通
観
、
つ
ま
り
器
物

の
発
達
史
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
置
き
炉
の
形
態
・
構
造
・
素
材
、
技
術
的
な
改
良
な
ど

が
問
題
と
な
る
。
置
き
炉
は
家
屋
に
設
備
さ
れ
た
切
り
炉
（
そ
れ
に
築
き
炉
）
に
相
対

す
る
炉
の
一
般
名
称
と
し
て
用
い
る
が
、
移
動
可
能
で
あ
る
こ
と
を
最
大
の
共
通
点
と

す
る
も
の
の
、
そ
の
形
態
・
構
造
は
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
が
目
に
み
え
て
い
る
。
こ
れ

を
い
か
に
発
展
系
列
ご
と
に
整
理
し
、技
術
段
階
を
認
識
し
え
る
か
が
出
発
点
と
な
る
。 

 

別
稿
で
、中
世
前
期
の
絵
巻
物
を
資
料
と
し
て
切
り
炉
と
置
き
炉
に
つ
い
て
概
観
し
、

置
き
炉
で
は
構
造
に
焦
点
を
当
て
て
、そ
れ
自
身
が
火
容
で
あ
り
容
器
で
あ
る
も
の（
＝

                              

                              

                              

                    

 
1
3

丸
山
林
平
『
上
代
語
辞
典
』（
明
治
書
院
、
一
九
六
七
）
ほ
べ
の
項
。
大
槻
文
彦
『
新
編
大
言
海
』
ほ
べ
の

項
。
江
馬
努
「
古
燈
器
の
風
俗
史
的
解
説
」（『
江
馬
努
著
作
集
』
第
九
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
七
）。 

1
4

樋
口
清
之
『
木
炭
』（
も
の
と
人
間
の
文
化
史
七
一
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
三
）。 

1
5

大
槻
文
彦
『
新
編
大
言
海
』（
富
山
房
、
一
九
五
六
）
火
櫃
の
項
。 

1
6

木
炭
史
と
の
関
わ
り
か
ら
述
べ
た
の
も
に
、
樋
口
清
之
『
木
炭
』（
も
の
と
人
間
の
文
化
史
七
一
、
法
政
大

学
出
版
局
、
一
九
九
三
）
が
あ
る
。 

単
構
造
）
と
、
火
容
と
外
容
器
に
分
か
れ
て
い
る
も
の
（
＝
二
重
構
造
）
に
分
け
て
そ

れ
を
概
述
し
た17

。
こ
の
よ
う
な
構
造
に
よ
る
分
類
は
、
平
安
時
代
の
置
き
炉
を
理
解

す
る
に
際
し
て
も
有
効
で
あ
ろ
う
。
こ
の
分
類
に
よ
る
と
、
火
舎
な
ど
は
単
構
造
の
置

き
炉
、
火
桶
・
火
櫃
な
ど
は
二
重
構
造
の
置
き
炉
で
あ
る
。
炭
櫃
・
火
瓮
・
火
爐
・
風

爐
な
ど
は
い
ず
れ
に
属
す
る
の
か
明
ら
か
と
し
て
い
な
い
置
き
炉
で
あ
る
。
こ
う
し
た

構
造
に
よ
る
分
類
に
加
え
て
、
そ
の
実
際
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
す
な
わ

ち
考
古
遺
物
な
ど
で
具
体
的
に
そ
の
も
の
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
よ
り
詳
細

な
研
究
が
進
む
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
二
重
構
造
の
も
の
は
単
構
造
よ
り
も
複
雑

な
構
造
と
見
え
、
技
術
的
に
よ
り
発
達
し
た
段
階
と
映
る
。
奈
良
時
代
に
火
舎
と
い
う

単
構
造
の
置
き
炉
か
ら
出
発
し
、
平
安
時
代
に
は
火
桶
・
火
櫃
と
い
う
二
重
構
造
の
置

き
炉
が
早
く
も
製
作
さ
れ
て
い
る
。
二
重
構
造
の
置
き
炉
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
未

だ
考
察
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。 

 

第
二
の
用
途
の
視
点
は
、
置
き
炉
の
生
活
文
化
史
上
の
位
置
づ
け
と
も
関
係
す
る
。

イ
ロ
リ
や
火
鉢
に
至
る
採
暖
具
は
板
の
間
や
畳
な
ど
と
と
も
に
日
本
固
有
の
坐
式
生
活

の
な
か
で
発
展
し
て
き
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
防
寒
と
い
う
観
点
か
ら
は
、

平
安
時
代
当
時
の
（
上
位
階
層
の
）
家
屋
構
造
は
板
張
高
床
に
加
え
、
天
井
板
を
使
わ

な
い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
暖
房
の
効
果
は
少
な
く
、
む
し
ろ
衣
類
に
よ
る
保
温
を
重
視

し
、
重
ね
着
の
風
習
を
発
達
さ
せ
た
と
も
い
わ
れ
る18

。 

 

こ
う
し
た
評
価
に
対
す
る
吟
味
も
、
置
き
炉
の
使
い
道
が
分
か
っ
て
い
な
い
と
そ
の

位
置
づ
け
は
困
難
で
あ
り
、
ま
ず
、
ど
の
よ
う
な
用
途
が
あ
っ
た
の
か
の
例
挙
が
出
発

点
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
採
暖
に
最
大
の
焦
点
を
あ
て
、
一
部
は
炊
事
な
ど
に
関
わ
る

も
の
を
も
含
む
と
し
て
論
じ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
様
々
な
用
途
が
考
え
ら
れ
、
さ
ら

に
は
慣
例
か
ら
儀
式
次
第
の
確
立
へ
と
進
む
平
安
時
代
の
上
位
階
層
の
生
活
に
あ
っ
て

は
、
第
一
義
的
な
用
途
か
ら
転
じ
て
儀
器
化
が
進
行
し
て
い
る
場
合
も
想
定
さ
れ
る
。 

 

加
え
て
、
置
き
炉
が
単
に
上
位
階
層
の
身
の
廻
り
を
飾
る
調
度
で
あ
る
の
か
、
そ
れ

と
も
一
般
階
層
の
必
需
と
し
て
の
炉
で
あ
る
の
か
も
、
視
座
に
い
れ
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
は
採
暖
が
炊
事
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
か
と
も
関
連
す
る
。

採
暖
用
置
き
炉
で
あ
る
べ
き
火
鉢
が
鎌
倉
時
代
末
に
一
般
民
に
普
及
し
た
理
由
の
一
つ

は
、
火
鉢
が
簡
単
な
炊
事
用
を
も
兼
ね
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う19

。
日
本
古
来
の
炊
事

                              

                  

 
1
7

第
二
章
に
論
述
。 

1
8 

『
日
本
風
俗
史
事
典
』（
日
本
風
俗
史
学
会
編
、
弘
文
堂
、
一
九
七
九
）
暖
房
具
の
項
。
樋
口
清
之
解
説
。 

1
9 

『
日
本
風
俗
史
事
典
』（
日
本
風
俗
史
学
会
編
、
弘
文
堂
、
一
九
七
九
）
暖
房
具
の
項
。
樋
口
清
之
解
説
。 
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用
の
炉
は
地
床
炉
に
始
ま
り
、
つ
い
で
古
墳
時
代
半
ば
に
築
き
竈
が
登
場
し
、
古
代
・

中
世
の
い
つ
の
時
点
で
か
イ
ロ
リ
の
使
用
が
始
ま
る20

。
こ
う
し
た
設
備
と
し
て
の
炊

事
用
の
炉
と
い
か
な
る
関
係
を
も
つ
か
も
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。 

 

第
三
に
、
以
上
の
こ
と
を
考
求
す
る
に
際
し
て
、
用
語
の
混
乱
を
減
ら
す
た
め
に
、

史
料
上
に
現
れ
る
置
き
炉
を
意
味
す
る
言
葉
の
厳
密
な
考
証
が
要
求
さ
れ
る
。 

 

も
ち
ろ
ん
、当
時
に
あ
っ
て
も
各
種
の
言
葉
を
混
用
し
て
い
る
例
も
あ
る
。
例
え
ば
、

『
玉
葉
』
元
暦
二
年
（
一
一
八
四
）
十
一
月
二
十
二
日
条
に
は
五
節
の
装
束
と
し
て
、

「
火
櫃
二
口
（
鉢
箸
在
り
）」
を
用
意
し
、
大
師
に
「
火
櫃
一
口
（
鉢
著
〔
＝
箸
〕
在
り
）」

を
、
小
師
に
「
火
桶
一
口
（
鉢
著
〔
＝
箸
〕
在
り
）」
を
禄
と
し
て
与
え
た
と
あ
る
。
用

意
し
た
火
櫃
の
数
と
禄
と
し
て
与
え
た
火
櫃
・
火
桶
の
数
の
一
致
に
よ
り
、
そ
れ
ら
が

同
一
物
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
九
条
兼
実
自
身
が
火
桶
と
火
櫃
を
混
用
し
て
い

る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
当
時
、
五
節
に
火
桶
を
贈
答
し
合
う
風
習
が
あ
り
、
本
来

は
火
桶
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、『
禁
秘
抄
』
で
は
内
裏
・
朝
餉
の
間
に

調
度
す
る
置
き
炉
を
「
円
火
櫃
な
り
。
廻
り
に
和
絵
を
畫
く
」
と
記
述
す
る
が
、
先
学

が
示
す
櫃
と
桶
の
相
違
つ
ま
り
方
形
と
円
形
の
相
違
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
事
例
を

も
っ
て
火
櫃
に
も
円
形
の
も
の
が
あ
る
と
す
る
よ
り
も
、
実
体
は
火
桶
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
う
し
た
混
用
の
事
例
を
も
っ
て
、
各
炉
の
間
に
厳
密
な
区
別
は
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、用
語
の
考
証
を
し
て
も
無
駄
と
見
離
し
て
し
ま
う
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
こ
か
ら
は
な
に
も
論
点
が
生
ま
れ
な
い
。
混
用
の
事
例
を
積
極
的
に
指
摘
し
て
い
く

こ
と
が
、
各
用
語
の
考
証
を
深
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
た
い
。 

 

以
上
に
挙
げ
た
三
点
に
注
意
を
払
い
、
平
安
時
代
の
置
き
炉
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

                                

                  

 
2
0 

イ
ロ
リ
の
言
葉
の
起
源
は
室
町
時
代
の
「
ゆ
る
り
」
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、「
ゆ
る
り
」
は
鎌
倉
時

代
、
題
に
「
平
重
時
家
訓
、
北
条
陸
奥
守
・
相
模
守
、
従
四
位
下
、
執
事
、
法
名
永
覚
、
号
極
楽
寺
。
弘
長

元
（
一
二
六
一
）
十
一
・
三
卒
。
六
十
四
歳
」
と
あ
る
「
平
重
時
消
息
」（『
鎌
倉
遺
文
』
八
七
三
〇
号
）
の

第
九
条
に
、「
一
、
な
け
し
（
長
押
）
の
面
に
、
竹
く
き
（
釘
）
打
へ
か
ら
す
。
畳
の
へ
り
を
ふ
（
踏
）
む
へ

か
ら
す
。
さ
え
（
狭
縁
）
の
上
に
た
（
立
）
た
す
。
ゆ
る
り
の
ふ
ち
（
縁
）
こ
（
越
）
ゆ
へ
か
ら
す
。
万
人

に
も
世
に
も
憚
（
は
ば
か
）
る
へ
し
」
と
見
え
、
少
な
く
と
も
鎌
倉
時
代
に
は
遡
る
。「
ゆ
る
り
」
は
平
安
時

代
の
地
火
爐
を
継
承
す
る
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。
地
火
爐
の
用
例
は
、『
西
宮
記
』
巻
八
裏
書
に
「
延
喜
十

七
年
（
九
一
七
）
三
月
十
六
日
御
記
云
う
。
此
の
日
六
条
院
に
参
入
す
と
云
々
。
参
状
を
申
せ
し
む
。
命
有

り
て
、
西
対
に
参
る
と
云
々
。
僧
都
如
元
、
御
菓
を
供
す
。
玄
上
朝
臣
、
菓
を
賜
う
（
折
敷
・
高
土
器
を
用

う
）。
御
前
の
地
火
爐
に
於
て
、
焼
（
ひ
た
き
）
し
て
笋
を
調
供
せ
し
む
。
又
王
卿
を
召
し
て
盃
を
給
う
と
云
々
」

と
載
せ
る
の
が
管
見
す
る
限
り
の
初
見
で
あ
る
。 
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二
節 

単
構
造
の
置
き
炉 

 
【
要
旨
】 

平
安
時
代
、
単
構
造
の
置
き
炉
か
ら
火
桶
・
火
櫃
な
ど
の
二
重
構
造
の
置
き

炉
へ
の
発
展
が
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
至
る
経
緯
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

そ
こ
で
、
当
時
の
史
料
に
見
え
る
火?

・
土
火
爐
と
い
う
二
つ
の
炉
の
復
元
を
試
み
、
単

構
造
の
炉
の
具
体
化
を
図
る
。
さ
ら
に
平
安
時
代
後
期
に
出
現
す
る
土
製
火
容
製
品
か
ら

火
桶
・
火
櫃
の
復
元
を
試
み
、
単
構
造
か
ら
二
重
構
造
に
進
展
す
る
際
に
革
新
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
二
・
三
の
点
を
指
摘
す
る
。 

 

イ 

問
題
の
所
在 

  

平
安
時
代
の
置
き
炉
を
、
容
器
の
構
造
か
ら
整
理
す
る
と
、
そ
れ
自
身
が
火
床
（
ひ

ど
こ
）
で
あ
り
外
容
器
で
あ
る
よ
う
な
単
構
造
の
置
き
炉
（
図
五
）
と
、
火
床
と
な
る

火
容
（
ひ
い
れ
）
と
そ
れ
を
納
れ
る
外
容
器
の
二
つ
の
容
器
か
ら
な
る
二
重
構
造
の
置

き
炉
（
図
九
）
の
二
つ
に
ま
と
ま
る
。
一
方
、
炉
の
外
容
器
の
形
態
か
ら
整
理
す
る
と
、

回
転
体
と
非
回
転
体
（
一
般
に
箱
形
で
あ
り
、
以
下
は
箱
形
の
語
を
用
い
る
）
に
ま
と

ま
る
。 

 

回
転
体
と
は
、
そ
の
中
心
に
突
き
立
て
た
棒
を
軸
に
し
て
容
器
の
外
形
線
を
回
転
さ

せ
る
と
得
ら
れ
る
立
体
で
あ
り
、
ロ
ク
ロ
の
挽
き
物
や
円
筒
形
の
鋳
物
そ
れ
に
外
形
に

く
び
れ
や
膨
ら
み
の
あ
る
焼
き
物
（
土
器
）
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
属
す
る
も
の
に
、

奈
良
時
代
に
本
格
的
な
置
き
炉
と
し
て
登
場
し
た
単
構
造
の
金
属
製
火
爐
（
図
五
）、
平

安
時
代
に
宮
中
を
飾
る
調
度
と
し
て
発
達
し
た
二
重
構
造
の
木
製
火
桶
（
図
一
〇
）
な

ど
が
あ
る
。
こ
れ
を
整
理
す
る
と
、
単
構
造
の
火
爐
が
古
く
、
二
重
構
造
の
火
桶
が
新

し
い
と
い
う
結
果
に
帰
着
し
、
単
構
造
の
置
き
炉
か
ら
二
重
構
造
の
置
き
炉
へ
と
い
う

発
展
は
大
筋
に
お
い
て
賛
同
が
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
火
桶
が
火
爐
に
由
来
す
る
と
は

限
ら
な
い
の
で
、
よ
り
詰
め
た
検
証
が
必
要
で
は
あ
る
。 

 

置
き
炉
の
も
う
一
つ
の
形
態
で
あ
る
箱
形
は
、
文
字
通
り
箱
を
方
形
に
組
ん
だ
も
の

を
外
容
器
と
す
る
。
そ
の
典
型
は
火
櫃
（
図
九
・
一
一
）
で
あ
る
。
火
櫃
は
平
安
時
代

半
ば
に
は
そ
の
存
在
を
確
認
で
き
る
が
、
そ
れ
以
前
へ
の
遡
上
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

回
転
体
の
置
き
炉
で
の
発
展
傾
向
を
援
用
す
る
な
ら
ば
、
二
重
構
造
の
火
櫃
は
未
だ
実

態
を
解
明
し
て
い
な
い
単
構
造
の
炉
か
ら
の
発
展
形
態
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
。 

 

回
転
体
に
せ
よ
、
箱
形
に
せ
よ
、
二
重
構
造
の
炉
の
成
立
に
つ
い
て
、
現
状
で
は
不

明
な
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
、
炉
の
火
容
へ
の
注
目
度
と
も
関
連
す
る
が
、
二
重
構
造

と
い
う
構
造
そ
の
も
の
へ
の
言
及
す
ら
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
現
状
に
よ
っ
て
も
明
ら

か
で
あ
る
。
そ
の
解
明
に
際
し
て
は
、
二
重
構
造
よ
り
も
古
く
遡
っ
て
存
在
し
た
は
ず

の
単
構
造
の
炉
の
把
握
が
出
発
点
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
、
回
転
体
の
炉
と
し
て
火?

（
訓

み
は
不
明
、
仮
に
「
か
ぼ
ん
」
と
呼
ぶ
）
を
、
箱
形
の
炉
と
し
て
土
火
爐
（
訓
み
は
不

明
、
仮
に
「
ど
か
ろ
」
と
呼
ぶ
）
を
取
り
上
げ
、
そ
の
実
態
を
考
察
す
る
。
両
炉
は
ほ

と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
炉
で
あ
る
が
、
と
も
に
『
延
喜
式
』
に
記
載
が
あ
り
、

平
安
時
代
前
期
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
遡
っ
て
よ
い
単
構
造
の
炉
で
あ
る
。
実
態
の
把

握
は
、
構
造
・
形
態
・
使
用
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
置
き
炉

の
進
展
へ
の
位
置
付
け
と
も
重
な
る
。
作
業
に
よ
っ
て
、
置
き
炉
で
の
単
構
造
か
ら
二

重
構
造
へ
の
発
展
の
道
筋
が
展
望
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。 

 

ロ 

箱
形
の
置
き
炉 

  

【
金
属
製
火
爐
】 

『
延
喜
式
』
に
は
様
々
な
素
材
の
火
爐
が
み
え
る
。
そ
れ
を
ま

と
め
る
と
、
単
に
火
爐
と
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
白
銅
火
爐21

、
金
銅
火
爐22

、
鉄
火
爐23

、

土
火
爐24

、
木
火
爐25

が
あ
り
、
金
属
製
そ
の
ほ
か
の
製
品
を
確
認
で
き
る
。 

 

こ
こ
で
考
察
す
る
炉
は
土
火
爐
で
あ
る
が
、
奈
良
時
代
に
す
で
に
存
在
し
た
金
属
製

の
火
爐
や
宮
廷
で
使
用
し
た
火
爐
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。 

金
属
製
の
火
爐
は
、
古
代
寺
院
の
資
財
帳26

に
よ
る
と
、
す
べ
て
円
形
で
、
明
記
す

る
も
の
は
少
な
い
が
、
三
脚
（
も
し
く
は
四
脚
・
五
脚
）
が
付
く
と
み
て
間
違
い
な
い
。

そ
の
実
際
に
つ
い
て
は
、
兵
庫
・
勝
福
寺
の
火
舎
（
図
五
）
で
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

背
の
低
い
筒
状
の
体
部
を
も
ち
、
口
縁
が
広
が
る
回
転
体
・
単
構
造
の
炉
で
、
獣
面
を

表
し
た
脚
が
つ
く
。 

                              

                  

 
2
1 

『
延
喜
式
』
斎
院
司
の
斎
王
定
畢
所
請
雑
物
条
、
内
匠
寮
の
賀
茂
初
斎
并
野
宮
装
束
条
、
図
書
寮
の
最
勝

王
経
斎
会
堂
装
束
条
、
図
書
寮
の
春
秋
二
季
御
読
経
装
束
条
、
内
匠
寮
の
大
極
殿
飾
条
。 

2
2 

『
延
喜
式
』
図
書
寮
の
御
潅
仏
装
束
条
。 

2
3 

『
延
喜
式
』
斎
宮
の
年
料
供
物
条
、
造
酒
司
の
釈
奠
料
条
、
造
酒
司
の
諸
節
雑
給
酒
器
条
。 

2
4 

『
延
喜
式
』
斎
宮
の
供
新
嘗
料
条
、
斎
宮
の
年
料
供
物
条
、
践
祚
大
嘗
祭
の
班
幣
条
、
主
水
司
の
践
祚
大

嘗
会
解
斎
七
種
御
粥
料
条
、
木
工
寮
の
神
事
并
年
料
供
御
条
、
主
水
司
の
供
御
年
料
条
。 

2
5 

『
延
喜
式
』
図
書
寮
の
最
勝
王
経
斎
会
堂
装
束
条
。 

2
6 

『
法
隆
寺
伽
藍
縁
起
并
流
記
資
財
帳
』
持
統
天
皇
の
持
統
七
年
（
六
九
三
）
十
月
二
十
六
日
納
賜
。「
安
祥

寺
伽
藍
縁
起
資
財
帳
」（『
平
安
遺
文
』
一
六
四
号
）。「
筑
前
国
観
世
音
寺
資
財
帳
」（『
平
安
遺
文
』
一
九
四

号
）。「
広
隆
寺
資
財
帳
」（『
平
安
遺
文
』
一
六
八
号
）。 
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宮
廷
で
使
用
し
た
火
爐
で
は
、
右
に
示
し
た
よ
う
な
単
構
造
の
火
爐
の
ほ
か
、
二
重

構
造
の
も
の
も
あ
っ
た
。
大
極
殿
前
庭
に
毎
年
の
元
日
に
誂
え
た
焼
香
の
た
め
の
白
銅

製
大
火
爐
に
つ
い
て
、「
台
を
備
え
、
鉄
火
袋
を
入
る
」27

と
記
す
。
白
銅
製
の
外
容
器

の
中
に
鉄
製
の
火
袋
（
＝
火
容
）
を
仕
掛
け
る
二
重
構
造
で
あ
る
。
金
属
製
火
爐
に
つ

い
て
、
こ
の
よ
う
な
二
重
構
造
の
発
生
時
期
に
つ
い
て
は
、
手
が
か
り
と
す
る
史
料
も

な
く
、
分
か
ら
な
い28

。 

大
極
殿
前
庭
の
火
爐
の
記
述
に
は
「
台
を
備
え
」
と
あ
る
。「
四
具
（
仏
座
檀
下
の
四

角
に
置
く
。
漆
榻
四
脚
・
・
白
銅
火
爐
四
口
・
・
）」29

、「
鉄
火
爐
（
高
榻
に
居
う
）」

30

、「
切
案
二
脚
、
土
火
爐
二
脚
」31

な
ど
の
記
述
も
あ
る
。
金
属
製
の
火
爐
は
、
通
常

は
台
と
組
み
合
っ
て
一
具
を
な
し
た
。「
火
爐
を
立
つ
」
と
い
う
よ
う
な
特
徴
的
な
表
現

32

も
、
台
を
立
て
て
そ
こ
に
載
せ
て
使
用
す
る
こ
と
か
ら
く
る
。 

立
坐
の
生
活
様
式
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
用
い
方
は
立
式
に
適
合
す
る
。
日
本

で
は
坐
式
生
活
様
式
を
伝
統
と
し
、
そ
れ
に
適
合
し
た
器
具
を
多
く
製
作
し
た
が
、
こ

の
よ
う
な
立
式
生
活
様
式
に
適
合
し
た
器
具
も
存
在
し
た
。
金
属
製
の
火
爐
が
仏
教
あ

る
い
は
宮
廷
儀
式
と
共
に
移
入
さ
れ
た
外
来
の
炉
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
金

属
製
火
爐
の
使
用
が
日
本
古
来
の
坐
式
生
活
様
式
に
溶
け
込
ん
で
い
な
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
。 

  

【
土
火
爐
の
外
観
】 

土
火
爐
は
「
長
三
尺
五
寸
、
広
二
尺
五
寸
、
高
七
寸
」33

と

大
き
さ
を
示
す
も
の
が
あ
り
、
相
当
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
大
き
さ
で
は
、
一

人
で
手
軽
に
移
動
で
き
る
重
量
で
は
な
い
。
ま
た
、
あ
ま
り
高
さ
の
な
い
箱
形
で
あ
る

こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。「
土
火
爐
四
枚
」34

と
あ
る
よ
う
な
「
枚
」
を
単
位
と
す

る
個
数
表
現
を
裏
付
け
る
。 

土
火
爐
の
構
造
は
、「
土
火
爐
四
荷
（
構
う
に
椿
木
を
以
て
し
、
塗
る
に
白
土
を
以
て

し
、
覆
う
に
細
席
を
以
て
す
。
荷
別
夫
四
人
）」35

と
あ
っ
て
、
木
製
の
箱
（
槽
）
を
組

                              

                  

 
2
7 

『
延
喜
式
』
内
匠
寮
の
大
極
殿
飾
条
。 

2
8 

香
炉
で
は
奈
良
時
代
に
遡
る
二
重
構
造
が
あ
る
。
法
隆
寺
蔵
獅
子
形
柄
香
炉
で
あ
る
。 

2
9 

『
延
喜
式
』
図
書
寮
の
最
勝
王
経
斎
会
堂
装
束
条
。 

3
0 

『
延
喜
式
』
造
酒
司
の
釈
奠
料
条
。 

3
1 

『
延
喜
式
』
斎
宮
の
供
新
嘗
料
条
。 

3
2

例
え
ば
『
江
家
次
第
』
巻
第
十
、
新
嘗
会
装
束
。 

3
3 

『
延
喜
式
』
木
工
寮
の
神
事
并
年
料
供
御
条 

3
4 

『
延
喜
式
』
神
祇
、
斎
宮
の
年
料
供
物
条
。
同
じ
表
現
は
同
書
神
祇
、
斎
宮
の
供
新
嘗
料
条
に
も
見
え
る
。 

3
5 

『
延
喜
式
』
神
祇
、
践
祚
大
嘗
祭
の
班
幣
条
。 

み
、
内
側
を
白
土
で
塗
り
固
め
た
も
の
で
あ
る
。
火
容
の
記
述
は
な
く
、
単
構
造
で
あ

る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
（
図
八
）。
土
火
爐
と
は
い
う
も
の
の
、
土
製
の
容
器
を
意
味
し

な
い
。
実
質
は
木
製
の
火
爐
で
あ
り
、
こ
の
点
で
、
先
に
列
挙
し
た
木
火
爐
と
の
関
係

が
注
目
さ
れ
る
。
木
火
爐
は
香
を
焚
く
炉
と
し
て
の
使
用
を
示
す
史
料36

は
あ
る
も
の

の
、
構
造
を
具
体
的
に
述
べ
る
史
料
は
な
い
。「
荷
別
夫
四
人
」
と
は
、
土
火
爐
を
持
ち

運
ぶ
の
に
四
人
づ
つ
を
配
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
相
当
の
重
量

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

右
の
土
火
爐
の
構
造
を
示
す
史
料
に
は
、
そ
の
一
文
の
前
に
「
火
台
四
荷
（
塗
る
に

白
土
を
以
て
し
、
覆
う
に
細
席
を
以
て
す
。
荷
別
夫
二
人
）」
と
、
き
わ
め
て
類
似
し
た

記
述
が
あ
る
。
こ
の
火
台
の
前
後
に
は
薪
・
松
明
（
た
い
ま
つ
）
を
記
載
す
る
の
で
、

火
台
は
灯
火
具
で
あ
ろ
う
が
、
置
き
据
え
る
台
を
含
め
た
火
爐
を
火
台
と
記
す
史
料37

も
あ
り
、
あ
る
い
は
火
台
は
火
爐
台
の
略
で
、
火
台
と
土
火
爐
は
同
じ
も
の
を
指
す
か

も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
火
台
の
構
造
は
土
火
爐
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。 

  

【
土
火
爐
の
内
部
】 

土
火
爐
・
火
台
と
も
に
白
土
を
塗
っ
て
火
床
を
作
っ
た
。
造

作
に
当
た
り
「
塗
る
」
と
動
作
表
現
す
る
平
安
時
代
の
火
処
に
地
火
爐
が
あ
る
。
た
と

え
ば
、
小
野
宮
実
資
亭
の
地
火
爐
の
造
作
を
「
渡
殿
地
火
爐
塗
り
始
む
」38

と
記
述
す

る
。
地
火
爐
（
ぢ
か
ろ
）
は
切
り
炉
（
イ
ロ
リ
）
の
平
安
時
代
に
お
け
る
呼
称
で
あ
る
。

切
り
炉
は
外
構
を
木
で
組
み
、そ
の
内
側
に
土
を
塗
っ
て
炉
を
仕
上
げ
る
の
で
、「
塗
る
」

と
表
現
す
る
。
土
火
爐
も
そ
の
よ
う
な
作
り
方
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

地
火
爐
と
土
火
爐
で
は
、
そ
れ
を
家
に
設
備
と
し
て
作
り
付
け
る
か
、
器
具
と
し
て

台
の
上
に
据
え
る
か
の
違
い
を
見
い
だ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
土
火
爐
と
は
「
土
を
塗
っ

て
作
っ
た
火
爐
の
意
」
と
言
え
る
。
こ
れ
に
準
じ
る
な
ら
ば
、
地
火
爐
も
、「
地
面
に
造

っ
た
火
爐
の
意
味
」
で
は
な
く
、「
地
を
塗
っ
て
作
っ
た
火
爐
の
意
味
」
と
理
解
す
る
の

が
、
床
化
の
問
題
と
も
相
俟
っ
て
、
妥
当
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
土

火
爐
と
地
火
爐
の
区
別
は
微
妙
と
な
り
、「
土
」
の
部
首
で
も
っ
て
「
地
」
の
字
を
代
用

                              

                  

 
3
6 

『
延
喜
式
』
図
書
寮
の
斎
会
条
。
ま
た
、『
東
大
寺
要
録
』
巻
三
の
下
、
供
養
章
に
よ
る
と
、
貞
観
三
年
（
八

六
一
）
の
東
大
寺
大
仏
開
眼
会
で
仏
前
に
献
じ
た
木
火
爐
に
「
香
烟
騰
涌
、
到
有
頂
天
、
余
香
普
給
、
遠
斑

因
縁
、
以
我
功
徳
力
、
如
来
加
持
力
、
及
以
法
界
力
、
普
供
養
諸
仏
」
と
銘
し
た
と
い
う
。 

3
7 

『
兵
範
記
』
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
八
月
十
七
日
条
、
藤
原
宗
輔
の
任
大
臣
大
饗
の
酒
部
所
幄
の
装
束

に
つ
い
て
「
其
の
中
東
方
中
央
に
黒
漆
酒
樽
一
口
を
立
つ
（
台
・
杓
・
緋
絹
懸
緒
在
り
）。
其
の
西
に
火
台
を

立
つ
。
其
の
中
に
金
輪
を
立
て
、
護
（
金
扁
）
を
居
う
。・
・
火
台
・
二
階
棚
な
ど
、
修
理
職
之
を
進
む
」
と

あ
る
。 

3
8 

『
小
右
記
』
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
正
月
十
九
日
条
。 
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し
た
も
の
と
解
釈
す
れ
ば
、
両
炉
を
区
別
す
る
手
立
て
は
な
く
な
る
。
土
火
爐
の
訓
も

問
題
と
な
る
が
、
訓
み
を
記
す
史
料
を
持
た
な
い
。 

 
内
部
に
土
を
塗
っ
て
火
処
と
す
る
炉
に
、
も
う
一
つ
、
密
教
で
用
い
る
護
摩
壇
の
炉

が
あ
る
。
護
摩
壇
炉
の
作
り
方
は
、「
壇
中
、
前
方
に
寄
せ
て
爐
跡
穴
を
穿
つ
。
其
の
下

に
爐
桶
を
置
く
。
土
を
取
り
て
二
つ
に
分
か
ち
、
一
分
は
爐
桶
の
底
を
満
し
、
一
分
は

泥
を
作
る
（
紙
并
に
灰
と
和
す
）。
爐
を
塗
る
」39

と
あ
る
。
炉
本
体
部
分
の
作
り
方
に

注
目
す
る
と
、
炉
の
外
容
器
と
な
る
桶
の
底
に
土
を
入
れ
、
さ
ら
に
側
に
も
紙
・
灰
と

混
ぜ
た
土
を
塗
っ
て
炉
の
本
体
を
作
り
、
こ
れ
を
護
摩
壇
に
穴
を
掘
っ
て
埋
め
た
も
の

と
理
解
で
き
る
。
護
摩
壇
炉
の
外
容
器
に
用
い
た
桶
は
当
時
は
曲
げ
物
で
あ
り40

、
円

筒
形
で
あ
る
。
土
火
爐
と
は
、
形
の
円
筒
形
・
箱
形
の
相
違
を
別
と
す
れ
ば
、
土
を
塗

り
込
め
て
作
る
炉
と
い
う
点
で
は
共
通
し
、
土
火
爐
復
元
に
大
い
に
参
考
と
な
る
。 

 

【
土
火
爐
の
復
元
】 

土
火
爐
は
、
土
製
の
火
器
で
は
な
く
、
方
形
の
木
製
置
き
炉

で
あ
る
。
復
元
さ
れ
た
土
火
爐
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
構
造
・
形
態
・
大
き
さ
の
炉
を
絵
巻

物
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
『
慕
帰
絵
詞
』
巻
二
の
七
～
八
紙
で
あ
る
（
図

二
一
）。
中
世
の
絵
巻
物
に
見
る
箱
形
の
炉
の
検
討
結
果41

に
よ
る
と
、
単
構
造
の
も
の

は
炊
事
（
図
一
二
・
一
三
）
に
、
二
重
構
造
の
も
の
は
採
暖
（
図
一
一
）・
燗
酒
な
ど
に

用
い
て
い
る
。
両
炉
に
使
用
上
の
差
異
が
生
じ
る
の
は
、
両
炉
を
区
別
す
る
火
容
が
火

器
を
支
持
す
る
物
体
（
五
徳
あ
る
い
は
そ
れ
に
代
わ
る
石
な
ど
）
の
配
置
に
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
炊
事
に
使
用
す
る
に
は
、
火
器
を
支
持
す
る
物
体
を
炉
に

配
置
で
き
る
こ
と
が
条
件
と
し
て
あ
る
が
、
単
構
造
の
炉
は
そ
れ
が
出
来
る
の
に
対
し

て
、
二
重
構
造
の
炉
は
（
火
容
が
よ
ほ
ど
大
き
く
な
い
限
り
、
あ
る
い
は
五
徳
を
用
い

な
い
限
り
）
火
容
が
障
害
と
な
っ
て
そ
れ
が
出
来
に
く
い
。
こ
の
炊
事
に
関
す
る
条
件

は
同
じ
単
構
造
の
土
火
爐
に
も
援
用
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
土
火
爐
の
用
途
は
、
七
種

粥
に
材
料
・
燃
料
・
食
器
の
ほ
か
案
・
臼
・?

な
ど
の
道
具
と
と
も
に
土
火
爐
を
用
意

し
て
い
る
史
料42

か
ら
粥
を
煮
た
と
わ
か
る
だ
け
で
あ
る
が
、
煮
炊
き
一
般
に
日
用
し

                              

                  

 
3
9 

『
阿
娑
縛
抄
』
護
摩
記
本
、
荘
厳
壇
上
の
項
。 

4
0

今
日
普
通
に
見
る
桶
－
曲
率
の
あ
る
板
を
立
て
並
べ
て
側
板
と
し
、
外
か
ら
箍
（
た
が
）
を
は
め
て
緊
縛
す

る
桶
－
が
考
案
さ
れ
た
の
は
平
安
時
代
後
期
ご
ろ
で
、「
た
が
（
多
荷
・
多
賀
）
桶
」
と
呼
ん
だ
。『
兵
範
記
』

保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
十
月
十
六
日
条
、『
三
長
記
』
建
久
六
年
（
一
一
九
五
）
八
月
十
五
日
条
な
ど
。 

4
1

第
二
章
に
論
述
。 

4
2 

『
延
喜
式
』
主
水
司
の
践
祚
大
嘗
会
解
斎
七
種
御
粥
料
条
。 

た
と
み
て
も
何
ら
不
自
然
で
は
な
い43

。 

 

ハ 

火?
 

  

【
火?

の
年
代
性
】 

十
二
月
の
内
裏
で
の
年
中
行
事
に
仏
名
儀
式
が
あ
る
。
そ
の

概
要
は
、『
雲
図
抄
裏
書
』
に 

「
初
夜
。
亥
一
刻
鐘
を
打
つ
。
御
導
師
な
ど
（
割
注
略
）
に
仰
せ
、
出
居
に
著
座

す
。
近
衛
官
人
時
を
奏
す
（
近
代
之
無
し
）。
公
卿
参
上
す
（
割
注
略
）。
御
導
師

礼
盤
に
著
く
。
次
い
で
堂
童
子
著
座
す
（
割
注
略
）
。
導
師
、
当
願
・
衆
生
梵
唄

二
段
。
次
い
で
堂
童
子
花
筥
を
授
け
復
座
す
。
次
い
で
散
花
。
衆
僧
を
引
率
し
列

び
立
つ
。
導
師
の
下
に
列
を
立
て
、
法
用
畢
ぬ
。
次
い
で
堂
童
子
花
筥
を
取
る
。

次
い
で
火
爐
を
居
う
。
次
い
で
御
導
師
仏
名
散
花
。
初
夜
・
後
夜
了
」44 

と
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
法
要
の
最
後
の
方
に
火
爐
を
据
え
る
と
い
う
動

作
で
、
置
き
炉
が
登
場
す
る
。
こ
の
置
き
炉
は
、「
法
用
の
後
、
火
櫃
を
居
う
」45

と
も

み
え
、
平
安
時
代
後
期
で
は
火
櫃
と
記
録
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。 

 

こ
の
仏
名
の
火
櫃
に
つ
い
て
、『
江
家
次
第
』
に
は
、 

「
堂
童
子
華
筥
を
取
り
、
之
を
収
む
。
初
め
の
如
し
（
下
よ
り
退
く
）。
五
位
以

下
火
櫃
を
居
う
。
先
ず
僧
座
料
（
割
注
略
）、
次
い
で
公
卿
座
料
（
割
注
略
）。
件

の
火
櫃
は
内
蔵
寮
進
む
所
な
り
・
・
拝
経
な
ど
畢
り
て
、
錫
杖
（
割
注
略
）
を
誦

う
。 酒

肴
を
出
居
に
於
て
給
う
（
近
代
見
ず
）。
出
居
〔
衍
字
か
〕。
酒
肴
を
王
卿
に

於
て
勧
む
（
近
代
見
ず
）。
侍
臣
の
前
に?

火

を
居
う
（
近
代
見
ず
）」46 

と
あ
る
。
前
段
に
は
当
時
行
わ
れ
て
い
た
次
第
を
記
し
、
後
段
に
は
「
近
代
見
ず
」
と

                              

                  

 
4
3

同
じ
箱
形
の
置
き
炉
に
炭
櫃
が
あ
り
、
こ
れ
も
煮
炊
き
に
用
い
た
例
が
あ
る
。『
沙
石
集
』
三
、「
弟
子
の
僧

火
た
き
て
、
前
の
す
ひ
つ
（
炭
櫃
）
に
て
、
生
た
る
魚
を
に
る
に
、
鍋
の
湯
あ
つ
く
な
る
ま
ま
に
、
魚
す
ひ

つ
に
を
ど
り
出
づ
」。『
散
木
奇
歌
集
』
九
、
雑
上
、「
ま
つ
（
松
）
の
す
ひ
つ
（
炭
櫃
）
に
す
る
こ
と
も
な
く

て
、
か
な
は
（
金
輪
）
と
い
ふ
も
の
を
た
て
る
を
み
て
よ
め
る
。
い
か
に
せ
む
、
い
つ
ち
ゆ
け
と
も
世
中
の
、

か
な
は
ぬ
さ
ま
そ
、
に
る
（
似
る
・
煮
る
）
も
の
も
な
き
」。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
も
土
火
爐
と
共
通
す
る
単

構
造
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
平
安
時
代
半
ば
に
あ
っ
て
は
、
二
重
構
造
の
置
き
炉
を
、
漢
文
で
は
火
櫃
、
仮

名
文
で
は
炭
櫃
と
使
い
わ
け
た
と
理
解
す
る
の
で
、
平
安
時
代
前
期
を
主
時
期
と
し
て
考
察
す
る
本
稿
で
は
、

火
櫃
＝
炭
櫃
と
し
て
論
述
す
る
。
平
安
時
代
後
期
以
降
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

4
4 

『
雲
図
抄
裏
書
』
御
仏
名
次
第
。 

4
5 

『
北
山
抄
』
巻
二
、
十
二
月
御
仏
名
事
や
『
春
記
』
長
暦
三
年
（
一
〇
三
九
）
閏
十
二
月
二
十
一
日
条
な

ど
。 

4
6 

『
江
家
次
第
』
巻
十
一
、
御
仏
名
。 
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注
記
を
し
て
当
時
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
諸
行
為
を
記
し
て
い
る
。
そ
の
行
わ
れ
な
く

な
っ
た
行
為
の
末
尾
に?

火

と
い
う
置
き
炉
が
見
え
る
。
注
記
に
従
え
ば
、
古
く
は
侍

臣
の
前
に?

火

を
据
え
た
の
で
あ
る
。 

 

『
北
山
抄
』
に
「
法
用
の
後
、
火
櫃
（
侍
臣
は?

火

）
を
給
う
」47

と
あ
る
の
も
、「
居

う
」
と
「
給
う
」
で
は
表
現
に
相
違
は
あ
る
が
、
同
じ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。『
北
山
抄
』

の
記
事
を
単
独
で
読
む
と
、公
卿
と
侍
臣
と
の
間
に
位
階
に
よ
る
上
下
関
係
を
想
定
し
、

公
卿
の
前
に
は
火
櫃
を
据
え
、
侍
臣
の
前
に
は?

火

を
据
え
た
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
火
櫃
と?
火

と
い
う
上
下
の
評
価
が
あ
る
二
つ
の
炉
を
手
配
し
た
か
の
よ

う
な
解
釈
も
で
き
る
。
が
、『
江
家
次
第
』
の
一
文
と
合
わ
せ
て
読
む
と
、
そ
う
し
た
解

釈
は
成
り
立
た
な
い
。現
在
に
あ
る
火
櫃
と
現
在
は
見
え
な
い?

火

と
い
う
対
蹠
性
は
、

同
一
内
容
に
対
す
る
表
現
の
相
違
（
呼
称
の
新
旧
）
に
よ
る
も
の
と
解
釈
す
る
の
が
自

然
で
あ
る
。
た
だ
し
火
櫃
と?

火

の
間
で
の
実
態
の
相
違
を
全
く
認
め
な
い
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
。 

 
?

火

は
火?

と
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
ろ
う
。
火?

は
、『
西
宮
記
』
の
弁
官
・
結
政
所
の

作
法
に
「
冬
時
、
弁
の
前
に
火?

を
居
う
な
り
。
大
弁
の
前
に
着
に
随
い
て
官
掌
之
を

居
う
。
夏
時
、
円
扇
を
以
て
之
に
替
え
る
」48

と
あ
る
。
夏
の
円
扇
は
蒸
し
暑
さ
に
対

処
す
る
避
暑
具
（
兼
蚊
遣
り
具49

）、
火?

は
冬
の
寒
さ
に
対
処
す
る
採
暖
用
の
置
き
炉

で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
。
夏
冬
の
衣
替
え
は
、
す
で
に
『
延
喜
式
』
に
記
事
を
み

る50

ほ
か
『
源
氏
物
語
』
で
も
確
認
で
き51

、
十
世
紀
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
宮
中
の
年

中
行
事
と
し
て
定
着
し
て
い
た
。
夏
冬
の
時
候
の
移
り
に
伴
っ
て
、
円
扇
と
火?

の
交

替
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
交
替
す
る
冬
時
の
器
物
は
、
後
世
に
は
「
院
御
所
御
更
衣
の

事
・
・
弘
御
所
御
火
桶
之
を
撤
す
」52

と
例
挙
す
る
よ
う
に
火
桶
で
あ
っ
た
。
火
櫃
と

?

火

で
見
た
の
と
同
じ
関
係
を
、
火?

と
火
桶
の
間
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

火
櫃
（
火
爐
）
あ
る
い
は
火
桶
の
機
能
・
用
途
を
も
つ
火?

が
古
く
か
ら
あ
っ
た
こ

と
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
火?

は
、
火
鉢
が
鉢
に
「
火
」
を
冠
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う

に
、?

と
い
う
土
製
の
容
器
に
炉
を
意
味
す
る
「
火
」
を
冠
し
た
も
の
に
違
い
な
い
。

                              

                  

 
4
7 

『
北
山
抄
』
巻
九
、
御
仏
名
。 

4
8 

『
西
宮
記
』
巻
一
〇
・
弁
官
事
の
結
政
所
作
法
。 

4
9

後
の
史
料
で
は
あ
る
が
、『
福
富
長
者
物
語
』
に
「
夏
は
・
・
破
れ
団
扇
に
て
蚊
を
は
ら
ひ
」
と
あ
る
。 

5
0

延
喜
式
』
掃
部
寮
の
四
月
一
日
条
に
「
凡
そ
、
四
月
一
日
に
冬
座
を
撤
し
、
夏
の
御
座
を
供
せ
。
十
月
一
日

に
夏
の
座
を
撤
し
、
冬
の
御
座
を
供
せ
」
と
あ
る
。
毎
年
、
四
月
一
日
と
十
月
一
日
に
夏
冬
の
衣
替
え
が
あ

っ
た
。 

5
1 

『
源
氏
物
語
』
幻
に
「
夏
の
御
か
た
よ
り
、
御
衣
が
へ
の
装
束
た
て
ま
つ
り
給
ふ
」
と
あ
る
。 

5
2 

『
葉
黄
記
』
寛
元
四
年
（
一
二
三
八
）
四
月
一
日
条
。 

火?

を
知
る
た
め
に
は
、?

が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
知
る
必
要
が
あ
る
。 

 

【
火
瓮
】 
?

と
よ
く
似
た
字
に
瓮
が
あ
る
。『
新
撰
字
鏡
』
に
よ
る
と
、?

は
「
保

止
岐
（
ほ
と
ぎ
）」
で
あ
り
、
瓮
は
「
三
加
（
み
か
）」
で
あ
る
。
同
書
で
は
、
み
か
と

訓
む
字
は
ほ
か
に
甕
が
あ
る
。
甕
は
、『
和
名
類
聚
抄
』
に
「
烏
・
貢
の
反
し
。
字
は
亦

瓮
に
作
る
。?

の
音
は
烏
・
茎
の
反
し
。
字
は
亦
罌
に
作
る
。
和
名
毛
太
非
」53

と
あ

っ
て
、
瓮
は
「
も
た
ひ
」
と
も
訓
ん
だ
。「
も
た
ひ
」
と
は
水
や
酒
を
い
れ
る
器
と
言
う

54

。 

 

「
も
た
ひ
」
に
火
を
冠
し
た
火
瓮
（
ほ
の
へ
）
は
灯
火
器
と
考
え
ら
れ
て
い
る55

。

そ
れ
は
、
出
雲
国
造
神
賀
詞
に 

「
豊
葦
原
の
水
穂
国
は
、
晝
は
五
月
蝿
（
さ
は
へ
）
の
如
く
水
沸
き
、
夜
は
火
瓮

（
ほ
の
へ
）
の
如
く
光
（
か
が
や
く
）
神
在
り
」56 

と
あ
る
一
文
の
解
釈
に
拠
っ
て
い
る
。 

豊
葦
原
水
穂
国
の
形
容
は
［
昼
―
夜
］、［
水
沸
く
―
光
く
神
あ
る
］、［
さ
は
へ
―
ほ

の
へ
］
と
い
う
対
語
を
構
成
し
て
修
辞
す
る
。
神
の
威
光
が
当
り
一
面
に
輝
く
様
の
形

容
と
し
て
火
瓮
を
引
用
す
る
。
騒
々
し
い
ほ
ど
飛
び
立
つ
蝿
、
音
を
出
し
て
涌
き
出
る

水
（
泉
）
に
対
応
す
る
火
の
粉
の
舞
立
つ
音
と
そ
の
発
散
状
態
の
例
用57

で
も
あ
り
、

必
ず
し
も
灯
火
器
と
限
定
す
る
必
要
は
な
い
。 

瓮
は?

と
よ
く
似
た
字
で
あ
り
、
し
か
も
用
途
も
類
似
す
る
の
で
、
史
料
を
扱
う
に

際
し
て
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。 

                               

                  

 
5
3 

『
和
名
類
聚
抄
』
器
皿
部
・
瓦
器
、
甕
の
項
。 

5
4

中
田
祝
夫
編
『
古
語
大
辞
典
』（
小
学
館
、
一
九
八
三
）
も
た
ひ
の
項
。 

5
5

松
岡
静
雄
『
新
編
日
本
古
語
辞
典
』（
刀
江
書
院
、
一
九
三
七
）
ホ
ベ
の
項
。
丸
山
林
平
『
上
代
語
辞
典
』

（
明
治
書
院
、
一
九
六
七
）
ほ
べ
の
項
。
大
槻
文
彦
『
新
編
大
言
海
』（
富
山
房
、
一
九
五
六
）
ほ
べ
の
項
。 

5
6 

『
延
喜
式
』
祝
詞
の
出
雲
国
造
神
賀
詞
条
。 

5
7 

こ
の
一
文
は
『
日
本
書
紀
』
神
代
下
の
一
書
に
「
葦
原
中
国
に
は
磐
根
木
の
株
（
も
と
）、
草
（
か
や
）
の

葉
（
か
き
は
）
も
猶
能
く
言
語
（
も
の
い
）
ふ
。
夜
の
若?

火
（
ほ
へ
の
も
こ
ろ
）
に
喧
響
（
お
と
な
）
ひ
、

昼
は
五
月
蝿
（
さ
は
へ
）
如
（
な
）
し
、
沸
騰
（
わ
き
あ
か
）
る
」
と
あ
る
の
が
原
文
の
よ
う
で
あ
る
。
ま

た
、
類
似
す
る
表
現
が
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
一
の
二
十
三
（
現
光
寺
を
建
て
て
霊
仏
を
安
置
し
た
る
語
）

に
、「
河
内
国
、
和
泉
の
郡
の
前
の
海
の
お
き
に
楽
器
の
音
あ
り
。
箏
・
笛
・
箜
篌
等
の
音
の
如
し
。
ま
た
雷

の
震
動
の
音
の
如
し
。
ま
た
光
あ
り
。
日
の
は
じ
め
て
出
づ
る
が
如
し
。
昼
は
鳴
り
、
夜
は
か
が
や
く
」
や
、

『
古
事
記
』
上
巻
天
岩
戸
段
に
「
高
天
の
原
皆
暗
く
、
葦
原
の
中
つ
国
悉
に
闇
し
。
こ
れ
に
因
り
て
、
常
夜

往
く
。
こ
こ
に
万
の
神
の
声
（
お
と
な
ひ
）
は
、
さ
蝿
な
す
満
ち
、
万
の
妖
（
わ
ざ
わ
ひ
）
悉
に
発
り
き
」

と
あ
る
。 
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【?

の
旧
用
】 

奈
良
時
代
の
食
生
活
の
網
羅
的
復
元
と
関
わ
っ
て
当
時
の
文
書
を

分
析
し
た
関
根
真
隆58

は
、?

に
つ
い
て
、「
ほ
と
き
（
ほ
と
ぎ
）」
あ
る
い
は
「
へ
（
べ
）」

と
訓
む
こ
と
、
陶
器
（
須
恵
器
）
で
は
な
く
土
器
（
土
師
器
）
で
あ
る
こ
と59

、
湯
を

沸
か
す
器
（
す
な
わ
ち
火
に
か
け
る
器
）
で
あ
る
こ
と
、
堝
（
な
べ
）
よ
り
も
数
倍
大

き
く
胴
の
長
い
器
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

 

焼
き
物
の
素
材
と
機
能
の
対
応
に
関
し
て
、
古
墳
時
代
に
大
陸
か
ら
製
作
技
術
が
新

来
し
た
須
恵
器
は
堅
緻
で
貯
蔵
用
と
し
て
は
有
効
で
あ
る
も
の
の
火
器
と
し
て
は
不
適

切
で
あ
り
、
む
し
ろ
縄
文
時
代
に
起
源
す
る
旧
来
の
土
器
＝
土
師
器
が
脆
弱
で
は
あ
る

も
の
の
火
器
に
は
適
し
て
い
た
。
そ
の
素
材
の
選
択
の
結
果
が
、
関
根
が
列
挙
す
る
だ

け
で
も
、
土
師
器
で
は
釜
・
堝
・?

・（
甑
）
と
い
っ
た
火
器
の
ほ
か
竈
と
い
う
火
処
を

造
形
し
た
の
に
対
し
、
須
恵
器
で
は
食
器
・
壷
な
ど
の
土
師
器
と
共
通
す
る
形
態
の
ほ

か
は
甕
・
由
加
・?

（
み
か
）・?
（
さ
ら
け
）・
缶
（
ひ
ら
か
）・
叩
戸
な
ど
と
い
っ
た

貯
蔵
や
醸
造
の
容
器
を
造
形
し
た
。
そ
れ
故
に
、?

（
ほ
と
き
）
は
酒
・
醤
を
盛
る
器

と
し
て
の
用
い
方
を
本
来
と
し
、
時
と
し
て
湯
を
入
れ
る
器
と
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と

す
る
大
槻
文
彦
の
解
説60

は
、
火
器
と
し
て
の?
を
理
解
し
て
い
な
い
と
言
え
よ
う61

。 

                               

                  

 
5
8

関
根
真
隆
「
奈
良
時
代
の
厨
房
用
具
」（『
奈
良
朝
食
生
活
の
研
究
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
）。 

5
9

関
根
真
隆
は
土
師
器
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、?

に
は
陶
の
字
を
冠
す
る
も
の
が
な
い
こ
と
を

挙
げ
て
い
る
が
、
平
安
時
代
で
は
事
例
が
あ
る
。『
延
喜
式
』
だ
け
で
も
、
主
殿
寮
の
供
奉
年
料
条
、
主
殿
署

の
年
料
条
、
主
水
司
の
践
祚
大
嘗
会
解
斎
七
種
御
粥
料
条
、
主
計
上
の
備
前
国
調
条
、
主
計
上
の
讃
岐
国
調

条
の
各
条
に
陶?

が
見
え
る
。 

6
0

大
槻
文
彦
『
新
編
大
言
海
』（
冨
山
房
、
一
九
五
六
）
ほ
と
ぎ
の
項
。 

6
1 

こ
の
原
因
の
一
つ
は
、?

と
瓮
が
混
同
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
瓮
は?

と
よ
く
似
た
字
で
あ
る
が
、

意
味
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。?

は
「
ほ
と
き
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
瓮
は
缶
と
同
義
で
「
も
た
ひ
」
あ
る

い
は
「
み
か
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
、『
和
名
類
聚
抄
』
に
「
缶
、
保
度
岐
」、『
日
本
書
紀
』
推
古
二
十
五
年
夏

六
月
条
に
「
神
戸
の
郡
に
瓜
有
り
、
大
き
さ
缶
（
ほ
と
き
）
の
如
し
」、『
延
喜
式
』
内
膳
司
の
年
料
条
に
「
缶

（
ほ
と
き
）
廿
口
（
十
口
、
醤
并
せ
て
雑
醤
漬
物
を
納
る
る
料
。
十
口
、
雑
滓
漬
物
を
納
る
る
料
）」
と
あ
る

こ
と
な
ど
に
よ
り
、
混
同
さ
れ
、
缶
の
用
途
が
「
ほ
と
き
」
の
用
途
で
あ
る
か
の
よ
う
な
解
説
も
出
て
く
る
。

『
延
喜
式
』
で
は
こ
の
ほ
か
に
も
缶
を
「
ほ
と
き
」
と
訓
じ
る
例
（
神
祇
二
・
四
時
祭
下
の
太
詔
戸
社
条
）

が
あ
る
ほ
か
、
覆?

子
（
い
ち
こ
＝
莓
）
と
す
べ
き
と
こ
ろ
を
覆
瓮
子
と
す
る
例
（
大
膳
下
の
諸
国
貢
進
菓

子
条
）、
さ
ら
に
は
『
日
本
書
記
』
仁
賢
四
年
に
「
蚊
島
穂?

君
（
瓮
、
此
を
倍
と
云
）」
な
ど
と
あ
っ
て
、

当
時
に
お
い
て
す
ら
瓮
と?

が
混
同
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
加
え
て
、
史
料
の
校
訂
者
が?

と
瓮
を
混

同
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
原
典
を
当
た
っ
て
い
な
い
以
上
、
両
者
の

区
別
に
つ
い
て
の
確
認
の
手
だ
て
は
な
い
。
瓮
は
陶
器
（
須
恵
器
）
と
考
え
ら
れ
、
火
に
関
わ
る
器
と
し
て

は
ふ
さ
わ
し
い
名
称
で
は
な
い
。
樋
口
清
之
な
ど
は
火
瓮
を
炉
の
名
称
と
し
て
用
い
る
が
、
火?

を
採
用
す

る
の
が
正
統
で
あ
ろ
う
。
な
お
、「
ほ
と
き
」
の
語
源
は
含
坏
（
ほ
ほ
つ
き
）
の
約
転
あ
る
い
は
「
陰
（
ほ
と
）

笥
（
き
）」
な
ど
と
言
う
（
大
槻
文
彦
『
新
編
大
言
海
』）。 

 

【?

の
火
処
化
】 

火
に
か
け
る
器
と
し
て
の?

は
平
安
時
代
の
史
料
に
も
散
見
す

る
。
例
え
ば
、『
延
喜
式
』
で
は
正
月
の
七
種
粥
行
事62

に
そ
の
材
料
と
と
も
に?

・
炭

な
ど
を
列
挙
し
て
あ
る
し
、『
江
家
次
第
』
の
賀
茂
臨
時
祭
に
は
「
粥
を
設
け
、?

に
入

る
」63

と
い
う
記
事
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
粥
を
盛
っ
て
再
加
熱
す
る
器
と
し
て

の
用
途
で
あ
る
。
ま
た
、『
延
喜
式
』
の
新
嘗
会
で
は
「?

四
口
（
参
議
已
上
白
き
・
黒

き
酒
を
盛
り
、
并
せ
て
酒
を
煖
む
る
料
」64

と
い
う
記
事
も
あ
り
、
燗
酒
に
も
用
い
た
。 

 

加
え
て
、
竈
の
造
形
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
す
で
に
奈
良
時
代
か
ら
そ
の
兆
候
は
あ
っ

た
が
、
以
下
の
よ
う
に
火
を
盛
る
器
＝
火
処
と
し
て
登
場
す
る
。 

 

ま
ず
、
灯
火
の
灰
を
受
け
る
器
と
し
て
の
使
用
で
あ
る
。
少
し
後
の
時
代
の
史
料
で

は
あ
る
が
、
天
仁
元
年
（
一
一
〇
八
）
の
鳥
羽
天
皇
の
大
嘗
会
を
記
録
し
た
『
天
仁
大

嘗
会
記
』
の
供
神
膳
次
第
に
「
其
の
行
列
次
第
、
伴
造
一
人
燎
火
を
執
り
、?

を
以
て

頚
に
懸
け
、
燼
を
受
く
」65

と
あ
る
。
燼
火
（
と
も
し
び
）
を
受
け
る
た
め
に
頚
に
懸

け
て
用
い
る?

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
用
途
を
も
つ
と
見
て
よ
い?

が
『
延
喜
式
』

に
は
燼?

と
見
え
、「
ほ
そ
く
り
」66

、「
ほ
く
そ
つ
ほ
」67

、「
ほ
そ
く
つ
ほ
と
き
」68

、

「
と
も
し
ほ
と
き
」69

な
ど
と
訓
読
し
て
い
る
。「
ほ
そ
く
り
」
は
「
ほ
そ
く
つ
」
の
誤

記
と
思
わ
れ
、「
ほ
そ
く
づ
」
は
蝋
燭
の
燃
え
た
灰
を
意
味
す
る70

。
燼?

と
は
蝋
燭
の

燃
え
た
灰
を
受
け
る
器
で
あ
る
。 

 

次
に
、
単
に
火
を
受
け
る
器
か
ら
進
ん
で
、
よ
り
積
極
的
に
火
を
盛
る
器
と
し
て
の

使
用
も
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
香
を
焚
く
器
と
し
て
の
使
用
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
西
宮
記
』

の
葬
送
行
列
次
第
に
「
蔵
人
所
の
人
、
四
人
御
輿
の
四
角
に
立
つ
。
高
坏
に
居
え
た
る

                              

                  

 
6
2 

『
延
喜
式
』
主
水
司
の
正
月
十
五
日
供
御
七
種
粥
料
条
。 

6
3 

『
江
家
次
第
』
巻
十
、
賀
茂
臨
時
祭
。 

6
4 

『
延
喜
式
』
造
酒
司
の
新
嘗
会
直
相
日
雑
器
条
。 

65 

『
天
仁
大
嘗
会
記
』（「
江
記
」
の
抜
粋
）
天
仁
元
年
（
一
一
〇
八
）
十
一
月
二
十
一
日
条
。 

こ
の
訓
読
は
、『
建
保
大
祀
神
饌
記
』（
文
永
十
一
年
〔
一
二
七
四
〕
十
一
月
十
九
日
の
大
嘗
祭
の
記
録
）
に
、

「
ほ
と
き
（?

）
を
く
ひ
（
頚
）
に
か
け
、
て
も
し
（
＝
燼
）
火
を
う
く
」
と
あ
る
の
が
参
考
と
な
る
。
こ

れ
ら
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
記
事
は
『
公
季
公
記
』
長
和
元
年
（
一
〇
一
二
）
十
月
に
引
用
す
る
「
正
暦
四
年
（
九

九
三
）
八
月
十
一
日
付
卜
部
兼
延
注
進
状
」
の
中
の
新
嘗
会
・
供
神
次
第
に
「
先
ず
伴
造
一
人
灯
を
執
る
。

盆
を
以
て
頭
に
懸
け
、
以
て
燎
を
承
く
る
燼
盆
と
な
す
」
と
あ
る
。
盆
は?

に
通
じ
る
の
で
、
燼
を
受
け
る

器
と
し
て
の
使
用
は
平
安
時
代
半
ば
に
遡
る
。 

6
6 

『
延
喜
式
』
主
計
上
の
畿
内
調
条
。 

6
7 

『
延
喜
式
』
内
膳
司
の
新
嘗
祭
供
御
料
条
。 

6
8 

『
延
喜
式
』
主
計
上
の
摂
津
国
調
条
。 

6
9 

『
延
喜
式
』
主
計
上
の
備
前
国
調
条
。 

7
0 

『
和
名
類
聚
抄
』
燈
火
部
、
燈
火
具
の
櫛
（
火
扁
）
の
項
。 
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火?

を
持
ち
、
布
を
以
て
結
着
す
。
蔵
人
四
人
、
帛
袋
を
以
て
香
を
入
れ
、
持
ち
た
る

?
の
中
に
焼
く
」71

と
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
お
く
。
後
一
条
天
皇
の
葬
送
記
事
に
も
同

じ
内
容
を
「?

を
持
つ
者
四
人
、
御
輿
の
四
角
に
分
立
す
（
蔵
人
所
衆
四
人
、
各
々?

を
以
て
高
坏
に
居
え
之
を
持
つ
・
・
）。
焼
香
の
者
四
人
、
之
に
相
副
う
（
各
々
名
香
・

合
薫
等
を
以
て
生
絹
の
袋
に
納
れ
、
頚
に
懸
け
る
。
行
路
の
間
之
を
焼
く
・
・
）」
と
記

す72

。
両
記
事
に
は
高
坏
に
据
え
た
火?

と
焼
香
の?

が
見
え
、
こ
れ
ら
が
同
一
物
を

指
す
か
と
い
う
検
討
は
残
る
が
、
焼
香
の?

は
も
ち
ろ
ん
香
炉
と
し
て
の
用
い
方
で
あ

る
。 

 

ま
た
、
置
き
炉
の
火
容
と
し
て
も
「
ほ
と
き
」
が
見
え
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
に
「
沈

の
火
桶
、
銀
の
ほ
と
ぎ
、
沈
を
火
箸
に
し
て
、
黒
方
を
鶴
の
形
に
て
、
銀
の
箸
な
ど
し

て
、
帝
・
妃
の
御
前
に
参
る
」73
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。「
黒
方
を
鶴
の
形
に
て
」

と
は
、
鶴
の
形
に
作
っ
た
練
香
を
焚
く
意
味
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
火
桶
は
香
を
焚

く
炉
と
し
て
の
用
い
方
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、「
銀
の
ほ
と
き
」
を
火
桶
の
上
に
懸
け
た

湯
沸
か
し
の
容
器
と
解
釈
し
て
は
、
文
意
が
混
乱
す
る
。
火
桶
が
二
重
構
造
の
置
き
炉

で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
と
、「
沈
の
火
桶
」
と
は
置
き
炉
の
外
容
器
と
そ
の
仕
様
、

「
銀
の
ほ
と
ぎ
」
と
は
炉
の
内
に
納
め
る
火
容
と
そ
の
仕
様74

、「
銀
の
箸
」
は
火
箸
と

そ
の
仕
様
の
表
現
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
香
を
焚
き
、
火
箸
を
添
え
た
火
桶
を
御
前
に
差

し
出
し
た
情
景
を
沈
香
木
・
銀
・
黒
方
と
い
っ
た
評
価
の
高
い
素
材
を
用
い
て
派
手
に

表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
は
、「
銀
の
ほ
と
ぎ
」
と
あ
る
の
で
、
土

製
で
は
な
い
。
が
、
土
製
の
存
在
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
銀
製
の
相
対
的
な

評
価
が
生
ま
れ
る
と
言
え
る
。
平
安
時
代
半
ば
、
二
重
構
造
の
置
き
炉
の
火
容
に
土
製

の?

を
用
い
た
の
で
あ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
平
安
時
代
に
あ
っ
て
は
、
奈
良
時
代
の
火
に
懸
け
る
器
と
し
て
の

?

よ
り
も
火
に
関
わ
る
機
能
が
よ
り
積
極
的
に
働
い
た
火
を
盛
る
器
と
し
て
、
灯
火
の

灰
を
受
け
る
器
、
香
を
焚
く
器
、
さ
ら
に
は
置
き
炉
の
火
容
と
し
て
の
働
き
を
確
認
す

る
。 

 

【?

の
実
態
】 

?

の
実
際
の
形
態
は
ど

                              

                  

 
7
1 

『
西
宮
記
』
巻
一
二
・
天
皇
崩
の
御
入
棺
事
。 

7
2 

『
類
聚
雑
例
』
長
元
九
年
（
一
〇
三
六
）
五
月
十
九
日
条
。
こ
の
他
に
も?

は
各
書
の
葬
送
記
事
に
見
え

る
。『
中
右
記
』
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
七
月
二
十
四
日
条
、『
兵
範
記
』
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
六
月

八
日
条
を
挙
げ
て
お
く
。 

7
3 

『
う
つ
ほ
物
語
』
菊
の
宴
巻
。 

7
4 

河
野
多
麻
『
古
典
文
学
体
系
十
一
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
）． 

の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
。 

 

奈
良
時
代
の?

に
つ
い
て
、
関
根
は
、
堝
（
図
一
）
よ
り
も
数
倍
も
大
き
い
と
い
う

史
料
の
分
析
結
果
と
彗
星
の
形
状
の
比
喩
と
さ
れ
る
こ
と
、
そ
れ
に
奈
良
時
代
の
考
古

資
料
と
の
対
応
か
ら
長
胴
の
形
態
（
図
二
）
と
推
定
し
た
。
確
か
に
、
湯
を
沸
か
す
器

と
し
て
の?

は
、
築
き
竈
に
そ
れ
を
据
え
る
便
宜
や
熱
の
吸
収
効
果
を
想
像
す
る
な
ら

ば
、
長
胴
の
形
態
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
竈
に
懸
け
た
器
で
あ
り
、
関
根
も?

と
大

差
な
い
大
き
さ
と
す
る
竈
戸
に
つ
い
て
、『
日
本
霊
異
記
』
に
「
草
の
中
に
太
快
（
い
と

た
く
ま
）
し
く
肥
た
る
女
有
り
。
裸
衣
に
し
て
踞
り
を
り
、
両
（
ふ
た
）
つ
の
乳
張
れ

た
る
こ
と
大
き
に
し
て
、
竈
戸
の
如
く
垂
れ
、
乳
よ
り
膿
（
う
み
し
る
）
流
る
」75

と

あ
る
の
が?

の
形
態
を
推
定
す
る
参
考
と
な
ろ
う
。
肥
大
し
た
乳
の
垂
れ
下
が
っ
た
状

況
〈
底
が
丸
く
、
胴
体
が
太
く
長
い
、
し
か
も
首
の
く
び
れ
の
目
立
た
な
い
形
状
〉
で

あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
『
日
本
霊
異
記
』
に
、
竈
戸
は
鼎
（
な
べ
）
の
言
い
替
え
と
し

て
も
見
え76

、
平
安
時
代
前
期
に
あ
っ
て
は
、
竈
戸
・
鼎
と
鍋
の
区
別
が
し
だ
い
に
曖

昧
と
な
る
傾
向
も
確
認
で
き
る
。?

が
湯
を
沸
か
す
器
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
粥
を
再

加
熱
す
る
器
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
も
、
鍋
と
の
形
態
の
統
合
化
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、

妥
当
な
用
途
で
あ
る77

。
そ
れ
故
に
、
火
を
盛
る
器
＝
火
容
と

し
て
の?

を
考
え
る
際
は
、
長
胴
の
形
態
に
こ
だ
わ
る
必
要

は
な
い
。 

 

燼?

は
人
の
首
に
懸
け
て
用
い
た
と
い
う
。
紐
で
縛
っ
て

釣
り
提
げ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
に
は
器
に
く
び
れ
が
必
要

で
あ
る
。
燼?

に
関
し
て
は
、
く
び
れ
の
な
い
筒
胴
（
＝
鍋
）

の
形
態
で
は
な
く
、
く
び
れ
の
あ
る
球
胴
の
形
態
と
推
測
で

き
る
。
江
馬
努
は
、
携
帯
用
灯
火
で
あ
る
脂
燭
を
燃
や
す
時

                              

                  

 
7
5 

『
日
本
霊
異
記
』
下
十
六
、
女
人
濫
嫁
飢
子
乳
故
得
現
報
縁
。 

7
6

同
じ
『
日
本
霊
異
記
』
中
、
三
十
四
、
に
「
竈
に
起
（
た
）
ち
て
火
を
燃
（
た
）
き
、
空
（
む
な
）
き
鼎
（
な

べ
）
を
居
（
お
）
き
、
頬
を
押
へ
て
蹲
（
う
ず
く
ま
）
り
・
・
罷
り
出
で
て
先
の
如
く
、
空
し
き
竈
戸
に
向

ひ
、
頬
を
押
へ
て
蹲
る
」
と
あ
り
、
竈
戸
＝
鼎
＝
な
べ
で
あ
る
。 

7
7 

『
春
記
』
長
暦
三
年
（
一
〇
三
九
）
十
一
月
二
十
二
日
条
、
神
楽
の
記
事
に
「
舞
人
・
陪
従
座
の
前
に
突

重
并
せ
て
各
蝸
を
居
え
、
火
を
生
く
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
「
蝸
」
は
堝
で
あ
ろ
う
が
、
先
に
示
し
た

『
江
家
次
第
』
賀
茂
臨
時
祭
で
は
「
内
蔵
司
、
湯
漬
を
居
う
。
衝
重
・?

有
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
堝
で
は

な
く?

の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
堝
と?

の
区
別
が
曖
昧
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。 
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に
、
火
の
余
燼
が
床
へ
落
ち
な
い
よ
う
に
撲
盆
と
い
う
土
器
を
手
に
持
っ
て
受
け
た
と

し
、
大
正
期
に
大
嘗
祭
の
お
り
に
実
際
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
断
わ
っ
て
脂
燭
と
撲
盆

の
写
真
を
紹
介
し
て
い
る78

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
撲
盆
の
形
は
、
古
墳
時
代
に
出
土
す

る
、
体
部
が
球
形
で
、
口
が
体
部
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
く
開
く
形
態
（
＝
坩
）
に
非

常
に
よ
く
似
て
い
る
。
江
馬
の
言
う
撲
盆
は
燼?

と
同
じ
機
能
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に

間
違
い
な
い
が
、
そ
れ
に
該
当
す
る
よ
う
な
平
安
時
代
の
土
器
で
の
考
古
資
料
は
知
ら

な
い79

。 

  

【?

と
黒
色
土
器
】 
考
古
資
料
で
は
、
平
安
時
代
前
期
に
、
土
師
器
か
ら
分
派
し

た
黒
色
土
器
と
呼
ば
れ
る
焼
き
物
が
登
場
す
る
。
こ
れ
は
、
土
器
の
表
面
を
炭
（
籾
殻

の
い
ぶ
し
煤
）
で
黒
化
（
い
ぶ
し
銀
）
処
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
黒
色
土
器
の

形
態
は
硯
・
銚
子
と
い
っ
た
特
殊
な
形
態
を
除
く
と
坏
（
椀
）・
皿
の
ほ
か
は
筒
状
の
深

め
の
鉢
（
図
七
）、
そ
れ
に
土
師
器
と
相
同
な
球
胴
の
形
態
（
図
六
の
土
製
容
器
）
で
あ

る
。 

                              

                  

 
7
8

江
馬
努
「
古
燈
器
の
風
俗
史
的
解
説
」（『
日
本
古
燈
器
大
観
』〔
照
明
学
会
編
、
一
九
三
一
〕
か
ら
江
馬
執

筆
部
分
を
抜
粋
し
、『
江
馬
努
著
作
集
』
第
九
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
七
に
収
録
し
た
も
の
）。『
延
喜
式
』

践
祚
大
嘗
祭
の
薦
御
膳
尅
限
事
に
「
行
立
次
第
。
最
前
に
内
膳
司
の
膳
部
伴
造
一
人
（
火
炬
の
撲
盆
を
執
る
）」

と
見
え
る
。 

7
9

原
口
正
三
・
小
林
行
雄
「
古
器
名
考
證
」（『
世
界
陶
磁
全
集
』
第
一
巻
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
五
八
）
は

こ
の
燼?

を
須
恵
器
と
す
る
。
そ
れ
は
『
延
喜
式
』
主
計
上
の
摂
津
国
調
条
に
陶
燼?
が
見
え
る
こ
と
に
依

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
須
恵
器
に
火
器
と
し
て
の
機
能
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

火
に
関
わ
る
陶
器
が
あ
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
。
こ
れ
に
関
し
て
、
須
恵
器
と
は
異
な
っ
て
、
緑
釉
・
灰

釉
な
ど
の
釉
彩
陶
器
で
は
香
炉
・
竈
な
ど
の
火
処
が
造
形
さ
れ
た
こ
と
が
考
古
資
料
で
明
ら
か
と
な
っ
て
い

る
。『
延
喜
式
』
で
は
調
と
し
て
焼
き
物
を
中
央
に
輸
す
こ
と
を
定
め
た
国
の
ほ
と
ん
ど
で
、?

・
手
湯?

・

叩?

・
水?

・
着
乳?

・
燼?

・
爐?

・
陶?

・
陶
燼?

と
い
っ
た
各
種
の?

の
い
ず
れ
か
を
輸
し
て
い
る
。

こ
の
う
ち
火
を
盛
る
器
と
し
て
の
燼?

・
爐?

を
輸
す
国
は
摂
津
（
陶
燼?

）・
近
江
（
燼?

）・
美
濃
（
爐

?

）・
備
前
（
燼?

）
で
あ
る
が
、
陶
燼?

の
存
在
に
着
目
す
る
と
、
摂
津
・
近
江
・
美
濃
は
釉
彩
を
施
し
た

陶
器
・
瓦
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
国
で
あ
る
。
残
る
備
前
（
平
安
時
代
後
期
の
『
堤
中
納
言
物
語
』

よ
し
な
し
ご
と
の
段
に
火
桶
の
産
地
と
し
て
見
え
る
国
で
は
あ
る
）
に
問
題
は
残
す
も
の
の
、
釉
彩
陶
器
の

う
ち
に
（
陶
）
燼?

に
該
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
意
向
で
考
古
遺
物
を
見
る

と
、
釉
彩
陶
器
の
う
ち
に
唾
壷
と
呼
ぶ
、
体
が
小
さ
く
、
口
が
ロ
ー
ト
状
に
大
き
く
開
く
形
態
（
図
三
）
が

江
馬
の
示
し
た
撲
盆
に
比
較
的
近
似
す
る
。
唾
壷
は
平
安
時
代
の
史
料
に
、
例
え
ば
『
延
喜
式
』
内
匠
寮
の

賀
茂
初
斎
并
野
宮
装
束
条
に
「
銀
唾
壷
一
口
（
口
径
八
寸
五
分
）」
な
ど
と
登
場
し
、
そ
の
用
途
は
変
更
で
き

な
い
。
加
え
て
、
唾
壷
は
い
か
に
も?

の
形
態
か
ら
は
外
れ
て
い
る
。
長
い
伝
承
の
間
に
、
形
態
が
変
化
し

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、「
摂
津
国
調
帳
案
」（
九
条
家
冊
子
本
『
中
右
記
』
裏
文
書
、『
平
安
遺

文
』
補
四
八
号
）
に
摂
津
国
の
調
と
し
て
（
恐
ら
く
陶
器
の
項
に
）「
炉?

肆
口

、
丁
貳
」
が
見
え
、『
延
喜

式
』
の
記
述
を
裏
付
け
る
。 

こ
の
素
材
の
焼
き
物
を
、
平
安
時
代
半
ば
に
置
き
炉
の
火
容
に
用
い
た
こ
と
は
す
で

に
述
べ
た
。
そ
も
そ
も
、
球
胴
の
形
態
が
煮
炊
き
に
、
銚
子
が
燗
酒
に
用
い
る
の
を
始

め
と
し
て
、
硯
は
酷
寒
時
に
は
炭
火
で
温
め
て
用
い
る
も
の
で
あ
り80

、
食
器
と
一
般

に
見
な
し
て
い
る
坏
（
椀
）
に
つ
い
て
も
そ
の
相
当
量
に
火
痕
が
あ
る
と
い
う
事
実81

は
、

黒
色
土
器
そ
の
も
の
が
そ
の
発
生
当
初
か
ら
火
に
関
わ
る
素
材
と
認
識
し
て
、
各
種
の

形
態
を
造
形
し
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
食
器
と
は
お
よ
そ
隔
絶
し
た
硯
が
黒

色
土
器
の
製
品
と
し
て
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
温
硯
」
を
念
頭
し
な
い
限
り
説
明
が
つ

か
な
い
。 

『
う
つ
ほ
物
語
』
に
い
う
火
容
と
し
て
の
鉢
を
黒
色
土
器
の
う
ち
に
求
め
る
な
ら
ば
、

砲
弾
形
の
鉢
を
そ
れ
に
当
て
る
こ
と
も
可
能
性
で
あ
る
。
も
し
も
、
先
の
「
沈
の
火
桶
、

銀
の
ほ
と
ぎ
」
と
見
え
る?

の
素
材
が
黒
色
土
器
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
球
胴
の

形
態
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
粥
を
焚
く
こ
と
も
可
能
な
火
器
の
用
を
な
し
、
同
時
に

香
を
焚
き
、
燭
灰
を
受
け
る
な
ど
の
火
を
盛
る
器
の
用
を
な
す
形
態
に
適
合
す
る
平
安

時
代
の?

は
、
関
根
が
明
ら
か
に
し
た
奈
良
時
代
の
長
胴
の
形
態
と
は
異
な
り
、
奈
良

時
代
に
は
堝
（
な
へ
）
と
呼
ば
れ
た
球
胴
の
形
態
が
ふ
さ
わ
し
い
。 

 

【
火?

の
復
元
】 

火?

は
、?

を
本
体
と
す
る
回
転
体
の
単
構
造
の
炉
で
あ
る
。

用
い
る?

は
火
器
素
材
と
し
て
平
安
時
代
に
開
発
さ
れ
た
「
内
黒
の
ほ
と
ぎ
」、
考
古
学

で
言
う
黒
色
土
器
で
あ
る
。?

の
形
状
は
、
遺
物
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
球
胴
と
見
ら

れ
る
。
首
に
懸
け
て
使
用
し
た
燼?

は
別
と
し
て
、
据
え
置
い
て
使
用
す
る
よ
う
な
場

合
に
は
、
球
胴
の
形
態
は
そ
の
ま
ま
で
は
座
り
が
悪
く
、
な
ん
ら
か
の
支
持
装
置
が
必

要
で
あ
る
。『
西
宮
記
』
の
葬
送
行
列
次
第
で
は
火?

を
高
坏
に
据
え
て
持
ち
歩
い
た
と

い
う
。
こ
の
高
坏
の
形
状
が
い
か
な
る
も
の
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
考
古
資
料
に

見
る
当
時
の
高
坏
は
、物
を
載
せ
る
台
の
部
分
が
ラ
ッ
パ
状
に
上
向
き
に
開
い
て
い
る
。

こ
れ
な
ら
ば
球
胴
の
火?

の
底
が
少
々
歪
ん
で
い
て
も
座
り
は
良
い
。
こ
の
よ
う
に
、

そ
れ
自
体
は
単
構
造
の
火?

も
、
使
用
時
に
は
支
持
装
置
と
組
み
合
っ
て
用
い
ら
れ
た

に
違
い
な
く
（
そ
の
例
を
図
六
に
示
す
）、
製
品
と
し
て
の
行
き
末
―
二
重
構
造
化
も
し

く
は
台
脚
の
接
合
―
を
暗
示
し
て
い
る
。 

                               

                  

 
8
0

樋
口
清
之
『
木
炭
』（
も
の
と
人
間
の
文
化
史
七
一
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
三
）。 

8
1 

『
平
安
京
右
京
六
条
一
坊
』（
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
、
一
九
九
二
）
で
は
、「
そ
の
使
用
痕
か
ら
煮

炊
き
（
土
師
器
皿
・
黒
色
土
器
椀
）・
・
に
用
い
た
と
わ
か
る
も
の
が
あ
る
」
と
し
か
記
述
し
て
い
な
い
が
、

実
際
は
黒
色
土
器
椀
の
大
半
に
お
い
て
火
痕
を
認
め
る
。 
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単
構
造
か
ら
二
重
構
造
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【
二
重
構
造
の
炉
の
復
元
】 

平
安
時
代
の
二
重
構
造
の
置
き
炉
に
火
桶
・
火
櫃
が

あ
る
。
こ
れ
ら
が
二
重
構
造
で
あ
る
こ
と
は
、
火
桶
に
つ
い
て
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
に

「
沈
の
火
桶
、
銀
の
ほ
と
ぎ
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
し
た
し
、
火
櫃
に
つ
い
て
も

鎌
倉
時
代
の
『
玉
蘂
』
に
引
用
す
る
旧
記
に
「
朱
漆
火
櫃
（
中
を
彫
り
鉢
を
居
う
）」82

と
あ
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。 

こ
の
二
種
の
二
重
構
造
の
炉
に
仕
掛
け
る
火
容
製
品
が
平
安
時
代
後
期
に
出
現
す
る
。

こ
れ
に
は
深
浅
二
種
類
が
あ
る
。
深
い
形
態
は
口
径
・
深
さ
と
も
に
一
五
㌢
ほ
ど
と
小

型
、
浅
い
形
態
は
口
径
四
五
㌢
・
高
さ
一
〇
㌢
ほ
ど
と
大
型
で
あ
る
。
小
型
の
形
態
よ

り
も
大
型
の
形
態
の
方
が
や
や
出
土
量
が
多
い
。 

大
型
の
火
容
製
品
を
素
材
と
し
て
二
重
構
造
の
炉
の
復
元
を
試
み
る
と
、
こ
れ
を
納

れ
る
に
適
当
な
口
径
五
〇
～
六
〇
㌢
、
深
さ
一
〇
～
一
五
㌢
ほ
ど
の
外
容
器
の
出
土
例

を
見
出
せ
な
い
。
火
容
を
納
れ
る
に
適
当
な
口
径
の
曲
げ

物
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
深
さ
は
二
〇
㌢
あ
る
い
は
三
〇
㌢

を
越
え
る
。
こ
れ
だ
と
、
火
容
製
品
が
中
に
入
り
込
み
す

ぎ
て
、
し
た
が
っ
て
外
容
器
が
高
く
な
り
す
ぎ
て
、
火
容

製
品
の
火
が
外
容
器
に
燃
え
移
る
危
険
性
が
あ
り
、
ま
っ

た
く
炉
と
し
て
の
用
を
な
さ
な
い
。
口
径
が
広
く
器
高
の

低
い
大
型
の
土
製
火
容
は
、
稀
に
は
火
桶
に
用
い
る
こ
と

が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
多
く
は
板
枠
を
組
ん
で
作
っ
た
箱

（
槽
）
に
仕
掛
け
て
火
櫃
に
用
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。

一
方
、
小
型
の
火
容
製
品
は
、
出
土
す
る
曲
げ
物
に
収
め

て
適
当
な
大
き
さ
で
あ
る
。
口
径
が
狭
く
て
器
高
の
深
い

小
型
の
火
容
製
品
は
曲
げ
物
に
仕
掛
け
て
火
桶
に
用
い

た
と
想
定
す
る
。 

 

【
単
構
造
か
ら
二
重
構
造
へ
】 

火
桶
・
火
櫃
と
も
に
そ
の
史
料
上
の
初
見
は
十
世

紀
に
あ
る83

。
し
か
し
、
十
世
紀
初
め
に
成
立
し
た
『
延
喜
式
』
に
は
両
炉
と
も
に
見

                              

                  

 
8
2 

『
玉
蘂
』
嘉
禎
四
年
（
一
二
三
八
）
二
月
七
日
条
。 

8
3

火
桶
の
初
現
期
の
史
料
は
、
仮
名
文
で
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
六
例
、『
枕
草
子
』
一
二
例
、『
源
氏
物
語
』
三

例
、
さ
ら
に
は
「
源
順
集
」
天
元
二
年
（
九
七
九
）
の
歌
（
書
陵
部
蔵
『
歌
仙
集
』〔
和
歌
史
研
究
会
編
『
私

家
集
大
成
』
中
古
Ⅰ
、
明
治
書
院
、
一
九
七
三
〕
及
び
『
校
註
国
歌
大
系
』
第
一
二
巻
〔
国
民
図
書
、
一
九

え
ず
、
平
安
時
代
前
期
に
遡
っ
て
存
在
し
た
か
、
二
重
構
造
の
炉
は
ど
の
よ
う
に
し
て

発
生
し
た
か
な
ど
の
、
未
解
明
の
課
題
が
あ
る
。 

 

火
桶
の
初
現
期
の
史
料
で
あ
る
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
、
火
櫃
の
語
は
一
例
も
見
え

な
い
（
た
だ
し
炭
櫃
は
二
例
見
え
る
）
が
、「
蘇
枋
（
す
は
う
）
の
大
い
な
る
櫃
に
、
銀

の
箸
そ
へ
て
、
火
を
起
し
つ
つ
、
所
々
に
据
ゑ
た
り
」84

と
、
火
櫃
に
き
わ
め
て
近
い

炉
の
記
述
が
あ
る
。
火
櫃
と
は
言
い
き
っ
て
い
な
い
こ
と
や
火
容
に
つ
い
て
は
特
に
述

べ
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
炉
は
二
重
構
造
の
炉
（
＝
火
櫃
・
炭
櫃
）
に
は

至
ら
な
い
単
構
造
の
炉
の
可
能
性
が
あ
る
。自
製
で
箱
を
組
む
と
い
う
作
業
を
や
め
て
、

製
品
の
櫃
を
容
器
と
し
て
求
め
る
と
い
う
分
業
が
新
た
に
加
わ
っ
た
段
階
の
単
構
造
の

炉
と
い
う
見
方
が
で
き
、
そ
れ
は
自
製
の
単
構
造
の
土
火
爐
か
ら
製
品
の
火
櫃
へ
の
進

展
の
一
段
階
を
語
る
。
そ
れ
故
に
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
成
立
時
期
―
十
世
紀
後
半
―
か

ら
推
し
て
、
火
櫃
の
成
立
は
遡
っ
て
も
平
安
時
代
前
期
と
言
え
る
。 

 

二
重
構
造
を
特
徴
付
け
る
も
の
は
火
容
の
存
在
で
あ
る
。
平
安
時
代
前
期
、
火?

と

い
う
単
構
造
の
置
き
炉
が
成
立
し
た
が
、
こ
の
実
質
は
土
製
の?

と
い
う
火
器
で
あ
る
。

火?

が
存
在
し
た
当
時
、
土
火
爐
と
い
う
火
櫃
に
先
行
す
る
箱
形
の
置
き
炉
も
あ
っ
た
。

土
火
爐
に
火?

を
埋
め
込
む
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
土
製
火
容
を
納

れ
た
火
櫃
と
同
じ
構
造
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
実
際
、
火
櫃
と
火?

は
呼
称
の
新
旧
と

い
う
考
証
結
果
を
示
す
史
料
も
あ
る
。 

火?

の
成
立
が
二
重
構
造
の
炉
が
成
立
す
る
物
質
面
で
の
直
接
的
な
要
因
に
な
っ
て

い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
点
を
含
め
、
単
構
造
の
炉
が
二
重
構
造
の
炉
に
発
展

                              

                              

                              

                     

 

三
四
〕）
な
ど
、
漢
文
で
は
『
小
右
記
』
正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
十
月
二
十
一
日
条
、
同
書
長
保
元
年
（
九
九

九
）
十
一
月
二
十
六
日
条
、『
北
山
抄
』
一
例
（
巻
五
・
大
嘗
会
事
）
な
ど
が
あ
り
、
仮
名
文
に
目
立
っ
て
多

い
。
一
方
、
火
櫃
の
初
現
期
の
史
料
は
、
漢
文
で
は
『
西
宮
記
』
巻
四
・
六
月
神
今
食
の
傍
注
に
引
用
す
る

『
吏
部
王
記
』
延
長
三
年
（
九
二
五
）
十
一
月
十
四
日
条
、『
北
山
抄
』
巻
二
・
十
二
月
御
仏
名
事
に
引
用
す

る
古
記
天
暦
九
年
（
九
五
五
）
十
二
月
二
十
二
日
条
、『
西
宮
記
』
巻
六
・
十
二
月
仏
名
な
ど
十
世
紀
に
遡
る

史
料
が
幾
つ
か
あ
る
が
、
仮
名
文
で
は
『
枕
草
子
』
一
八
二
段
（
段
数
は
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
）
に
一
例

見
え
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
『
枕
草
子
』
一
八
二
段
も
別
本
は
炭
櫃
と
な
っ
て
お
り
不
確
実
で
あ
る
。
炭
櫃

は
『
枕
草
子
』
五
例
、『
う
つ
ほ
物
語
』
二
例
、『
紫
式
部
日
記
』
一
例
な
ど
が
見
え
る
の
で
、
平
安
時
代
半

ば
に
は
、
仮
名
文
で
は
火
櫃
の
語
は
用
い
ず
、
そ
れ
と
同
義
の
炭
櫃
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
厳
密
に
考
証

す
れ
ば
、
時
代
に
よ
っ
て
内
容
が
異
な
る
と
見
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
お
く
。
漢
文

で
の
炭
櫃
は
、『
兵
範
記
』
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
十
月
十
六
日
条
、
同
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
十
一
月

二
十
二
日
条
な
ど
平
安
時
代
後
期
に
用
例
を
拾
い
出
せ
る
。 

8
4 

『
う
つ
ほ
物
語
』
蔵
開
・
下
巻
。
ま
た
『
う
つ
ほ
物
語
』
あ
て
宮
に
「
銀
の
い
か
め
し
き
缶
（
ほ
と
ぎ
）

に
七
草
の
御
粥
入
れ
て
、
蘇
枋
の
長
櫃
に
据
ゑ
て
奉
れ
給
へ
り
」、『
う
つ
ほ
物
語
』
蔵
開
上
に
「
源
中
納
言

の
銀
の
衝
重
、
蘇
枋
の
長
櫃
に
据
ゑ
た
る
内
の
物
ど
も
皆
具
し
て
藤
壺
に
奉
れ
給
ふ
」
と
あ
る
長
櫃
も
火
櫃

に
至
る
前
段
階
を
示
す
記
述
で
あ
る
。 
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す
る
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
革
新
課
題
に
つ
い
て
述
べ
る
。 

 
第
一
に
既
製
品
の
火
床
（
＝
火
容
）
の
採
用
で
あ
る
。
火
床
を
土
で
作
っ
て
い
た
も

の
が
既
製
品
の
火
容
に
変
わ
っ
た
例
に
護
摩
壇
の
炉
が
あ
る85

。
護
摩
壇
の
炉
は
、
当

初
は
儀
式
が
あ
る
ご
と
に
炉
の
外
容
器
と
な
る
爐
桶
の
み
を
既
製
品
に
求
め
、
火
容
と

な
る
部
分
は
土
を
塗
り
込
め
て
作
っ
て
い
た
が
、
儀
式
の
恒
例
化
に
伴
い
、
石
製
の
火

容
を
求
め
、
そ
れ
を
外
容
器
に
仕
掛
け
て
繰
り
返
し
使
用
す
る
よ
う
に
変
わ
っ
た
。
こ

こ
で
の
既
製
の
火
容
の
採
用
は
、
炉
の
造
作
の
省
力
化
に
あ
る
。 

平
安
時
代
前
期
に
お
け
る?

の
火
容
と
し
て
の
採
用
も
同
じ
よ
う
な
事
情
が
考
え
ら

れ
る
。
自
製
で
火
床
を
作
る
よ
り
は
、
火
床
と
な
る
火
容
を
既
製
に
求
め
て
、
そ
れ
を

外
容
器
に
仕
掛
け
る
方
が
炉
の
製
作
時
間
も
短
く
、
し
か
も
火
床
の
形
状
も
安
定
し
て

い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
見
合
う
代
価
は
必
要
で
あ
る86

。 

 

第
二
に
重
量
の
問
題
で
あ
る
。
土
を
塗
り
込
め
て
作
っ
た
炉
は
相
当
の
重
量
に
な
る
。

先
に
示
し
た
史
料
で
は
、
土
火
爐
は
四
人
が
か
り
で
持
ち
運
ん
だ
。
火
処
と
し
て
防
火

対
策
上
の
安
定
感
を
得
る
た
め
に
は
、
確
か
に
相
応
の
重
量
が
必
要
で
は
あ
る
が
、
数

人
が
か
り
で
な
い
と
移
動
で
き
な
い
よ
う
な
炉
ば
か
り
で
は
部
屋
に
固
定
さ
れ
た
切
り

炉
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
な
い
も
の
と
な
り
、
移
動
の
便
宜
に
欠
け
る
。
置
き
炉
の
最
大

の
長
所
は
、
必
要
な
時
に
据
え
て
、
無
用
の
時
は
片
付
け
ら
れ
る
と
い
う
機
動
性
に
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
炉
の
適
度
の
軽
量
化
は
改
良
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
土
で
塗
り

固
め
た
土
火
爐
に
あ
っ
て
、
最
も
取
り
組
み
や
す
い
軽
量
化
は
、
塗
り
込
め
る
土
の
量

を
減
ら
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
支
障
の
な
い
部
分
に
空
隙
を
多
く
作
る
の

が
一
番
で
あ
る
。 

 

平
安
時
代
後
期
に
出
現
し
た
土
製
の
火
容
製
品
の
う
ち
、
火
櫃
に
仕
掛
け
る
も
の
と

推
定
し
た
大
型
火
容
製
品
（
火
櫃
火
容
と
呼
ぼ
う
）
は
、
小
破
片
で
あ
っ
て
も
一
瞥
し

て
こ
れ
と
分
か
る
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
火
櫃
火
容
の
外
底
一
面
に
残
る
籾
殻
の
痕
で

あ
る
。ほ
か
の
製
品
に
は
見
ら
れ
ず
、
こ
の
火
櫃
火
容
の
み
に
見
か
け
る
現
象
で
あ
る
。

こ
の
現
象
を
説
明
す
る
証
拠
を
提
示
し
え
な
い
が
、
単
な
る
デ
ザ
イ
ン
あ
る
い
は
製
作

の
都
合
に
よ
っ
て
付
い
た
も
の
で
は
な
く
、
火
容
の
機
能
や
用
途
な
ど
に
直
結
す
る
現

                              

                  

 
8
5

岡
崎
譲
治
鑑
修
『
仏
具
大
事
典
』（
鎌
倉
新
書
、
一
九
八
二
）。 

8
6

焼
き
物
の
容
器
を
火
容
に
転
用
す
る
こ
と
は
、
い
つ
の
時
代
で
も
可
能
で
あ
っ
た
（
た
と
え
ば
縄
文
時
代
に

は
「
埋
め
甕
炉
」
と
呼
ぶ
土
器
を
地
中
に
埋
め
て
火
容
の
役
割
を
も
た
せ
た
炉
が
あ
る
）
の
に
、
こ
の
時
期

ま
で
火
容
が
な
ぜ
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
果
し
て
火
容
を
仕
掛
け
た
炉
が
そ
れ
以
前
に
は
ま
っ

た
く
存
在
し
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
は
、
火
容
を
仕
込
ん
だ
置
き
炉
の
需
要
度
に
よ
る
と

答
え
た
い
。 

象
と
見
放
し
た
い
。
火
容
を
仕
掛
け
た
状
態
の
火
櫃
を
土
火
爐
に
投
影
す
る
と
、
籾
殻

の
痕
は
土
火
爐
の
火
床
と
し
て
塗
り
込
め
た
土
の
中
に
当
た
る
。
籾
殻
は
そ
の
部
分
の

情
況
を
語
っ
て
い
る
と
仮
定
し
よ
う
。
仮
定
か
ら
、
二
重
構
造
で
は
火
容
を
固
定
す
る

た
め
に
充
填
材
と
し
て
籾
殻
を
詰
め
た
情
況
、そ
れ
に
先
立
つ
単
構
造
の
土
火
爐
で
は
、

中
に
隠
れ
る
部
分
に
籾
殻
を
詰
め
、
表
面
に
近
い
部
分
の
み
を
土
で
塗
り
固
め
た
り
し

た
（
図
８
）
情
況
が
浮
か
ぶ
。
火
櫃
火
容
の
籾
殻
は
炉
の
軽
量
化
を
図
る
に
際
し
て
の

方
策
を
語
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
現
に
、
籾
殻
で
は
な
い
が
、
紙
・
灰
な
ど

を
混
ぜ
た
土
で
炉
を
作
っ
た
事
例
が
密
教
の
護
摩
壇
に
あ
る87

。 

『
延
喜
式
』
に
記
述
さ
れ
る
土
火
爐
の
構
造
に
は
こ
の
よ
う
な
（
籾
殻
を
使
用
す
る

な
ど
の
）
軽
量
化
の
工
夫
の
形
跡
は
見
ら
れ
ず
、
そ
の
後
の
創
案
と
見
ら
れ
る
が
、
二

重
構
造
の
炉
の
成
立
と
前
後
し
て
、
籾
殻
使
用
に
よ
る
軽
量
化
が
創
案
さ
れ
た
と
考
え

て
も
不
当
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
既
製
の
火
容
の
取
り
付
け
に
は
そ
れ
を
固
定
す
る
材

料
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
固
定
材
を
兼
ね
る
充
填
材
―
そ
れ
に
加
え
る
と
す
れ
ば
断
熱

保
温
効
果
で
あ
ろ
う
か
―
と
し
て
籾
殻
が
注
目
さ
れ
た
と
理
解
す
る
と
、
二
重
構
造
の

成
立
と
充
填
材
の
創
案
は
一
体
と
な
っ
た
も
の
と
見
な
せ
る
。
そ
れ
が
、
平
安
時
代
後

期
に
発
生
し
た
土
製
火
容
の
籾
殻
の
痕
に
遺
制
と
し
て
と
ど
め
て
い
る
と
考
え
た
い
。

こ
れ
に
叶
う
火
櫃
の
出
土
を
期
待
す
る
。 

 

以
上
、
単
構
造
の
炉
が
二
重
構
造
の
炉
へ
と
進
展
す
る
に
あ
た
り
革
新
す
べ
き
点
と

し
て
、
火
容
の
採
用
や
、
炉
の
軽
量
化
の
た
め
の
籾
殻
の
充
填
材
へ
の
応
用
な
ど
が
あ

る
こ
と
を
推
察
し
た
。 

  

図
注 

図
面
は
以
下
の
文
献
資
料
を
調
整
し
て
使
用
し
た
。
改
変
に
つ
い
て
の
責
任
は
す
べ
て
梅
川
が
負
う
。

図
一
・
二
は
『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
』
Ⅱ
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、
真
陽
社
、
一
九
六
二
）
図
版
四

六
の
遺
物
二
四
二
・
二
四
七
。
図
三
は
『
史
料
京
都
の
歴
史
』
二
（
平
凡
社
、
一
九
八
三
） 

六
七
五
頁
の
遺

物
一
四
〇
六
。
図
四
は
『
平
安
京
跡
発
掘
調
査
概
報
』
昭
和
六
三
年
度
（
京
都
市
文
化
観
光
局
、
一
九
八
九
）

図
版
五
三
の
戌
津
四
六
・
四
七
。
図
五
は
『
仏
具
大
事
典
』（
岡
崎
譲
治
鑑
修
、
鎌
倉
新
書
、
一
九
八
二
） 

三

二
三
頁
。
図
六
の
土
器
は
『
平
安
京
左
京
八
条
三
坊
二
町
』（
古
代
学
協
会
、
一
九
八
三
）
三
一
頁
の
遺
物
九
。

図
六
の
桶
は
『
平
安
京
東
市
外
町
の
調
査
』（
平
安
中
・
高
等
学
校
、
一
九
八
六
）
図
版
一
〇
の
遺
物
三
。
図

七
は
『
平
安
京
右
京
三
条
三
坊
』（
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
、
一
九
九
〇
）
図
版
二
一
の
遺
物
三-

九
四
。

図
八
は
図
九
を
も
と
に
復
元
。
図
九
は
『
平
安
京
左
京
八
条
三
坊
二
町
』（
古
代
学
協
会
、
一
九
八
三
）
五
九

                              

                  

 
8
7 

『
阿
娑
縛
抄
』
護
摩
記
本
、
荘
厳
壇
上
の
項
。 
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頁
の
遺
物
一
五
か
ら
復
元
。 
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三
節 

三
所
の
置
き
炉 

 

【
要
約
】 

平
安
時
代
の
置
き
炉
と
し
て
火
爐
・
火
櫃
・
火
桶
が
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
炉
は
住
家

の
調
理
室
・
配
膳
室
・
食
事
室
を
別
っ
て
配
置
さ
れ
た
。
各
々
の
実
態
を
史
料
か
ら
考
証
し
、
置

き
炉
の
調
度
化
を
展
望
す
る
。 

  

イ 

は
じ
め
に 

  

『
兵
範
記
』
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
十
月
十
四
日
条
、
藤
原
忠
通
の
東
三
条
殿
へ

の
二
条
天
皇
行
幸
装
束
の
記
事
に
火
爐
・
火
櫃
・
火
桶
と
い
う
「
火
」
を
語
頭
に
冠
す

る
三
種
類
の
炉
が
み
え
る88

。
行
幸
に
際
し
て
東
三
条
殿
に
は
、
記
載
順
に
、
寝
殿
（
南

殿
清
涼
殿
に
擬
す
）・
夜
大
殿
・
大
盤
所
・
朝
餉
御
所
・
御
装
物
所
・
渡
殿
・
膳
宿
・
上

御
厨
子
所
・
黒
戸
御
所
・
御
湯
殿
・
陣
座
・
上
官
晝
候
所
・
主
殿
司
宿
・
掃
部
司
内
侍
・

蔵
人
町
・
殿
上
・
下
侍
・
厨
子
所
・
蔵
人
所
・
瀧
口
本
所
・
内
膳
炊
所
・
左
右
近
陣
・

内
侍
所
・
女
房
曹
局
・
女
御
御
在
所
と
い
う
多
数
の
場
所
が
設
定
さ
れ
た
が
、
炉
の
配

備
さ
れ
た
場
所
は
少
な
く
、
厨
子
所
（
火
爐
）、
大
盤
所
（
火
櫃
）、
朝
餉
御
所
（
火
桶
）

の
三
箇
所
で
あ
っ
た
。 

 

三
箇
所
に
つ
い
て
若
干
の
解
説
を
す
る
と
、
厨
子
所
は
、
食
事
に
関
わ
る
諸
物
を
収

納
す
る
厨
子
を
お
く
場
所
、
転
じ
て
、
食
事
を
調
理
す
る
場
所
を
指
し
、
内
裏
で
は
（
清

涼
殿
の
西
に
あ
る
）
後
涼
殿
の
西
庇
に
あ
っ
た
。
大
盤
所
は
台
盤
所
と
も
言
い
、
台
盤

を
置
く
場
所
で
あ
り
、
食
事
の
配
膳
を
す
る
場
所
で
あ
る
。
内
裏
で
は
清
涼
殿
（
と
紫

宸
殿
の
間
の
廊
）
に
あ
り
、
女
房
の
詰
所
と
も
な
っ
て
い
た
。
朝
餉
御
所
は
朝
餉
の
間

と
も
言
い
、
天
皇
が
朝
餉
（
あ
さ
が
れ
い
）
＝
食
事
を
す
る
場
所
で
あ
る89

。
内
裏
で

                              

                  

 
8
8 

『
兵
範
記
』
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
十
月
十
四
日
条
、「
北
又
庇
西
三
ヶ
間
は
大
盤
所
と
な
し
、
弘
莚
を

敷
く
。
其
の
上
、
東
に
迫
り
て
二
行
に
紫
縁
帖
六
枚
を
敷
き
、
中
央
東
方
に
膳
棚
（
木
工
寮
召
す
）
を
立
つ
。

其
の
西
に
赤
火
櫃
二
合
（
本
家
之
を
儲
る
）
を
置
く
。」「
又
庇
西
第
四
五
間
は
朝
餉
御
所
と
な
す
。
四
間
南

長
押
上
に
押
障
子
を
立
つ
。
其
の
長
押
下
に
繧
繝
縁
御
座
三
枚
を
敷
く
。
其
の
北
妻
戸
前
に
高
麗
畳
一
枚
を

敷
く
。
五
間
、
東
中
戸
に
副
い
、
南
長
押
に
迫
り
て
掖
厨
子
一
脚
を
立
つ
。
其
の
前
に
御
梳
櫛
・
大
床
子
を

立
つ
べ
し
（
内
裏
よ
り
之
を
渡
す
べ
し
）。
御
座
の
前
に
御
火
桶
を
居
う
（
宇
治
僧
正
之
を
調
進
せ
ら
る
）。」

「
北
子
午
侍
廊
は
御
厨
子
所
と
な
す
。
高
板
敷
を
構
え
、
火
爐
を
居
う
。
白
垂
布
（
単
）
を
懸
け
、
畳
な
ど

（
紫
二
枚
預
料
、
黄
三
枚
番
衆
料
）
を
敷
く
。」 

8
9 

『
倭
訓
栞
』、「
朝
餉
の
間
と
云
ふ
は
、
清
涼
殿
に
在
り
て
、
朝
夕
の
供
御
を
備
ふ
る
所
な
り
」。 

は
清
涼
殿
の
西
庇
に
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
当
初
は
清
涼
殿
の
母
屋
が
天
皇
の
居
間
で
あ

っ
た
も
の
が
、
後
に
は
こ
の
朝
餉
の
間
や
萩
戸
な
ど
の
上
局
が
居
間
に
移
っ
て
い
っ
た

と
い
う90

の
で
、
こ
の
頃
は
居
間
兼
食
事
室
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
食
事
に
関

わ
る
三
つ
の
部
屋
、
調
理
室
・
配
膳
室
・
居
間
兼
食
事
室
に
つ
い
て
、
各
々
異
な
っ
た

名
称
の
炉
、
火
爐
・
火
櫃
・
火
桶
が
配
備
さ
れ
る
と
い
う
、
興
味
あ
る
事
実
が
浮
か
び

上
が
っ
た
。 

『
兵
範
記
』
で
は
、
こ
の
記
事
の
他
に
も
複
数
の
種
類
の
炉
を
配
備
し
た
と
分
か
る

御
所
装
束
記
事
が
、
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
後
白
河
上
皇
・
皇
后
・
女
御
（
妹
子
内

親
王
）
の
宇
治
小
松
殿
行
幸91

、
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
高
倉
天
皇
の
法
住
寺
御
所

行
幸92

に
あ
る
。
同
時
期
の
日
記
で
あ
る
『
山
槐
記
』
に
も
応
保
元
年
（
一
一
六
一
）

藤
原
育
子
の
入
内
に
よ
る
内
裏
飛
香
舎
装
束
記
事93

に
も
炉
の
配
備
記
事
が
あ
る
。
そ

                              

                  

 
9
0

日
野
西
資
孝
「
宮
中
の
食
膳
」（『
講
座
日
本
風
俗
史
』
第
六
巻
〔
雄
山
閣
出
版
、
一
九
五
九
〕）。 

9
1 

『
兵
範
記
』
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
十
月
十
六
日
条
。 

9
2 

『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
八
月
四
日
条
。 

9
3 

『
山
槐
記
』
応
保
元
年
（
一
一
六
一
）
十
二
月
十
七
日
条
。 

室 事 食 兼 間 居 室 膳 配 

 

室 理 調 

朝
餉
御
所 

塗
籠 

主
上
御
所 

皇
后
御
所 

女
御
御
所 

某
所 

大
盤
所 

台
盤
所 

女
房
局 

刀
自
例
所 

厨
子
所 

常
御
所 

褻
御
方 

 

部
屋 

火
桶 

     

火
櫃 

  

火
爐 

  

東
三
条
殿 

   

火
桶 

火
桶 

 

炭
櫃 

   

地
火
爐 

 

小
松
殿 

  

火
桶 

    

火
櫃 

    

法
住
寺 

 

火
桶 

    

火
櫃 

     

飛
香
舎 

 

火
桶 

   

火
桶 

 

火
櫃 

火
櫃 

火
櫃 

  

爐 兼
経
亭 
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れ
に
御
所
で
は
な
い
が
、
近
衛
兼
経
亭
の
婚
礼
記
事94

に
も
各
種
の
置
き
炉
が
見
え
る
。

炉
と
場
所
の
関
係
を
表
に
示
す
。
東
三
条
殿
で
確
認
し
た
の
と
同
じ
く
、
台
盤
所
と
い

っ
た
配
膳
に
関
係
す
る
場
所
に
は
火
櫃
（
炭
櫃
）
が
置
か
れ
た
ほ
か
、
東
三
条
殿
で
は

厨
子
所
に
見
え
た
火
爐
が
常
御
所
・
褻
御
所
と
い
っ
た
平
常
の
居
室95

に
、
朝
餉
御
所

に
見
え
た
火
桶
が
塗
籠
と
い
う
寝
室
や
主
上
・
皇
后
・
女
御
の
各
御
所
と
い
っ
た
居
室

に
配
備
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
以
外
の
断
片
的
な
史
料
で
も
、
場
所
は
一
部
重

複
す
る
が
、 

火
爐 

褻
御
所
一
例96

・
内
出
居
一
例97

・
上
皇
御
所
一
例98 

火
櫃 

大
盤
所
三
例99

・
台
盤
所
六
例100 

火
桶 

朝
餉
御
所
二
例101

・
夜
御
殿
一
例102

・
弘
御
所
一
例103 

と
い
っ
た
各
部
屋
へ
の
配
備
を
確
認
で
き
る
。
台
盤
所
へ
の
火
櫃
の
配
備
は
多
く
の
事

例
に
よ
っ
て
疑
い
の
な
い
こ
と
で
あ
り
、
朝
餉
御
所
・
塗
籠
（
夜
御
殿
）
へ
の
火
桶
の

配
備
、そ
れ
に
褻
御
所
へ
の
火
爐
の
配
備
も
当
時
の
慣
例
と
見
て
誤
り
な
い
。
た
だ
し
、

同
一
の
部
屋
に
異
な
る
名
称
の
炉
を
配
備
し
、
部
屋
と
炉
の
対
応
関
係
を
留
保
せ
ざ
る

を
え
な
い
も
の
も
あ
る
。
常
御
所
（
常
居
所
）
は
火
桶104

の
時
と
火
爐105

の
時
と
が
あ

り
、
い
ず
れ
と
も
判
断
し
え
な
い
。
塗
籠
も
大
方
は
火
桶
で
あ
る
が
、
火
櫃106

の
例
も

あ
る
。 

 

若
干
の
例
外
が
あ
る
と
は
い
え
、
各
種
の
部
屋
に
定
ま
っ
た
名
称
の
炉
を
配
備
す
る

                              

                  

 
9
4 

『
玉
蘂
』
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
正
月
十
四
日
条
。 

9
5

大
槻
文
彦
『
新
編
大
言
海
』（
富
山
房
、
一
九
五
六
）、
褻
御
所
の
項
。 

9
6 

『
兵
範
記
』
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
二
月
二
十
三
日
条
。 

9
7 

『
兵
範
記
』
久
寿
三
年
（
一
一
五
六
）
二
月
二
十
八
日
条
。 

9
8 

『
長
秋
記
』
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）
十
月
二
十
一
日
条
。 

9
9 

『
兵
範
記
』
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
七
月
五
日
条
。『
吉
記
』
承
安
四
年
（
一
一
七
四
）
二
月
五
日
条
。

『
玉
蘂
』
承
元
五
年
（
一
二
一
一
）
十
月
七
日
条
。 

1
0
0 

『
兵
範
記
』
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
七
月
五
日
条
。『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
（
一
一
六
九
）
八
月
四
日

条
。『
山
槐
記
』
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
二
月
二
十
一
日
条
。『
玉
葉
』
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
五
月
二

十
一
日
条
。『
玉
蘂
』
承
元
三
年
（
一
二
〇
九
）
三
月
二
十
三
日
条
。『
玉
蘂
』
嘉
禎
四
年
（
一
二
三
八
）
二

月
七
日
条
。 

1
0
1 

『
兵
範
記
』
仁
平
二
年
（
一
一
五
二
）
十
月
一
日
条
。『
兵
範
記
』
久
寿
三
年
（
一
一
六
七
）
三
月
十
一

日
条
。 

1
0
2 

『
山
槐
記
』
久
寿
三
年
（
一
一
五
六
）
三
月
五
日
条
。 

1
0
3 

『
葉
黄
記
』
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
四
月
一
日
条
。 

1
0
4 

『
兵
範
記
』
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
九
月
二
十
三
日
条
。 

1
0
5 

『
兵
範
記
』
久
寿
三
年
（
一
一
五
六
）
二
月
二
十
八
日
条
。 

1
0
6 

『
玉
蘂
』
承
元
三
年
（
一
二
〇
九
）
三
月
二
十
三
日
条
。 

現
象
は
、
単
に
設
備
・
器
具
に
お
け
る
し
き
た
り
と
し
て
受
け
継
い
だ
器
物
名
称
を
書

き
記
し
た
結
果
と
消
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
な
く
、
部
屋
の
機
能
に
適
合
し
た
機
能
を

も
つ
炉
を
選
び
備
え
た
必
然
の
結
果
と
積
極
的
に
評
価
し
た
い
。 

 

そ
れ
で
は
、
各
部
屋
に
対
応
し
た
機
能
を
も
つ
火
爐
・
火
櫃
・
火
桶
と
は
い
か
な
る

も
の
か
。
以
下
に
三
種
の
置
き
炉
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。 

 

ロ 

火
爐 

  

【
火
爐
の
訓
】 

火
爐
は
「
比
多
岐
（
ひ
た
き
）」
と
訓
じ
、「
火
を
居
う
所
」
で
あ

る107

。『
和
名
類
聚
抄
』
で
は
火
爐
を
燈
火
器
の
項
目
に
収
め
る
。
採
暖
具
と
の
認
識
は

な
い
。『
和
名
類
聚
抄
』
で
は
、
助
鋪
と
い
う
屋
舎
に
つ
い
て
「
比
太
岐
屋
」
と
訓
じ
て
、

衛
士
屋
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
解
説
す
る108

。
助
鋪
は
衛
士
の
た
む
ろ
す
る
篝
屋
の

よ
う
な
も
の
を
指
す
と
考
え
て
よ
く
、篝
屋
で
焚
く
篝
火
の
状
態
を
想
像
す
る
な
ら
ば
、

「
ひ
た
き
」
は
薪
を
盛
ん
に
焚
い
て
辺
り
を
照
ら
す
状
態
（
＝
火
焚
き
）
の
表
現
で
あ

る
。
火
爐
を
燈
火
器
の
項
目
に
載
せ
る
『
和
名
類
聚
抄
』
の
意
図
は
、
薪
を
焚
く
器
と

見
な
す
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
れ
を
補
強
す
る
よ
う
に
、『
新
撰
字
鏡
』
で
は
、
爐
・
鑪
を
「
火
呂
」
又
は
「
可
々

利
」
と
訓
じ
、「
炎
を
盛
る
器
な
り
」
と
す
る
。「
可
々
利
（
か
が
り
）」
と
は
篝
火
・
篝

屋
の
篝
（
か
が
り
）
で
あ
ろ
う
か
ら
、『
和
名
類
聚
抄
』
と
同
様
に
、
爐
・
鑪
の
言
葉
に

は
燈
火
器
の
意
味
が
あ
る
。
鑪
は
ま
た
「
可
末
止
（
か
ま
ど
）」
と
も
あ
る
の
で
、
築
き

竈
か
置
き
竈
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
火
爐
は
竈
と
も
無
関
係
で
は
な
い
。
ち
な
み
に
、

竈
も
『
和
名
類
聚
抄
』
で
は
燈
籠
・
燈
台
そ
れ
に
火
爐
な
ど
と
と
も
に
燈
火
器
の
項
目

に
収
め
て
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
火
爐
は
薪
を
焚
く
火
器
と
し
て
、
燈
火
器
の
範
疇
に
古
代
は
属
し
て

い
た
が
、
そ
れ
は
採
暖
用
の
火
処
や
炊
事
用
の
火
処
と
い
っ
た
概
念
が
灯
火
に
比
べ
て

明
確
に
は
形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
と
理
解
し
た
い
。
こ
れ
は
最
近
ま
で
続
い
て

い
た
特
徴
で
も
あ
り
、
あ
の
灯
火
具
の
煩
雑
な
ま
で
の
名
称
の
氾
濫
、
燈
台
・
行
燈
・

挑
燈
・
燈
篭
・
燭
台
・
手
燭
・
秉
燭
な
ど
な
ど
、
に
比
べ
て
、
イ
ロ
リ
や
竈
に
相
対
す

る
炊
事
用
の
置
き
炉
が
、
採
暖
を
兼
ね
た
火
鉢
を
除
く
と
、
七
輪
・
銅
壺
以
外
に
は
ほ

と
ん
ど
名
称
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
古
代
ひ
い
て
は
通

                              

                  

 
1
0
7 

『
和
名
類
聚
抄
』
燈
火
器
、
火
爐
の
項
。 

1
0
8 

『
和
名
類
聚
抄
』
居
宅
類
、
助
鋪
の
項
。「
一
に
云
う
、（
比
太
岐
夜
）
衛
士
屋
の
如
き
な
り
」。 
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史
と
し
て
の
日
本
生
活
文
化
史
の
採
暖
・
炊
事
の
炉
を
考
察
す
る
上
で
の
要
点
の
一
つ

で
あ
る
。 

 
薪
を
焚
く
器
と
定
義
す
る
火
爐
も
平
安
時
代
後
期
に
あ
っ
て
は
、
炭
を
燃
料
と
し
た

こ
と
が
『
兵
範
記
』
な
ど
に
見
え
る109

。
各
時
代
を
通
じ
て
火
爐
の
定
義
が
不
変
で
あ

っ
た
と
は
思
わ
な
い
。
燃
料
が
薪
か
ら
炭
へ
切
り
替
わ
っ
た
後
も
伝
統
的
に
火
爐
と
い

う
言
葉
や
器
具
が
使
わ
れ
続
け
た
こ
と
も
ま
た
事

実
で
あ
る
。 

  

【
火
爐
の
実
体
】 
古
代
寺
院
の
資
財
帳110

で

は
金
属
製
の
火
爐
に
つ
い
て
大
き
さ
を
記
す
も
の

が
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
金
属
製
の
火
爐
は
す
べ
て

円
形
で
、
明
示
す
る
も
の
は
少
な
い
が
三
脚
（
も

し
く
は
四
脚
）
が
付
く
と
み
て
間
違
い
な
い
。
口

径
は
、
小
は
三
寸
五
分
か
ら
、
大
は
一
尺
五
寸
二

分
ま
で
、
す
な
わ
ち
約
一
〇
㌢
か
ら
約
四
五
㌢
ま

で
と
大
小
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
深
さ
は
一
寸
五

分
か
ら
三
寸
五
分
ま
で
、
す
な
わ
ち
も
っ
と
も
深
く
て
も
約
一
〇
㌢
止
ま
り
と
口
径
に

比
べ
て
浅
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。 

 

そ
の
実
際
に
つ
い
て
は
、
兵
庫
・
勝
福
寺
の
火
舎
で
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
お
お

む
ね
、
背
の
低
い
筒
状
の
体
部
を
も
ち
、
口
縁
が
広
が
る
形
態
で
、
獣
面
を
表
し
た
脚

が
つ
く
。 

 

『
延
喜
式
』
に
は
様
々
な
素
材
の
火
爐
が
み
え
る
。
そ
れ
を
ま
と
め
る
と
、
単
に
火

爐
と
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
白
銅
火
爐111

、
金
銅
火
爐112

、
鉄
火
爐113

、
土
火
爐114
、
木

                              

                  

 
1
0
9 

『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
正
月
十
九
日
条
、
賭
弓
の
弓
場
装
束
に
「
御
火
爐
を
安
ず
（
火
箸

有
り
、
炭
を
積
む
、
納
殿
に
在
り
）」。『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
十
二
月
十
日
条
、
賭
弓
の
弓
場

装
束
に
「
火
爐
を
立
つ
（
兼
て
炭
を
入
る
）」。『
勘
仲
記
』
弘
安
十
一
年
（
一
二
八
八
）
十
月
二
十
七
日
条
、

鷹
司
兼
忠
の
任
右
大
臣
大
夾
の
酒
部
所
指
図
に
「
中
央
に
火
爐
を
立
つ
（
白
木
台
有
り
）、
其
の
中
の
鉢
に
灰

を
湛
し
、
炭
を
積
み
、
鉄
輪
を
立
て
、
護
子
を
居
う
」。 

1
1
0 

『
法
隆
寺
伽
藍
縁
起
并
流
記
資
財
帳
』
持
統
天
皇
の
持
統
七
年
（ 

六
九
三
）
十
月
二
十
六
日
納
賜
。「
安

祥
寺
伽
藍
縁
起
資
財
帳
」（『
平
安
遺
文
』 

一
六
四
号
）。「
筑
前
国
観
世
音
寺
資
財
帳
」（『
平
安
遺
文
』
一
九

四
号
）。「
広
隆
寺
資
財
帳
」（『
平
安
遺
文
』
一
六
八
号
）。 

1
1
1 

『
延
喜
式
』
斎
院
司
の
斎
王
定
畢
所
請
雑
物
条
、
内
匠
寮
の
賀
茂
初
斎
并
野
宮
装
束
条
、
図
書
寮
の
最
勝

王
経
斎
会
堂
装
束
条
、
図
書
寮
の
春
秋
二
季
御
読
経
装
束
条
、
内
匠
寮
の
大
極
殿
飾
条
。 

火
爐115

が
あ
り
、
金
属
製
そ
の
ほ
か
の
製
品
を
確
認
で
き
る
。 

 

火
爐
は
個
数
を
数
え
る
と
き
に
「
具
」
と
表
現
す
る
も
の
が
あ
り
、
い
く
つ
か
の
部

品
が
集
ま
っ
て
一
つ
の
器
具
の
働
き
を
す
る
。「
四
具
（
仏
座
檀
下
の
四
角
に
置
く
。
漆

榻
四
脚
・
・
白
銅
火
爐
四
口
・
・
）」116

な
ど
と
あ
る
の
で
、
榻
す
な
わ
ち
台117

と
組
み

合
っ
て
一
器
具
を
成
し
た
。
白
銅
以
外
の
火
爐
で
も
、「
鉄
火
爐
（
高
榻
に
居
う
）」118

、

「
切
案
二
脚
、
土
火
爐
二
脚
」119

な
ど
と
あ
る
。
火
爐
の
通
常
は
台
に
据
え
て
用
い
た

こ
と
を
知
る
。「
火
爐
を
立
つ
」
と
い
う
よ
う
な
特
徴
的
な
表
現120

も
、
台
を
立
て
て
そ

こ
に
載
せ
て
使
用
す
る
こ
と
か
ら
く
る
。 

 

火
爐
自
体
の
構
造
を
記
す
史
料
も
あ
る
。
宮
の
太
極
殿
を
飾
る
白
銅
火
爐
に
つ
い
て

「
台
を
備
え
、
鉄
火
袋
を
入
る
」121

と
あ
る
の
は
、
白
銅
製
の
外
容
器
の
中
に
鉄
製
の

火
袋
（
＝
火
容
）
を
仕
掛
け
る
二
重
構
造
を
語
る
。
寺
院
で
も
ち
い
る
火
爐
の
通
常
は

単
構
造
で
あ
り
、
寺
院
の
単
構
造
の
火
爐
と
官
庁
の
二
重
構
造
の
火
爐
は
、
用
語
で
の

区
別
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。 

 

土
火
爐
で
は
、「
長
三
尺
五
寸
、
広
二
尺
五
寸
、
高
七
寸
」122

と
大
き
さ
を
示
す
も
の

が
あ
り
、
相
当
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
大
き
さ
で
は
、
一
人
で
手
軽
に
移
動
で

き
る
重
量
で
は
な
い
。
ま
た
、
あ
ま
り
高
さ
の
な
い
箱
形
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き

で
あ
る
。
そ
の
構
造
の
復
元
は
二
節
で
行
っ
た
。 

 

木
箱
や
曲
げ
物
桶
を
外
容
器
と
し
、
そ
の
内
に
土
を
塗
っ
て
火
を
燃
や
す
火
床
を
作

る
炉
は
『
延
喜
式
』
に
記
載
が
あ
り
、
平
安
時
代
前
期
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
遡
る
炉

の
製
作
方
法
で
あ
っ
た
。 

 

平
安
時
代
後
期
に
は
作
り
も
精
巧
に
な
り
、
蒔
絵
の
装
飾
も
あ
っ
た
。
新
嘗
会
の
大

                              

                              

                              

                     

 
1
1
2 

『
延
喜
式
』
図
書
寮
の
御
潅
仏
装
束
条
。 

1
1
3 

『
延
喜
式
』
斎
宮
の
年
料
供
物
条
、
造
酒
司
の
釈
奠
料
条
、
造
酒
司
の
諸
節
雑
給
酒
器
条
。 

1
1
4 

『
延
喜
式
』
斎
宮
の
供
新
嘗
料
条
、
斎
宮
の
年
料
供
物
条
、
践
祚
大
嘗
祭
の
班
幣
条
、
主
水
司
の
践
祚
大

嘗
会
解
斎
七
種
御
粥
料
条
、
木
工
寮
の
神
事
并
年
料
供
御
条
、
主
水
司
の
供
御
年
料
条
。 

1
1
5 

『
延
喜
式
』
図
書
寮
の
最
勝
王
経
斎
会
堂
装
束
条
。 

1
1
6 

『
延
喜
式
』
図
書
寮
の
最
勝
王
経
斎
会
堂
装
束
条
。 

1
1
7

榻
（
し
ぢ
）。
小
さ
い
床
几
の
よ
う
な
腰
掛
で
、
足
が
四
脚
つ
く
。
足
は
反
る
も
の
と
垂
直
の
も
の
が
あ
る
。

上
に
畳
を
し
く
。
主
と
し
て
腰
掛
け
る
。
江
馬
努
「
日
本
住
宅
調
度
史
」（
同
名
本
、
大
東
出
版
社
、
一
九
四

四
を
『
江
馬
努
著
作
集
』
第
五
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
六
に
再
録
）。 

1
1
8 

『
延
喜
式
』
造
酒
司
の
釈
奠
料
条
。 

1
1
9 

『
延
喜
式
』
斎
宮
の
供
新
嘗
料
条
。 

1
2
0

例
え
ば
『
江
家
次
第
』
巻
第
十
、
新
嘗
会
装
束
。 

1
2
1 

『
延
喜
式
』
内
匠
寮
の
大
極
殿
飾
条
。 

1
2
2 

『
延
喜
式
』
木
工
寮
の
神
事
并
年
料
供
御
条
。 
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極
殿
装
束
に
「
蒔
絵
火
爐
を
立
つ
」123

と
見
え
る
。「
立
つ
」
と
あ
る
か
ら
に
は
、
こ
れ

も
台
に
据
え
た
。『
長
秋
記
』
に
は
、
白
河
上
皇
の
御
所
と
す
る
た
め
の
大
炊
殿
寝
殿
の

装
束
に
、
御
座
の
脇
に
据
え
た
金
物
・
伏
輪
の
有
る
黒
漆
火
爐
が
見
え
る124

。
こ
の
上

皇
御
所
で
は
、
寝
殿
の
ほ
か
に
西
南
懺
法
廊
に
も
「
件
の
物
具
は
本
家
に
儲
く
、
而
に

臨
期
□
、
院
よ
り
桐
竹
の
調
度
を
給
い
、
仍
ち
件
の
所
に
立
つ
」
と
由
来
を
記
す
火
爐

を
置
い
た
。
こ
の
由
来
の
文
意
は
確
定
し
え
な
い
が
、
火
爐
は
桐
竹
の
調
度
で
あ
る
ら

し
い
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
火
爐
に
は
蒔
絵
火
爐
や
金
物
・
伏
輪
を
施
し
た
黒
漆
火
爐
な
ど
が
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、『
広
義
門
院
御
産
愚
記
』
に
よ
る
と
、
広
義
門
院
の
御
産
所
の

儲
と
し
て
、
台
盤
所
に
火
櫃
一
合
を
置
い
た
が
、
そ
の
火
櫃
は
過
度
の
贅
沢
を
戒
め
る

仰
せ
に
よ
り
金
物
が
無
か
っ
た
と
い
う
。
広
義
門
院
を
含
め
列
座
し
た
永
福
門
院
・
後

伏
見
上
皇
・
伏
見
上
皇
の
各
々
の
御
所
ご
と
に
、
蒔
絵
の
火
爐
・
炭
取
な
ど
を
立
て
た
。

ま
た
御
湯
殿
上
に
直
面
し
て
金
物
・
伏
輪
の
火
櫃
を
置
い
た125

。
こ
こ
に
は
蒔
絵
火
爐

と
金
物
・
伏
輪
の
あ
る
火
櫃
と
い
う
二
種
類
の
置
き
炉
が
登
場
す
る
。
同
じ
金
物
・
伏

輪
を
施
す
炉
と
し
て
、
こ
の
史
料
の
火
櫃
と
先
の
『
長
秋
記
』
の
火
爐
の
間
で
ど
れ
ほ

ど
の
相
違
が
あ
る
の
か
は
、
短
文
の
史
料
か
ら
は
分
か
ら
な
い
。
た
だ
、『
広
義
門
院
御

産
愚
記
』
で
は
、
火
爐
は
「
立
つ
」、
火
櫃
は
「
置
く
」
と
表
現
し
て
い
る
。
火
爐
は
台

に
載
せ
て
立
て
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
ゆ
え
に
「
立
つ
」
と
表
現
し
た
が
、
火
櫃
を
「
置

く
」
と
表
現
す
る
か
ら
に
は
、
火
櫃
は
台
な
ど
に
は
載
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
床
に
置
い
て

用
い
た
に
違
い
な
い
。
し
て
み
る
と
、『
長
秋
記
』
に
「
居
う
」
と
表
現
さ
れ
る
金
物
・

伏
輪
の
黒
漆
火
爐
と
、「
立
つ
」
と
表
現
さ
れ
る
西
南
懺
法
廊
の
桐
竹
調
度
の
火
爐
は
据

え
方
や
形
態
が
異
な
り
、「
居
う
」
と
表
現
さ
れ
る
金
物
・
伏
輪
の
黒
漆
火
爐
は
直
接
床

に
置
い
た
も
の
で
あ
り
、『
広
義
門
院
後
御
産
愚
記
』
に
置
く
と
見
え
る
金
物
・
伏
輪
の

火
櫃
と
同
類
か
も
し
れ
な
い
。 

 

「
立
つ
」・「
居
う
」・「
置
く
」
と
い
う
表
現
は
、
火
爐
・
火
櫃
の
用
い
方
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
。
用
い
方
は
炉
の
床
か
ら
の
高
低
を
も
内
包
し
て
い
る
。
炉
の
床
か
ら
の

高
低
は
使
用
す
る
人
の
立
坐
の
姿
勢
と
関
連
す
る
。
置
い
た
火
櫃
は
坐
し
て
使
用
す
る

も
の
で
あ
り
、
立
て
た
火
爐
は
立
し
て
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
。「
立
つ
」・「
居
う
」・「
置

く
」
と
い
う
さ
り
げ
な
い
表
現
の
う
ち
に
日
本
独
自
の
生
活
習
慣
を
反
映
し
た
行
動
様

                              

                  

 
1
2
3 

『
兵
範
記
』
仁
安
元
年
（
一
一
六
六
）
十
一
月
十
六
日
条
。『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
十
一

月
二
十
三
日
条
。 

1
2
4 

『
長
秋
記
』
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）
十
月
二
十
一
日
条
。 

1
2
5 

『
広
義
門
院
御
産
愚
記
』
延
慶
四
年
（
一
三
一
一
）
正
月
十
一
日
条
。 

式
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
一
口
に
火
爐
と
言
っ
て
も
、
金
属
製
の
火
爐
は
単
構
造
の
も
の
の
ほ

か
、
そ
の
内
に
鉄
製
（
＝
金
属
製
）
の
火
容
を
持
つ
二
重
構
造
、
土
火
爐
は
土
を
塗
り

固
め
て
火
容
部
分
を
形
成
し
た
（
二
重
構
造
へ
の
過
途
的
な
）
単
構
造
と
、
多
様
な
構

造
の
総
称
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
後
に
は
明
確
な
二
重
構
造
で
あ
る
べ
き
火
櫃
を
も
火
爐

と
混
同
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

  

【
火
爐
の
用
途
】 

火
爐
は
火
を
焚
く
器
で
あ
る
か
ら
、
当
然
採
暖
の
用
途
は
第
一

に
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
示
す
直
接
的
な
史
料
は
意
外
と
少
な
い
の
で
あ

る
が
、勘
解
由
小
路
兼
仲
は
夏
五
月
の
終
わ
り
、延
暦
寺
に
登
り
仏
事
を
差
配
し
た
が
、

冷
涼
と
し
た
比
叡
山
の
山
中
で
は
、
涼
し
さ
を
通
り
越
し
て
、
夜
と
も
な
る
と
採
暖
が

な
い
と
過
ご
せ
な
い
ほ
ど
寒
い
こ
と
を
「
朝
間
に
迎
晴
、
晩
頭
に
雨
灑
・
霧
暗
、
世
界

頗
る
見
え
分
か
ざ
る
程
な
り
。
山
中
冷
え
、
自
ら
凉
は
秋
の
者
な
り
。
火
爐
に
対
り
て

暖
気
を
催
す
。
今
日
よ
り
六
月
会
を
始
行
せ
ら
る
」126

と
漢
文
調
に
格
調
高
く
記
し
て

い
る
。
情
景
を
想
像
す
る
に
、
こ
こ
に
見
え
る
火
爐
は
地
火
爐
の
可
能
性
も
あ
る
。 

 

仏
前
の
焚
香
具
と
し
て
の
用
い
方
が
置
き
炉
の
当
初
の
用
い
方
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

す
で
に
先
学
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
貞
観
三
年
（ 

八
六
一
）
の
東
大
寺
大
仏
開
眼

会
で
仏
前
に
献
じ
た
木
火
爐
に
「
香
烟
騰
涌
、
到
有
頂
天
、
余
香
普
給
、
遠
斑
因
縁
、

以
我
功
徳
力
、
如
来
加
持
力
、
及
以
法
界
力
、
普
供
養
諸
仏
」127

と
銘
し
た
と
い
う
。

こ
の
銘
の
読
み
下
し
は
力
量
不
足
で
な
し
え
な
い
が
、
文
意
の
お
よ
そ
は
察
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
う
し
た
諸
仏
供
養
の
香
煙
を
焚
く
た
め
に
、
木
火
爐
を
香
炉
と
し
て
用

い
た
の
で
あ
る
。
木
火
爐
は
方
形
の
木
枠
に
土
を
塗
っ
て
炉
と
し
た
土
火
爐
と
同
じ
構

造
と
先
に
推
測
し
た
。
寺
院
と
香
が
結
び
つ
い
た
理
由
は
、
香
を
体
に
塗
っ
た
り
、
香

気
に
よ
り
臭
気
を
消
す
こ
と
は
古
く
か
ら
酷
暑
の
イ
ン
ド
で
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
た

習
俗
で
あ
り
、
こ
れ
が
仏
の
供
養
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う128

。 

 

木
火
爐
に
限
ら
ず
、
金
属
製
の
火
爐
も
、
最
勝
王
経
斎
会
の
堂
装
束
に
「
白
銅
火
爐

三
口
（
一
口
仏
前
料
、
二
口
行
香
料
）」129

、
あ
る
い
は
仁
王
会
の
用
具
に
「
香
案
一
脚

（
褥
一
条
・
香
二
両
・
火
爐
一
口
・
奩
二
合
）」「
行
香
案
一
脚
（
褥
一
条
・
火
爐
一
口
・

                              

                  

 
1
2
6 

『
勘
仲
記
』
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
五
月
二
十
七
日
条
。 

1
2
7 

『
東
大
寺
要
録
』
巻
三
の
下
、
供
養
章
。 

1
2
8

中
野
政
樹
「
供
養
具
」（『
新
版
仏
教
考
古
学
講
座
』
第
五
巻
、
雄
山
閣
出
版
、
一
九
七
六
）。 

1
2
9 

『
延
喜
式
』
図
書
寮
の
正
月
最
勝
王
経
斎
会
堂
装
束
条
。 
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奩
四
合
・
匕
八
枚
）」130

と
あ
る
よ
う
に
、
仏
前
に
供
え
て
香
を
焚
く
炉
で
あ
っ
た
。
御

斎
会
の
最
終
日
に
「
初
め
唄
師
聲
を
発
す
る
の
時
、
定
沙
弥
、
焚
香
火
爐
を
擎
（
さ
さ
）

ぐ
」131

と
あ
る
焚
香
火
爐
も
香
炉
と
し
て
の
用
い
方
で
あ
る
。
ま
た
、
治
承
四
年
（
一

一
八
〇
）
の
安
徳
天
皇
の
即
位
式
に
「
主
殿
・
図
書
各
、
東
爐
の
東
、
西
爐
の
西
に
列

す
」
と
み
え
、「
主
殿
、
火
を
生
く
（
爐
の
下
、
床
の
下
に
進
み
寄
り
、
之
を
生
く
。
火

を
大
土
器
に
入
る
。
又
一
口
を
寄
す
。
東
の
火
は
生
け
ず
。
仍
ち
西
の
官
人
、
東
に
渡

り
て
火
を
授
う
。
各
、
香
桶
を
地
上
に
取
り
下
げ
、
火
を
床
子
上
に
置
く
）。
図
書
、
香

を
焼
く
（
香
を
取
り
、
火
を
置
く
。
其
の
器
乍
に
、
南
方
よ
り
爐
中
に
置
く
。
扇
を
以

て
之
を
扇
ぎ
退
く
。
件
の
爐
蓋
上
に
大
穴
有
り
、
火
を
差
し
入
る
る
な
り
）」132

と
あ
る

東
爐
・
西
爐
も
香
を
焚
く
炉
で
あ
る
。
こ
の
炉
は
有
蓋
で
、
蓋
に
は
火
を
差
入
れ
る
た

め
の
大
穴
が
開
い
て
い
た
と
い
う
。
東
爐
・
西
爐
は
『
延
喜
式
』
の
元
日
焼
香
儀
式133

で

は
左
右
の
火
爐
と
も
見
え
、
や
は
り
焼
香
具
で
あ
る
。 

 

火
爐
は
薬
湯
を
沸
か
す
時
も
用
い
た
。「（
今
脱
？
）
日
は
頗
る
悩
気
有
り
。
仍
ち
今

夜
よ
り
済
救
す
。
火
爐
を
打
ち
、
芥
子
せ
し
む
」134

と
あ
る
の
が
こ
の
例
で
あ
る
。「
火

爐
を
打
つ
」
と
は
火
打
ち
に
よ
っ
て
火
爐
に
火
を
着
け
る
意
味
で
あ
ろ
う
。
芥
子
は
カ

ラ
シ
菜
（
辛
菜
）
の
種
子
で
、
こ
れ
を
搗
き
砕
き
、
煎
じ
て
飲
ん
だ135

。
病
気
療
養
に

関
連
し
て
、
採
暖
自
体
が
病
気
の
療
法
に
な
る
と
み
ら
れ
た
ふ
し
も
あ
る
。『
玉
葉
』
に

「
御
所
に
参
る
（
仰
せ
て
云
う
、
所
労
の
由
聞
食
す
、
定
め
て
寒
を
痛
み
風
心
云
々
。

即
ち
御
所
、
火
桶
に
火
を
生
け
ら
れ
る
。
同
じ
注
文
な
ど
甚
だ
和
緩
な
り
）」136

と
あ
る

の
は
、
風
心
（
風
邪
）
に
は
採
暖
が
一
番
で
あ
る
と
の
俗
信
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。 

 

病
気
療
養
と
飲
酒
は
、
心
を
な
ご
ま
せ
る
も
の
と
し
て
切
っ
て
も
切
れ
な
い
間
柄
で

あ
る
。
供
御
薬
と
い
う
、
正
月
に
健
康
を
願
っ
て
薬
や
酒
を
服
す
る
行
事
が
あ
っ
た
。

供
御
薬
の
際
に
「
主
殿
寮
火
爐
（
御
酒
を
暖
む
る
料
）
を
設
け
、
造
酒
司
御
酒
を
渡
す

                              

                  

 
1
3
0 

『
延
喜
式
』
図
書
寮
の
仁
王
会
条
。
玄
蕃
寮
の
仁
王
会
条
に
も
香
華
案
や
行
香
案
の
記
述
が
あ
る
。 

1
3
1 

『
江
家
次
第
』
巻
第
三
、
御
斎
会
竟
日
の
「
唄
師
音
を
発
す
」
の
頭
書
。 

1
3
2 

『
山
槐
記
』
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
四
月
二
十
二
日
条
。 

1
3
3 

『
延
喜
式
』
図
書
寮
の
元
日
焼
香
条
に
「
大
極
殿
前
庭
左
右
、
火
爐
榻
一
脚
を
設
く
。
官
人
四
人
各
礼
服

を
著
、
東
西
廊
門
よ
り
分
ち
、
爐
榻
に
当
り
て
相
対
立
す
。
御
帷
開
き
訖
て
、
主
殿
先
ず
進
み
火
爐
を
発
す
。

寮
官
人
左
右
各
一
人
進
み
て
榻
下
に
就
き
、
共
に
焼
香
し
、
一
挙
す
。
畢
り
て
即
、
共
に
本
列
に
復
す
」。 

1
3
4 

『
小
右
記
』
永
延
二
年
（ 

九
八
八
）
七
月
四
日
条
。
同
書
永
祚
元
年
（ 

九
八
九
）
七
月
十
四
日
条
に
も

「
今
日
よ
り
始
め
七
个
日
を
限
り
、
芥
子
を
修
せ
し
む
」
と
あ
る
。 

1
3
5

小
泉
栄
次
郎
『
和
漢
薬
考
』（
生
生
舎
、
一
八
九
三
）
芥
子
の
項
。 

1
3
6 

『
玉
葉
』
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
正
月
十
八
日
条
。 

（
或
は
銀
鎗
子
を
用
い
酒
を
煖
む
と
云
々
）」137

、
あ
る
い
は
「
銀
鎗
子
を
用
い
て
屠
蘇

酒
を
煖
む
（
造
酒
、
酒
を
供
し
、
主
殿
、
火
爐
を
設
け
る
）」138

と
あ
り
、
こ
の
火
爐
は

燗
用
の
火
器
で
あ
る
鎗
子
と
組
み
合
っ
て
酒
を
燗
す
る
の
に
用
い
た
。こ
れ
に
よ
っ
て
、

『
西
宮
記
』
の
正
月
供
御
薬
事
に
「
主
殿
寮
に
仰
せ
・
・
火
爐
を
立
て
炭
を
設
く
」139

と

み
え
る
火
爐
も
酒
を
燗
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
正

月
の
供
御
薬
で
は
慣
例
と
し
て
、
火
爐
を
用
い
た
ら
し
い
。『
塵
添?

嚢
抄

』
に
「
元
三

の
御
薬
り
温
む
る
た
た
ら
」140

と
あ
る
の
も
、
爐
は
「
た
た
ら
」
で
あ
る
か
ら
、
火
爐

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

燗
酒
の
火
爐
の
具
体
像
は
宴
会
に
お
け
る
酒
部
所
の
鋪
設
に
見
え
、
台
に
据
え
て
用

い
た
。
時
代
は
や
や
下
る
が
、
鎌
倉
時
代
、
鷹
司
兼
忠
の
任
右
大
臣
大
饗
の
酒
部
所
指

図
に
、「
中
央
に
火
爐
を
立
つ
（
白
木
台
あ
り
）。
其
の
中
の
鉢
に
灰
を
湛
（
ひ
た
）
し
、

炭
を
積
み
、
鉄
輪
を
立
て
、
護
子
を
居
う
」141

と
あ
る
。
護
子
と
は?

子

（
ひ
ら
か
な

へ
）
の
こ
と
で
、『
和
名
類
聚
抄
』
に
は
肉
を
煮
る
器142

と
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
酒
を

温
め
る
器
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
火
爐
に
炭
を
燃
料
と
し
、
金
輪
を
立
て
、
そ
こ
に?

子
を
据
え
て
酒
を
燗
す
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
酒
部
所
の
火
爐
は
『
江
家
次
第
』
の
大
将
饗
に
も
「
酒
部
所
幄
一
宇
（
・
・

其
の
東
辺
に
酒
罇
一
脚
（
割
注
略
）
を
立
つ
。
其
の
西
に
火
爐
台
一
脚
を
立
て
、
火
爐

を
居
う
・
・
）」143

と
あ
り
、
平
安
時
代
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、
燗
酒
と
関
わ
っ
て
、

元
日
宴
会
に
は
「
南
廂
西
第
二
間
を
差
し
て
南
に
去
り
・
・
北
の
台
盤
西
頭
に
水
盤
并

に
黒
漆
炭
取
・
火
爐
な
ど
を
置
く
（
近
例
見
え
ず
）」「
殿
東
軒
廊
に
殿
上
の
酒
台
を
安

ず
・
・
第
二
柱
東
に
火
爐
を
立
つ
。
其
の
頭
に
台
盤
を
立
て
、
其
の
南
の
壇
下
に
酒
器

を
置
く
。
第
三
間
の
北
頭
砌
上
に
漿
器
を
置
き
、
其
の
北
の
壇
下
に
火
爐
を
立
て
、
其

の
東
に
案
を
立
て
、
其
の
東
に
水
器
を
居
う
」144

と
あ
る
。
前
段
の
文
は
「
近
例
見
え

ず
」
と
あ
る
の
で
、
過
去
に
行
わ
れ
現
在
は
廃
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
。
過

                              

                  

 
1
3
7 

『
江
家
次
第
』
巻
一
、
供
御
薬
。 

1
3
8 

『
延
喜
式
』
典
薬
寮
の
元
日
御
薬
条
。 

1
3
9 

『
西
宮
記
』
巻
一
、
正
月
供
御
薬
事
。 

1
4
0 

『
塵
添?

嚢
抄
』
巻
四
の
三
二
、
造
酒
事
。 

1
4
1 

『
勘
仲
記
』
弘
安
十
一
年
（
一
二
八
八
）
十
月
二
十
七
日
条
。 

1
4
2 

『
和
名
類
聚
抄
』
器
皿
部
、
金
器
、
護
（
金
扁
）
の
項
。 

1
4
3 

『
江
家
次
第
』
巻
第
二
〇
、
大
将
宴
。
酒
部
所
の
火
爐
は
、『
兵
範
記
』
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
八
月

十
七
日
条
、『
三
長
記
』
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
正
月
十
九
日
条
な
ど
に
も
見
え
る
。 

1
4
4 

『
江
家
次
第
』
巻
一
、
元
日
宴
会
。
ま
っ
た
く
同
文
が
同
書
巻
二
、
七
日
節
会
装
束
や
巻
十
、
新
嘗
会
装

束
に
も
見
え
る
。 
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去
と
は
「
延
長
二
年
（
九
二
四
）
正
月
廿
五
日
甲
子
、
宇
多
院
よ
り
若
菜
を
内
裏
に
奉

ら
れ
る
」
と
し
て
「
第
八
間
南
北
に
相
竝
び
て
酒
器
台
二
基
を
立
つ
（
割
注
略
）。
其
の

西
北
辺
に
風
爐
具
・
台
盤
を
置
く
。
西
に
羹
具
八
足
机
二
脚
を
立
つ
（
割
注
略
）。
其
の

西
に
火
爐
一
基
・
炭
取
な
ど
を
立
つ
」145

と
あ
る
よ
う
な
こ
と
を
指
す
と
見
ら
れ
る
。

こ
の
文
で
は
火
爐
の
ほ
か
に
風
爐
と
い
う
置
き
炉
も
見
え
る
。
火
爐
は
羹
机
の
脇
、
風

爐
具
は
酒
器
台
の
脇
と
い
う
位
置
関
係
に
着
目
す
る
と
、
古
く
は
酒
を
燗
す
る
の
に
用

い
る
の
は
火
爐
で
は
な
く
風
爐
で
あ
り
、
火
爐
は
羹
（
あ
つ
も
の
）
を
煮
る
の
に
用
い

た
と
分
か
る
。 

 

こ
こ
に
見
え
る
風
爐
は
、
後
世
の
茶
の
湯
に
用
い
る
風
炉
と
は
同
じ
言
葉
で
も
全
く

の
別
物
で
あ
る
。
史
料
に
現
れ
た
も
の
は
少
な
い146

が
、「
風
爐
一
具
（
正
月
四
節
・
十

一
月
料
、
余
の
節
は
設
け
ず
・
・
）」147

と
あ
る
の
で
、
主
に
冬
時
に
用
い
た
器
具
で
あ

る
。「
一
具
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
火
爐
と
同
じ
く
組
合
せ
器
具
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
大
嘗
会
の
用
物
に
白
銅
物
と
し
て
「
風
爐
一
具
（
下
居
を
加
う
）」148

と
見
え
、「
下

居
」
と
い
う
台
に
据
え
た
。「
風
爐
一
具
（
櫛
（
金
扁
）
子
四
口
、?

（
金
扁
）
一
口
）」

149

、「
風
爐
壹
具
（
元
子
一
に
槽
（
金
扁
）
を
加
う
」150

と
す
る
も
の
が
あ
り
、
櫛
（
金

扁
）
子
（
あ
る
い
は
元
子
）・
槽
（
あ
る
い
は
曽
（
金
扁
））
と
組
み
合
う
も
の
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。
櫛
（
金
扁
）
子
あ
る
い
は
元
子
が
い
か
な
る
も
の
か
は
不
明
で
あ
る

が
、
槽
（
金
扁
）
は
「
を
け
」「
さ
か
ふ
ね
」
と
い
う
意
味151
で
あ
り
、
燗
酒
に
用
い
る

器
具
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。 

 

風
爐
の
燃
料
が
火
爐
と
同
様
に
薪
で
あ
っ
た
こ
と
は
、『
玉
葉
』
に
、「
戌
刻
許
り
、

人
告
げ
て
云
う
、女
院
御
方
寝
殿
内
に
煙
満
つ
。然
る
に
未
だ
其
の
焔
見
え
ざ
る
と
云
々
。

天
井
上
、
板
敷
下
な
ど
、
見
廻
せ
し
む
と
雖
も
敢
て
之
無
し
。
疑
う
は
風
爐
の
薪
煙
か
。

遂
に
奇
事
無
し
」152

と
載
せ
る
騒
動
か
ら
わ
か
る
。 

 

風
爐
と
火
爐
の
間
に
は
、
そ
の
用
途
の
相
違
か
ら
く
る
構
造
や
組
み
合
う
部
品
器
具

                              

                  

 
1
4
5 

『
西
宮
記
』
巻
一
二
、
天
皇
御
賀
の
引
用
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
文
が
『
新
儀
式
』
奉
賀
天
皇
御
笄
事
に
あ
る
。 

1
4
6 

『
延
喜
式
』
で
は
斎
宮
司
の
斎
王
定
畢
所
請
雑
物
条
、
造
酒
司
の
諸
節
供
御
酒
器
条
、
造
酒
司
の
諸
節
雑

給
酒
器
条
、
内
匠
寮
の
賀
茂
初
斎
并
野
宮
装
束
条
に
（
白
銅
）
風
爐
が
み
え
る
。 

1
4
7 

『
延
喜
式
』
造
酒
司
の
諸
節
雑
給
酒
器
条
。 

1
4
8 

『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
十
二
月
十
日
条
に
載
せ
る
「
大
嘗
会
悠
紀
所
注
進
御
物
目
録
事
」

と
題
す
る
文
書
。 

1
4
9

仁
寿
二
年
（ 

八
五
二
）
四
月
七
日
付
「
尼
證
摂
施
入
状
」（
東
南
院
文
書
、『
平
安
遺
文
』
一
〇
一
号
）。 

1
5
0

貞
観
三
年 

八
六
一
十
一
月
十
七
日
付
「
宇
治
院
資
財
帳
写
」（
東
南
院
文
書
、『
平
安
遺
文
』
一
三
三
号
）。 

1
5
1

諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
事
典
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
五
七
）
槽
の
項
。 

1
5
2 

『
玉
葉
』
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
十
一
月
六
日
条
。 

の
相
違
が
若
干
は
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。
酒
な
ど
の
燗
と
関

わ
っ
て
、
宴
会
の
場
に
登
場
す
る
火
爐
が
内
宴
の
記
事153

や
神
楽
の
記
事154

に
見
か
け

る
。 

 

『
和
名
類
聚
抄
』
が
火
爐
を
灯
火
器
の
項
に
属
さ
せ
た
よ
う
に
、
台
に
据
え
た
火
爐

は
灯
火
と
し
て
も
用
い
た
。
正
月
最
勝
王
経
斎
会
の
装
束
に
「
四
具
（
仏
座
壇
下
の
四

角
に
置
く
。
漆
榻
四
脚
・
・
白
銅
火
爐
四
口
・
・
）・
・
燈
油
（
主
殿
寮
之
を
供
す
）、

火
爐
火
（
主
殿
寮
弁
備
し
、
寮
童
子
之
を
供
す
。
但
し
始
終
の
日
は
寮
官
人
之
を
供
す
）」

155

と
あ
る
の
が
こ
れ
で
あ
る
。 

  

【
常
居
の
火
爐
】 

灯
火
・
焚
香
・
採
暖
・
燗
・
病
気
療
養
な
ど
各
方
面
に
用
い
ら

れ
た
火
爐
が
、
先
の
御
所
装
束
で
は
厨
子
所
・
常
御
所
・
褻
御
所
な
ど
に
設
備
さ
れ
て

い
た
。
常
御
所
・
褻
御
所
は
平
安
時
代
後
期
に
は
一
般
に
寝
殿
北
面
を
あ
て
た156

ほ
か
、

子
午
廊
に
設
け
る
こ
と
も
あ
っ
た157

。
こ
の
ほ
か
四
条
東
洞
院
に
新
造
し
た
権
弁
亭
に

あ
っ
て
も
、
北
妻
を
常
居
所
と
称
し
て
、
そ
こ
に
火
爐
を
据
え
て
い
る158

。
宇
治
小
松

殿
で
は
常
御
所
に
地
火
爐
を
設
備
し
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
設
備
さ
れ
る
炉
は

置
き
炉
の
ほ
か
に
切
り
炉
も
あ
っ
た
。 

 

そ
も
そ
も
、
褻
御
所
と
は
晴
御
所
に
相
対
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
古
代
に
成
立
し
た

住
宅
に
お
け
る
ハ
レ
と
ケ
の
概
念
に
つ
い
て
、
川
上
貢
は
「
ハ
レ
と
は
晴
で
正
装
的
・

儀
礼
的
・
公
式
的
な
意
味
を
表
現
し
、
ケ
と
は
褻
で
晴
に
対
し
て
反
対
の
意
味
を
も
つ

略
装
的
・
日
常
的
・
私
的
な
意
味
を
表
現
し
」「
ハ
レ
の
場
所
と
は
儀
礼
の
場
で
あ
り
、

接
客
の
た
め
の
場
で
あ
っ
て
、
家
人
の
他
に
外
来
者
と
の
交
渉
が
行
わ
れ
る
公
共
的
性

格
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
他
方
の
ケ
の
場
所
は
家
人
が
日
常
の
生
活
（
食
事
・
就
寝
・
炊

事
・
休
息
な
ど
）
に
あ
て
ら
れ
る
場
所
」
で
あ
り
、
平
安
時
代
後
期
、
生
活
の
場
を
律

                              

                  

 
1
5
3 

『
北
山
抄
』
巻
三
、
内
宴
事
。 

1
5
4 

『
山
槐
記
』
応
保
元
年
（
一
一
六
一
）
十
二
月
七
日
条
に
載
せ
る
内
侍
所
御
神
楽
の
指
図
。 

1
5
5 

『
延
喜
式
』
図
書
寮
の
正
月
最
勝
王
経
斎
会
堂
装
束
条
。 

1
5
6

川
上
貢
「
ハ
レ
と
ケ
」（『
日
本
中
世
住
宅
の
研
究
』、
墨
水
書
房
、
一
九
六
七
）。 

1
5
7

常
御
所
の
位
置
は
、「
御
車
寄
廊
三
ヶ
間
」（『
兵
範
記
』
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
七
月
五
日
条
）、「
東
北

子
午
廊
」（『
兵
範
記
』
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
十
月
十
六
日
条
）
や
「
西
北
子
午
廊
」（『
兵
範
記
』
久
寿

二
年
（
一
一
五
五
）
九
月
二
十
三
日
条
）
に
あ
る
。
常
居
所
は
「
寝
殿
北
面
」（『
玉
葉
』
治
承
四
年
（
一
一

八
〇
）
六
月
二
十
三
日
条
に
あ
る
。
褻
御
所
は
、「
東
北
二
棟
渡
殿
北
面
」（『
為
房
卿
記
』
寛
治
五
年
（
一
〇

九
一
）
十
月
二
十
五
日
条
）・「
西
北
子
午
廊
」（『
兵
範
記
』
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
二
月
二
十
三
日
条
）・

「
北
庇
西
二
ヶ
間
」（『
山
槐
記
』
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
二
月
二
十
一
日
条
、
五
条
東
洞
院
殿
）・「
北
庇

三
ヶ
間
」（『
玉
蘂
』
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
正
月
十
四
日
条
）
な
ど
が
あ
る
。 

1
5
8 

『
兵
範
記
』
久
寿
三
年
（
一
一
五
六
）
二
月
二
十
八
日
条
。 
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す
る
概
念
と
し
て
住
宅
様
式
に
強
く
影
響
し
た
と
す
る159

。 

 
そ
の
よ
う
な
ハ
レ
と
ケ
の
概
念
で
あ
る
が
、『
兵
範
記
』
で
は
、
褻
御
所
を
「
是
、
火

?
く
所
な
り
」160

と
わ
ざ
わ
ざ
解
説
す
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
平
安
時
代
後
期
に
あ
っ

て
も
褻
御
所
と
い
う
言
葉
は
明
確
な
規
定
概
念
を
も
っ
て
定
着
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。『
兵
範
記
』
の
解
説
は
、
褻
御
所
の
性
格
を
公
私
の
場
か
ら
で
は

な
く
、
単
に
火
処
と
し
て
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
る
。
こ
の
解
説
に
し
た

が
う
な
ら
ば
、褻
御
所
と
は
火
焚
き
場
で
あ
り
、「
ひ
た
き
」は
火
爐
の
訓
で
あ
る
か
ら
、

褻
御
所
は
正
し
く
火
爐
の
場
を
意
味
す
る
。
火
爐
を
配
備
す
る
御
所
を
褻
御
所
・
常
御

所
な
ど
と
様
態
を
表
す
言
葉
を
御
所
に
付
け
加
え
て
呼
ん
で
い
る
が
、
同
じ
く
平
常
の

居
室
で
あ
り
な
が
ら
火
桶
を
配
備
す
る
場
所
は
単
に
使
用
者
の
名
を
御
所
に
冠
す
る
だ

け
で
主
上
御
所
・
皇
后
御
所
・
女
御
御
所
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
。
両
群
の
御
所
の
間
に

い
っ
た
い
ど
れ
ほ
ど
の
差
異
が
あ
る
の
か
、
今
こ
こ
で
検
討
す
る
余
裕
が
な
い
の
で
、

課
題
と
し
て
あ
げ
て
お
く
。 

 

常
御
所
・
常
居
は
東
北
地
方
な
ど
で
居
間
を
意
味
す
る
言
葉
「
ジ
ョ
ウ
イ
」
の
起
源

と
言
わ
れ
て
い
る
。「
ジ
ョ
ウ
イ
」
に
設
け
ら
れ
る
炉
＝
イ
ロ
リ
と
火
爐
が
い
か
な
る
関

係
に
あ
る
の
か
、
こ
れ
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
。 

 

ハ 

火
櫃 

  

【
火
櫃
の
初
現
】 

火
櫃
は
、『
吏
部
王
記
』
延
長
三
年
（
九
二
五
）
に
「
件
の
座
に

葉
畳
、
参
議
以
上
榻
足
机
一
双
・
侍
従
黒
漆
食
床
一
双
・
下
記
等
漆
食
床
と
云
々
。
主

殿
火
櫃
を
置
く
と
云
々
」161

と
見
え
る
の
が
、
管
見
す
る
初
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
神
今

食
（
じ
ん
ご
じ
き
）
の
儀
式
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
引
用
す
る
『
西

宮
記
』
の
仏
名
儀
式
に
も
、「
内
蔵
（
・
・
渡
す
所
の
雑
物
、
火
櫃
・
油
〔
六
升
〕・
脂

燭
布
〔
三
段
〕・
酒
肴
・
・
）」162

と
見
え
る
。
仏
名
儀
式
は
十
二
月
に
行
う
が
、
定
め

て
火
櫃
を
用
い
た
ら
し
く
、『
北
山
抄
』
に
も
「
法
用
の
後
、
火
櫃
を
給
う
」163

と
あ
り
、

同
じ
と
こ
ろ
に
「
天
暦
九
年
（
九
五
五
）
十
二
月
廿
二
日
・
・
衝
重
四
合
を
以
て
菓
子

                              

                  

 
1
5
9

川
上
貢
「
ハ
レ
と
ケ
」（『
日
本
中
世
住
宅
の
研
究
』、
墨
水
書
房
、
一
九
六
七
）。 

1
6
0 

『
兵
範
記
』
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
二
月
二
十
三
日
条
。 

1
6
1 

『
西
宮
記
』
巻
四
・
六
月
神
今
食
の
傍
書
に
引
用
す
る
、『
吏
部
王
記
』
延
長
三
年
（
九
二
五
）
十
一
月

十
四
日
条
。 

1
6
2 

『
西
宮
記
』
巻
六
・
十
二
月
御
仏
名
。 

1
6
3 

『
北
山
抄
』
巻
二
、
十
二
月
御
仏
名
事
。 

等
を
給
う
。
又
火
櫃
を
居
う
」
と
古
記
を
引
用
す
る
の
で
、『
延
喜
式
』
に
は
ま
っ
た
く

火
櫃
の
言
葉
は
見
え
な
い
も
の
の
、
十
世
紀
に
は
確
実
に
火
櫃
は
存
在
し
、
儀
式
に
例

用
さ
れ
て
い
た
。 

 

『
枕
草
子
』
で
は
、「
雪
の
い
み
じ
う
降
り
た
り
け
る
を
・
・
お
な
じ
人
（
兵
衛
の
蔵

人
）
を
御
供
に
て
、
殿
上
に
人
さ
ぶ
ら
は
ざ
り
け
る
ほ
ど
、
た
た
ず
ま
せ
給
ひ
け
る
に
、

ひ
ひ
つ
に
け
ぶ
り
の
立
ち
け
れ
ば
、
か
れ
は
な
に
ぞ
と
見
よ
と
、
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、

見
て
帰
り
ま
ゐ
り
て
『
わ
た
つ
海
の
お
き
（
沖
・
燠
）
に
こ
が
る
る
物
み
れ
ば
、
あ
ま

の
釣
し
て
か
へ
る
（
帰
る
・
蛙
）
な
り
け
り
』
と
、
奏
け
る
こ
そ
を
か
し
け
れ
。
蛙
の

飛
び
入
り
て
焼
く
る
な
り
け
り
」（
一
八
二
段
）
と
あ
る
の
が
唯
一
で
、
し
か
も
こ
の
火

櫃
は
能
因
本
『
枕
草
子
』
で
は
「
す
ひ
つ
（
炭
櫃
）」
と
な
っ
て
い
る
。『
枕
草
子
』
で

は
炭
櫃
の
言
葉
は
五
箇
所164

に
見
え
、
火
桶
あ
る
い
は
地
火
爐
に
相
対
す
る
炉
と
し
て

登
場
す
る165

。
し
て
み
る
と
、
火
櫃
は
炭
櫃
と
か
な
り
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。
先
の
御
所
装
束
に
お
い
て
も
、
台
盤
所
に
設
備
す
る
炉
に
つ
い
て
、
東
三
条

殿
や
内
裏
で
は
火
櫃
と
あ
る
の
に
、
宇
治
小
松
殿
で
は
炭
櫃
と
な
っ
て
い
る
。
火
櫃
と

炭
櫃
の
間
に
は
製
品
と
し
て
の
評
価
（
＝
格
）
の
上
下
関
係
も
考
え
ら
れ
る
が
、
炭
櫃

と
火
櫃
が
同
一
物
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 

そ
の
炭
櫃
は
、
魚
な
ど
を
煮
た
り166

、
酒
を
燗
し
た
り167

し
、
炉
脇
で
睡
眠
も
し
た168

。 

  

【
火
櫃
の
燃
料
】 

『
枕
草
子
』
一
八
二
段
は
前
述
の
ご
と
く
同
書
に
お
け
る
火
櫃

の
唯
一
の
用
例
で
あ
る
。
そ
の
記
述
内
容
は
、『
玉
葉
』
の
風
爐
騒
動
の
原
型
を
見
る
よ

                              

                  

 
1
6
4 

『
枕
草
子
』（
段
数
は
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
）
二
五
段
・
二
八
段
・
八
二
段
・
二
〇
一
段
・
二
九
九
段
。

段
数
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
一
九
に
よ
っ
た
。 

1
6
5 

『
枕
草
子
』
二
五
段
・
二
八
段
。『
禁
秘
抄
』
に
は
「
下
侍
三
間
、
炭
櫃
有
り
」
と
す
る
の
に
対
し
て
、「
京

兆
図
」（『
大
内
裏
図
考
証
』
に
引
用
）
で
は
「
下
侍
西
間
・
・
座
の
中
間
に
地
火
爐
を
構
う
」
と
す
る
。 

1
6
6 

『
沙
石
集
』
三
。『
散
木
奇
歌
集
』
九
、
雑
、
上
、「
ま
つ
〔
松
、
前
？
〕
の
す
櫃
に
す
る
こ
と
も
な
く
て
、

か
な
は
（
金
輪
）
と
い
う
も
の
の
た
て
る
を
み
て
よ
め
る
。
い
か
に
せ
む
、
い
つ
ち
ゆ
け
と
も
世
中
の
、
か

な
は
ぬ
さ
ま
そ
に
る
（
似
る
・
煮
る
）
も
の
も
な
き
」。 

1
6
7 

『
大
鏡
』
中
、
閑
院
大
将
。
な
お
、
こ
の
文
は
「
す
櫃
に
銀
の
提
子
（
ひ
さ
げ
）
二
十
ば
か
り
を
居
ゑ
て
」

と
あ
る
が
、
一
つ
の
炭
櫃
に
二
十
個
ば
か
り
の
提
子
を
据
え
た
（
そ
れ
ほ
ど
炭
櫃
が
大
き
か
っ
た
）
の
で
は

な
く
、
提
子
を
据
え
た
炭
櫃
を
二
十
組
ば
か
り
用
意
し
た
と
解
釈
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。 

1
6
8 

『
古
今
著
問
集
』
二
〇
。『
方
丈
記
』「
枕
の
方
に
す
び
つ
あ
り
。
柴
折
り
燻
（
け
）
ぶ
る
因
（
よ
す
が
）

と
す
」。『
と
は
ず
が
た
り
』
巻
一
の
二
、
文
永
八
年
に
「
炭
櫃
の
も
と
に
寄
り
臥
し
て
寝
入
ぬ
。・
・
こ
れ
は

障
子
の
内
の
口
に
置
き
た
る
炭
櫃
の
暫
し
は
寄
り
か
か
り
て
あ
り
し
が
、
衣
引
き
被
（
か
ず
）
き
て
寝
ぬ
る

後
の
何
事
も
思
分
か
で
あ
る
程
に
、
い
つ
の
程
に
か
、
寝
驚
き
た
れ
ば
」。『
と
は
ず
が
た
り
』
巻
一
の
二
一
、

「
寝
所
に
こ
の
人
を
ば
置
き
て
、
障
子
の
口
な
る
炭
櫃
に
寄
り
か
か
り
て
居
た
る
所
へ
御
姆
こ
そ
出
で
来
た

れ
」。 
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う
で
あ
る
が
、
火
櫃
か
ら
煙
が
立
つ
の
を
見
て
、
皆
が
一
体
ど
う
し
た
の
か
と
大
騒
ぎ

を
し
た
一
件
に
つ
い
て
で
あ
る
。
原
因
は
蛙
が
火
櫃
に
飛
び
込
み
燠
で
焼
け
焦
げ
た
た

め
と
い
う
さ
さ
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
大
騒
ぎ
の
背
景
に
は
、
火
事

に
対
し
て
過
敏
に
な
っ
て
い
た
こ
と
の
ほ
か
、
火
櫃
か
ら
は
煙
が
立
た
な
い
は
ず
だ
と

い
う
当
時
の
火
櫃
に
対
す
る
常
識
が
働
い
て
い
た
。
当
時
す
で
に
、
火
櫃
の
燃
料
は
薪

で
は
な
く
、
燠
あ
る
い
は
炭
で
あ
っ
た
の
で
あ
る169

。
こ
の
点
で
、
薪
を
燃
料
と
す
る

火
爐
と
は
一
線
を
画
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

火
櫃
は
そ
の
初
見
ご
ろ
か
ら
す
で
に
、
炭
な
ど
煙
の
立
た
な
い
も
の
を
燃
料
と
し
て

い
た
と
す
れ
ば
、
火
櫃
と
炭
櫃
は
き
わ
め
て
近
い
関
係
と
い
う
よ
り
は
、
一
歩
立
ち
入

っ
て
、
同
一
物
を
指
し
て
い
る
と
見
な
せ
る
。
炭
櫃
は
燃
料
に
主
を
お
い
た
呼
称
で
あ

り
、
火
櫃
は
火
処
と
し
て
の
機
能
に
主
を
お
い
た
呼
称
で
あ
る
、
と
。 

 

さ
ら
に
興
味
あ
る
こ
と
は
、
炭
櫃
も
火
櫃
も
採
暖
具
を
意
味
す
る
言
葉
「
ヒ
ホ
ド
」

の
当
て
字
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
柳
田
国
男
が
「
ヒ
ホ
ド
と
謂
う

言
葉
が
・
・
そ
れ
が
発
音
の
六
か
し
い
為
に
、
し
ば
し
ば
シ
ボ
ト
・
シ
ビ
ト
・
ス
ビ
ト

な
ど
と
い
ふ
人
が
あ
っ
て
、
歌
や
文
学
に
も
出
て
来
る
ス
ビ
ツ
と
い
う
語
と
近
く
な
っ

て
居
ま
す
。そ
の
ス
ビ
ツ
も
も
と
は
炭
櫃
で
は
無
く
て
や
は
り
火
を
焚
く
だ
け
の
ホ
ド
、

即
ち
火
ホ
ド
を
訛
っ
た
の
で
は
無
か
ろ
う
か
」170

と
述
べ
て
い
る
の
が
参
考
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、古
代
に
ヒ
ホ
ド
は
シ
ホ
ド
と
も
ス
ホ
ド
と
も
容
易
に
変
化
し
え
た
わ
け
で
、

こ
れ
を
参
考
と
す
る
と
、ヒ
ビ
ツ
も
ス
ビ
ツ
も
さ
ら
に
は
ヒ
バ
チ
も
み
な
同
じ
言
葉「
ヒ

ホ
ド
」
か
ら
の
変
化
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
漢
字
へ
の
思
い
思
い
の
当
て
字

が
炭
櫃
で
あ
り
、
火
櫃
で
あ
り
、
の
ち
の
火
鉢
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
古
代

の
音
韻
に
つ
い
て
は
門
外
漢
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
以
上
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
そ
の
方

面
か
ら
の
研
究
を
期
待
し
た
い
。 

  

【
火
櫃
の
実
体
】 

史
料
に
現
れ
始
め
る
平
安
時
代
中
ご
ろ
の
火
櫃
の
実
体
に
つ
い

て
は
分
か
ら
な
い
。
平
安
時
代
後
期
に
は
「
朱
漆
火
櫃
」171

・「
火
櫃
四
合
（
朱
漆
白
木
）」

                              

                  

 
1
6
9 

も
ち
ろ
ん
、
ま
っ
た
く
薪
を
燃
料
と
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
史
料
で
も
、
薪
を
燃
料
と
し

た
事
例
も
確
認
で
き
る
。『
江
家
次
第
』
巻
十
一
、
御
仏
名
で
は
「
小
舎
人
二
人
衣
冠
を
著
、
時
簡
下
に
燃
火

を
居
う
。
公
卿
の
沓
を
預
か
る
。
蔵
人
薪
を
召
す
（
殿
上
に
於
て
火
櫃
を
焼
く
）」
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
明
ら

か
に
薪
で
あ
る
。 

1
7
0

柳
田
国
男
「
火
の
昔
」（
同
名
書
、
実
業
之
日
本
社
、
一
九
四
四
を
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
二
一
巻
、
筑

摩
書
房
、
一
九
六
二
に
再
録
）。 

1
7
1 

『
兵
範
記
』
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
七
月
五
日
条
。 

172

・「
赤
火
櫃
」173

な
ど
と
赤
漆
塗
り
の
火
櫃
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
火
櫃

は
木
製
漆
塗
り
の
外
容
器
を
も
つ
構
造
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
漆
塗
り
の
部
分

に
泥
絵
と
い
う
絵
画
装
飾
を
施
し
た
例
が
、
鎌
倉
時
代
、
藤
原
道
家
の
娘
任
子
と
藤
原

兼
経
の
婚
礼
記
事
に
見
え
る
。
兼
経
亭
（
近
衛
殿
）
の
女
房
局
六
ヶ
間
に
各
々
「
上
口

に
高
麗
端
帖
を
敷
き
、
下
口
に
紫
帖
（
割
注
略
）
を
敷
き
、
黒
染
棹
を
釣
り
、
泥
絵
火

櫃
・
炭
取
な
ど
を
置
き
、
燈
台
を
立
て
、
楾
・
手
洗
を
置
」
い
た174

と
あ
る
。
泥
絵
と

は
、
花
鳥
な
ど
を
金
泥
や
銀
泥
な
ど
で
描
い
た
絵
の
こ
と
で
あ
る175

。 

 

鎌
倉
時
代
、
蛮
絵
装
飾
を
施
す
火
櫃
が
、
中
原
国
継
の
注
進
す
る
大
嘗
会
悠
紀
所
の

支
度
に
「
火
櫃
一
合
（
火
爐
・
火
箸
・
匕
な
ど
在
り
。
銀
蛮
絵
）」176

と
見
え
る
。
蛮
絵

と
は
染
め
出
し
ま
た
は
刺
繍
に
よ
る
鳥
獣
・
草
花
の
円
形
の
文
様
を
い
う177

が
、
こ
れ

は
布
地
へ
の
装
飾
で
あ
る
か
ら
、「
銀
蛮
絵
」
と
は
銀
糸
刺
繍
に
よ
る
絵
文
様
と
考
え
る

の
が
常
識
的
で
あ
り
、
火
櫃
の
外
容
器
を
な
す
漆
部
分
に
対
す
る
装
飾
と
は
考
え
に
く

い
。
割
注
部
分
に
「
火
爐
・
火
箸
・
匕
な
ど
在
り
」
と
見
え
る
文
に
注
目
す
る
と
、
同

じ
文
書
に
「
同
（
＝
螺
鈿
）
火
取
母
一
合
（
銀
篭
・
金
銅
箸
・
匕
・
火
爐
在
り
）
と
あ

る
も
の
が
、
同
じ
支
度
で
別
人
の
中
原
国
経
の
注
進
す
る
文
書
に
「
火
取
母
一
合
（
銀

篭
・
金
銅
箸
・
匕
・
同
薫
爐
在
り
）」
と
見
え
る
の
で
、
火
爐
＝
薫
爐
で
あ
る
こ
と
は
明

白
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
火
取
（
香
を
焚
く
炉
を
籠
で
覆
っ
た
も
の
）
の
部
品
名
称

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
火
取
が
火
箸
・
匕
・
炉
な
ど
の
部
品
か
ら
な
っ
て
い
た
こ
と

は
、「
火
取
一
具
（
銅
鉢
・
同
匕
・
夾
・
竹
籠
在
り
）」178

、「
火
取
は
篭
・
匕
な
ど
在
り
」

179

な
ど
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
の
で
、
先
の
銀
蛮
絵
を
施
し
た
火
櫃
と
は
、

火
取
母
を
意
味
す
る
に
違
い
な
い
。
中
原
国
継
の
文
書
で
は
白
銅
物
と
し
て
「
泥
絵
火

桶
二
口
（
鉢
・
箸
・
匕
在
り
）」
と
も
記
す
の
で
、
事
情
は
分
か
ら
な
い
が
、
中
原
国
継

は
火
取
に
対
し
て
火
取
母
・
火
櫃
・
火
桶
と
い
う
三
様
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
と
せ
ざ

る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
先
の
銀
蛮
絵
を
施
し
た
火
櫃
と
は
、
銀
蛮
絵
を
施
し
た

                              

                  

 
1
7
2 

『
兵
範
記
』
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
十
一
月
二
十
九
日
条
。 

1
7
3 

『
兵
範
記
』
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
十
月
八
日
条
。『
玉
蘂
』
承
元
三
年
（
一
二
〇
九
）
三
月
二
十
三

日
条
。『
玉
蘂
』
承
元
三
年
（
一
二
〇
九
）
三
月
二
十
三
日
条
に
、「
東
亥
午
廊
・
・
其
の
末
に
赤
大
櫃
を
置

き
、
台
盤
所
と
な
す
」
と
あ
る
の
も
、
赤
火
櫃
で
あ
ろ
う
。 

1
7
4 

『
玉
蘂
』
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
正
月
十
四
日
条
。 

1
7
5

大
槻
文
彦
『
新
編
大
言
海
』（
富
山
房
、
一
九
五
六
）
泥
絵
の
項
。 

1
7
6 

『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
十
二
月
十
日
条
、「
大
嘗
会
悠
紀
所
注
進
御
物
目
録
事
」。 

1
7
7 

『
広
辞
苑
』
蛮
絵
の
項
。 

1
7
8 

『
兵
範
記
』
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
十
二
月
二
日
条
。
大
嘗
会
の
調
度
。 

1
7
9 

『
兵
範
記
』
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
七
月
五
日
条
。
御
所
の
装
束
。 
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火
取
と
言
い
換
え
る
べ
き
も
の
で
、
通
常
の
火
櫃
に
蛮
絵
を
施
す
こ
と
が
あ
っ
た
と
す

る
例
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 
火
櫃
は
木
製
で
あ
る
の
で
、
金
物
に
よ
る
装
飾
も
施
し
た180

。
伏
輪
の
あ
る
火
櫃
も

見
え
る181

。
伏
輪
と
は
、
装
飾
と
補
強
を
兼
ね
た
金
物
に
よ
る
縁
取
り
を
い
い
、
ど
ち

ら
か
と
言
え
ば
金
属
な
ど
器
厚
の
薄
い
も
の
へ
の
口
金
に
よ
る
縁
取
り
を
意
味
し
、
厚

み
の
あ
る
火
櫃
の
木
枠
に
対
し
て
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
装
飾
で
あ
る
が
、
確
か
に
そ

う
い
っ
た
装
飾
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
火
櫃
と
同
一
と
見
ら
れ
る
炭
櫃
に
つ
い
て
、

「
す
ひ
つ
・
す
ろ
と
ち
（
炭
取
）
に
ま
き
ゑ
（
蒔
絵
）
な
ら
ひ
に
か
つ
つ
（
冠
つ
）
す

る
事
は
と
ど
む
へ
し
、
た
た
、
す
み
（
隅
）
の
こ
か
な
も
の
（
小
金
物
）
は
う
つ
へ
し
」

182

と
あ
る
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
禁
制
の
一
文
の
裏
で
は
、
炭
櫃
に
蒔
絵
や
冠
つ
す

な
わ
ち
伏
輪
を
施
す
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
隅
を
補
強
す
る
金
物
は
禁
制

で
も
用
い
る
こ
と
を
積
極
的
に
勧
め
て
い
る
。 

 

こ
の
炭
櫃
に
つ
い
て
は
「
長
炭
櫃
」183
と
す
る
も
の
が
あ
り
、
方
形
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
り184

、「
櫃
」
の
字
意
を
裏
付
け
る
。
さ
ら
に
朴
（
ほ
お
）
製
の
も
の
が
あ
る185

。

「
蘇
枋
の
大
い
な
る
櫃
に
、
銀
の
箸
そ
へ
て
、
火
を
起
こ
し
つ
つ
、
所
々
に
据
ゑ
た
り
」

186

と
あ
る
の
は
、
蘇
枋
（
す
お
う
）
製
の
火
櫃
を
い
う
の
で
は
な
く
、
赤
漆
火
櫃
の
例

を
根
拠
と
し
て
、
蘇
枋
色
（
紫
赤
色
・
暗
紅
色
）
の
火
櫃
（
炭
櫃
）
を
い
う
の
で
あ
ろ

う
。 

  

【
火
櫃
の
用
途
】 

火
櫃
が
採
暖
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
、
内
裏
の
殿
上
間
に

                              

                  

 
1
8
0 

『
山
槐
記
』
応
保
元
年
（
一
一
六
一
）
十
二
月
十
七
日
条
。『
広
義
門
院
御
産
愚
記
』
延
慶
四
年
（
一
三

一
一
）
五
月
二
十
一
日
条
。 

1
8
1 

『
広
義
門
院
御
産
愚
記
』
延
慶
四
年
（
一
三
一
一
）
五
月
二
十
一
日
条
、「
御
湯
殿
上
に
直
し
て
火
櫃
を

置
く
（
金
物
・
伏
輪
な
ど
有
り
）」。 

1
8
2 

『
玉
蘂
』
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
三
月
二
十
二
日
条
。
た
だ
し
、
文
は
『
鎌
倉
遺
文
』
一
九
二
一
号
に

よ
っ
た
。 

1
8
3 

『
う
つ
ほ
物
語
』
樓
上
・
上
巻
。『
枕
草
子
』
一
九
二
段
。
こ
の
ほ
か
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
六
の
一

七
（
利
仁
の
芋
粥
）
に
「
長
櫃
に
火
多
く
お
こ
し
て
」
と
あ
る
も
の
や
、
妙
法
院
本
『
山
王
絵
詞
』
一
〇
に

「
中
す
ひ
つ
の
横
座
」
と
あ
る
も
の
も
長
炭
櫃
の
誤
記
で
あ
ろ
う
。 

1
8
4 

『
安
斎
雑
考
』
下
之
巻
に
は
「
す
ひ
づ
。
古
来
の
爐
は
隅
違
に
切
り
た
り
。
殿
中
抄
に
古
図
あ
り
。
夫
故

ヒ
シ
ビ
ツ
と
あ
り
。
ス
ビ
ツ
は
ス
ミ
ビ
ツ
也
。
す
み
ち
が
ひ
の
義
な
り
」
と
あ
り
、
隅
違
い
の
方
形
＝
菱
形

の
炭
櫃
が
あ
っ
た
と
説
く
が
、
図
化
法
の
個
性
に
よ
る
現
象
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

1
8
5 

『
兵
範
記
』
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
十
月
十
六
日
条
。 

1
8
6 

『
う
つ
ほ
物
語
』
蔵
開
下
巻
。 

置
か
れ
た
火
櫃
に
つ
い
て
「
十
月
よ
り
三
月
に
至
る
。
四
月
に
之
を
撤
す
」187

と
記
述

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
『
禁
秘
抄
』
の
一
文
で
あ
る
が
、
同
書
で
は

火
櫃
と
火
桶
を
混
用
す
る
例188

も
あ
り
、
殿
上
の
間
の
火
櫃
も
火
桶
の
こ
と
か
も
し
れ

な
い
。 

 

火
櫃
の
利
用
法
の
一
つ
に
、
樋
口
清
之
も
指
摘
す
る
が
、
温
硯
の
用
が
あ
る
。
冬
の

除
目
に
出
仕
し
た
九
条
道
家
が
、「
今
夜
硯
水
氷
て
書
け
ず
。
時
に
男
共
を
以
て
火
を
火

櫃
に
置
か
し
む
。
之
を
取
り
て
硯
上
に
置
き
て
書
く
の
故
実
な
り
」189

と
記
す
の
が
直

接
的
な
史
料
で
あ
る
。
安
徳
天
皇
即
位
御
所
の
殿
上
間
の
装
束
に
つ
い
て
「
中
門
廊
を

以
て
殿
上
と
な
す
。・
・
御
倚
子
（
割
注
略
）
を
立
つ
。
台
盤
（
割
注
略
）
を
立
つ
。
日

記
辛
櫃
（
割
注
略
）
を
立
つ
。
火
櫃
を
居
え
、
硯
筥
を
置
く
」190

と
あ
る
火
櫃
も
、
硯

箱
と
組
み
合
っ
て
備
え
ら
れ
て
い
る
の
で
温
硯
用
か
も
し
れ
な
い
。 

 

先
に
火
櫃
を
配
備
す
る
場
所
と
し
て
示
し
た
台
盤
所
は
食
事
の
配
膳
の
場
で
あ
り
、

そ
こ
に
設
け
る
炉
は
煮
炊
き
の
炊
事
に
用
い
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
単
な
る
採

暖
用
で
も
な
い
。
こ
れ
は
、
そ
の
炉
の
記
述
の
あ
る
日
付
が
、
二
月
五
日
・
二
月
七
日
・

二
月
二
十
一
日
・
三
月
二
十
三
日
・
五
月
二
十
一
日
・
七
月
五
日
・
八
月
四
日
・
十
月

七
日
と
、
必
ず
し
も
春
冬
日
（
十
月
～
三
月
）
に
限
ら
な
い
こ
と
か
ら
も
推
察
で
き
る
。

藤
原
道
家
は
台
盤
所
の
火
櫃
に
つ
い
て
「
冬
時
は
朱
漆
火
櫃
（
中
を
彫
り
鉢
を
居
う
）

二
口
、
夏
時
は
白
木
〔
火
脱
？
〕
櫃
一
口
を
居
う
の
由
旧
記
に
見
ゆ
。」191

と
記
す
。
冬

時
の
火
櫃
と
夏
時
の
火
櫃
が
あ
っ
た
こ
と
や
両
者
の
相
違
に
つ
い
て
も
分
か
る
。
配
膳

の
場
で
は
、
冬
時
の
ほ
か
夏
時
に
も
用
い
た
の
で
あ
る
。 

 

秋
八
月
、
法
住
寺
御
所
の
内
御
方
台
盤
所
の
装
束
を
「
東
西
二
行
に
紫
端
畳
な
ど
を

敷
く
。
南
中
遣
戸
北
辺
中
央
に
御
膳
棚
一
脚
を
立
つ
。
西
遣
戸
に
副
い
て
置
物
御
厨
子

二
脚
（
南
北
妻
）
を
立
つ
。
菓
子
六
十
合
（
割
注
略
）、
瓶
子
二
口
（
酒
を
入
れ
、
薄
様

を
以
て
其
の
口
を
裹
む
）、
青
瓷
鉢
二
口
（
薯
蕷
粥
一
口
、
柿
浸
一
口
〔
銀
匕
在
り
〕）、

二
行
座
末
に
火
櫃
二
口
・
炭
取
一
口
（
炭
を
積
む
）」192

と
記
す
。
台
盤
所
は
単
に
配
膳

だ
け
で
は
な
く
、
酒
や
薯
蕷
（
や
ま
の
い
も
）
粥
・
柿
浸
（
か
き
ひ
た
し
）
の
用
意
な

ど
も
し
た
。
こ
の
台
盤
所
に
も
秋
八
月
で
あ
る
の
に
火
櫃
が
配
備
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

                              

                  

 
1
8
7 

『
禁
秘
抄
』
殿
上
。
一
本
は
「
四
月
よ
り
十
月
に
至
る
は
之
を
撤
す
」
と
あ
る
。
内
容
は
同
じ
。 

1
8
8 

『
禁
秘
抄
』
朝
餉
、「
円
火
櫃
な
り
」。 

1
8
9 

『
玉
蘂
』
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
正
月
十
三
日
条
。 

1
9
0 

『
山
槐
記
』
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
二
月
二
十
一
日
条
。 

1
9
1 

『
玉
蘂
』
嘉
禎
四
年
（
一
二
三
八
）
二
月
七
日
条
。 

1
9
2 

『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
八
月
四
日
条
。 
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を
用
い
る
の
は
燗
酒
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
粥
の
再
加
熱
な
ど
の
場
合
で
あ
っ
た
こ

と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。 

 
燗
酒
と
密
接
に
関
連
す
る
も
の
に
除
目
時
の
「
火
櫃
・
衝
重
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
除

目
の
行
事
が
一
段
落
し
た
時
点
で
火
櫃
と
衝
重
を
任
官
者
に
対
し
て
ふ
る
ま
い
、
勧
盃

す
る
酒
宴
で
あ
る
。
冬
時
の
京
官
除
目
で
は
長
久
元
年
（
一
〇
四
〇
）
の
次
第
に
「
燈

燭
を
供
す
。
次
い
で
大
〔
＝
火
〕
櫃
。
次
い
で
突
重
な
ど
。
例
の
如
し
」193

と
初
見
し

て
以
降
、「
は
じ
め
つ
か
た
、
五
位
殿
上
人
火
び
つ
を
き
て
勧
盃
の
こ
と
あ
り
。
蔵
人
頭

つ
と
む
。
れ
い
の
ご
と
し
」194

と
あ
る
よ
う
に
、
火
櫃
・
突
重
を
据
え
て
勧
盃
す
る
の

が
恒
例
で
あ
っ
た
が
、
夏
時
の
京
官
除
目
で
は
「
火
櫃
に
於
て
は
居
う
べ
か
ら
ざ
る
な

り
。
兼
て
藤
長
朝
臣
に
示
し
了
。
去
年
八
月
京
官
之
を
置
け
り
。
失
な
り
」195

と
洞
院

公
賢
が
酷
評
す
る
よ
う
に
、
火
櫃
は
用
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
去
年
は
誤
っ
て
用

い
た
と
あ
る
こ
と
は
、
裏
返
す
と
、
除
目
で
な
け
れ
ば
、
夏
時
の
勧
盃
（
＝
宴
会
）
に

火
櫃
を
用
い
る
こ
と
は
自
然
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

宮
中
の
儀
式
で
は
、
先
の
仏
名
そ
れ
に
除
目
・
叙
位
の
ほ
か
、
正
月
白
馬
節
会196

、

神
今
食197

、
荷
前
（
の
さ
き
）198

、
大
嘗
会199
に
散
見
し
、
ま
た
、
部
屋
の
装
束
と
し

て
、
食
事
と
は
直
接
関
係
し
な
い
女
房
局
や
刀
自
例
所
・
下
侍
な
ど
に
も
散
見
す
る
。

そ
の
用
例
は
決
し
て
少
な
く
な
い
も
の
の
、
何
故
か
使
用
法
を
語
る
史
料
は
少
な
く
、

列
挙
し
え
な
い
う
ら
み
が
あ
る
。 

 

ニ 

火
桶 

  

【
火
桶
の
初
現
】 

火
櫃
は
平
安
時
代
中
ご
ろ
（
十
世
紀
）
の
史
料
に
出
現
し
て
い

た
が
、
火
桶
も
ほ
と
ん
ど
そ
れ
に
遅
れ
ず
、
平
安
時
代
中
ご
ろ
の
史
料
に
散
見
す
る
。

そ
の
初
現
期
の
史
料
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
見
え
る
六
例200

や
『
枕
草
子
』
に
見
え
る

一
二
例201

な
ど
で
あ
る
。
大
巻
の
『
源
氏
物
語
』
で
す
ら
わ
ず
か
三
箇
所202

に
火
桶
が

                              

                  

 
1
9
3 

『
春
記
』
長
久
元
年
（
一
〇
四
〇
）
正
月
二
十
二
日
条
。 

1
9
4 

『
建
武
年
中
行
事
』
正
月
、
あ
が
た
め
し
の
除
目
。 

1
9
5 

『
園
太
暦
』
康
永
三
年
（
一
三
四
四
）
九
月
二
十
三
日
条
。 

1
9
6 

『
建
武
年
中
行
事
』
正
月
七
日
条
。 

1
9
7 

『
西
宮
記
』
巻
四
・
六
月
今
神
食
条
。 

1
9
8 

『
江
家
次
第
』
巻
十
一
、
荷
前
事
。 

1
9
9 

『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
十
二
月
十
日
条
。 

2
0
0 

『
う
つ
ほ
物
語
』
菊
の
宴
巻
に
一
例
、
蔵
開
中
巻
に
三
例
、
蔵
開
下
巻
に
二
例
。 

2
0
1 

『
枕
草
子
』
一
段
、
一
本
二
〇
段
、
二
八
段
、
七
六
段
、
一
〇
四
段
、
一
二
〇
段
、
一
八
一
段
、
一
八
四

み
え
る
だ
け
で
あ
る
の
で
、『
枕
草
子
』
で
は
い
か
に
多
く
話
題
の
ネ
タ
を
提
供
し
て
い

る
か
が
わ
か
る
。
日
記
類
で
は
、『
小
右
記
』
正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
の
亥
子
火
桶203

や
、

同
書
長
保
元
年
（
九
九
九
）
に
見
え
る
五
節
火
桶204

な
ど
が
十
世
紀
に
遡
る
、
早
い
ほ

う
の
記
事
で
あ
る
。
儀
式
書
で
は
、『
延
喜
式
』
や
『
西
宮
記
』
に
は
ま
っ
た
く
見
え
ず
、

少
し
遅
れ
る
『
北
山
抄
』
に
わ
ず
か
一
例205

見
え
る
だ
け
で
あ
る
。 

 

古
期
の
史
料
が
日
記
・
儀
式
書
と
い
っ
た
漢
文
体
の
史
料
に
は
少
な
く
、
物
語
や
随

筆
と
い
っ
た
仮
名
文
体
の
史
料
に
偏
っ
て
多
い
と
い
う
傾
向
は
、
火
桶
の
用
い
方
を
反

映
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
火
櫃
が
漢
文
体
の
史
料
に
多
い
の
と
好
対
照
を
な
す
。
た

だ
し
、
火
櫃
の
場
合
は
、
同
じ
器
物
を
指
す
炭
櫃
が
仮
名
文
体
の
史
料
に
散
見
し
て
そ

の
補
完
を
な
す
と
見
ら
れ
る
の
で
、
文
体
に
よ
り
火
桶
と
火
櫃
が
相
対
す
る
の
で
は
な

い
。 

 

史
料
に
出
現
し
た
当
初
か
ら
仮
名
文
体
に
ふ
さ
わ
し
い
、
つ
ま
り
和
風
の
採
暖
具
と

し
て
火
桶
は
存
在
し
た
。
火
桶
の
訓
は
「
ひ
を
け
」
で
あ
り
、「
を
け
」
は
桶
・
麻
笥
の

字
を
当
て
た
が
、
火
麻
笥
と
す
る
用
例
は
管
見
し
な
い
。
麻
笥
は
績
（
う
）
ん
だ
麻
を

入
れ
る
容
器
、
桶
は
水
や
火
を
入
れ
る
容
器
、
と
い
う
相
違
が
古
く
は
あ
っ
た206

が
、

『
延
喜
式
』
で
は
麻
笥
・
水
麻
笥
・
水
甕
麻
笥
・
持
麻
笥
と
い
う
用
例
と
同
一
内
容
を

指
す
桶
・
水
桶
・
水
甕
桶
・
中
荷
水
桶
と
い
う
用
例
が
混
在
し
、
必
ず
し
も
桶
と
麻
笥

                              

                              

                              

                     

 

段
、
二
〇
一
段
、
二
三
三
段
、
二
九
四
段
、
二
九
八
段
。
段
数
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
一
九
に
よ
っ
た
。 

2
0
2 

『
源
氏
物
語
』
初
音
、
幻
、
椎
本
。 

2
0
3 

『
小
右
記
』
正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
十
月
二
十
一
日
条
。 

2
0
4 

『
小
右
記
』
長
保
元
年
（
九
九
九
）
十
一
月
二
十
六
日
条
。 

2
0
5 

『
北
山
抄
』
巻
五
、
大
嘗
会
事
の
初
日
装
束
。 

2
0
6

中
田
祝
夫
編
『
古
語
大
辞
典
』（
小
学
館
、
一
九
八
三
）
を
け
の
項
。
な
お
、
こ
の
紡
績
と
関
連
す
る
火
桶

が
奈
良
・
春
日
大
社
の
四
の
御
殿
に
奉
納
す
る
諸
物
に
見
え
る
。
こ
れ
は
『
中
臣
祐
定
記
』
嘉
禎
二
年
（
一

二
三
六
）
六
月
二
十
七
日
条
の
遷
宮
記
事
に
「
次
で
四
の
御
殿
、
御
弓
十
八
張
・
御
鉾
八
本
・
御
太
刀
四
腰
・

唐
篋
・
御
鏡
台
・
タ
タ
リ
・
火
桶
・
御
鏡
な
ど
・
胡
録
一
腰
・
箱
な
ど
、
奉
り
出
す
」、『
中
臣
祐
賢
記
』
弘

安
三
年
（
一
二
八
〇
）
二
月
十
二
日
条
、
内
大
臣
近
衛
家
基
の
参
行
し
た
遷
宮
記
事
に
「
御
棚
（
カ
サ
リ
ノ

御
棚
））、
直
会
殿
と
舞
殿
造
合
よ
り
神
人
樓
門
の
前
へ
持
参
・
・
彼
御
棚
を
備
う
る
次
第
。
先
ず
金
蓋
。
次

い
で
御
鏡
。
次
い
で
御
大
刀
（
御
ツ
カ
北
）。
次
い
で
御
鉾
（
御
ツ
カ
西
）。
次
い
で
御
弓
并
に
御
矢
。
但
し
、

四
の
御
殿
御
分
は
御
大
刀
無
き
な
り
。
御
火
桶
・
多
々
利
之
を
加
う
」
と
み
え
る
も
の
で
、
多
々
利
と
対
に

な
っ
て
出
て
く
る
。
多
々
利
が
古
代
の
紡
績
具
「
を
け
・
た
た
り
・
か
せ
い
」
の
う
ち
の
「
た
た
り
」
を
意

味
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
火
桶
と
す
る
も
の
は
「
を
け
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
単
な
る

紡
い
だ
糸
を
い
れ
て
い
く
容
器
で
あ
ろ
う
が
、
な
ぜ
単
な
る
桶
で
は
な
く
火
桶
と
す
る
の
か
理
由
が
わ
か
ら

な
い
。
も
し
も
、
多
々
利
が
「
た
た
ら
」
の
訛
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
た
た
ら
＝
爐
＝
火
爐
で
あ
る
か
ら
、
火

桶
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
場
合
は
「
タ
タ
リ
〔
の
〕
火
桶
」「
御
火
桶
〔
の
〕
多
々
利
」
で
一
語
と
見
る
こ

と
も
可
能
で
あ
る
。
神
前
に
火
桶
を
供
え
る
事
例
は
、
寛
元
二
年
（
一
二
四
三
）
十
一
月
日
付
「
石
清
水
八

幡
宮
護
国
寺
・
極
楽
寺
恒
例
仏
神
事
注
進
状
」（『
鎌
倉
遺
文
』
六
四
一
〇
号
）
に
も
見
え
る
。 
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の
字
義
の
相
違
を
厳
守
し
た
用
例
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
桶
と
い
う
漢
字
自
体
は
、
中

国
で
は
古
く
か
ら
あ
り
、「
を
け
」「
か
ご
」「
ま
す
」
の
意
味
が
あ
っ
た207

。『
和
名
類

聚
抄
』
に
も
桶
は
「
和
名
乎
計
。
俗
に
火
桶
・
水
菜
桶
・
腰
桶
等
の
名
有
り
」「
水
を
井

に
於
て
汲
む
器
な
り
」208

と
あ
り
、
火
桶
と
い
う
言
葉
の
成
立
を
考
察
す
る
時
に
、
桶

と
い
う
字
の
用
い
初
め
が
目
安
の
一
つ
に
な
る
。『
延
喜
式
』
以
外
で
の
桶
の
用
例
は
、

延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
撰
の
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に
銀
桶
・
金
桶
合
わ
せ
て
三

例209

、
延
喜
四
年
（
九
〇
四
）「
僧
平
潜
啓
状
」210

に
桶
、
承
平
元
年
（
九
三
一
）「
神

護
寺
実
録
帳
写
」211
に
軸
桶
尻
と
見
え
る
も
の
が
古
い
例
で
あ
る
。『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』

の
用
例
が
後
世
の
書
き
改
め
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
当
初
か
ら
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
平

安
時
代
前
期
に
は
桶
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
火
桶
も
そ
の
頃
に
遡
っ

て
存
在
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
な
い
が
、
確
実
な
史
料
に
接
し
て
い
な
い
。 

  

【
火
桶
の
実
体
】 

『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
「
沈
の
火
桶
・
銀
の
ほ
と
き
」212

と
あ

り
、
火
桶
は
外
容
器
と
火
容
か
ら
な
る
二
重
構
造
の
容
器
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
二
重
構

造
は
外
容
器
は
木
製
で
あ
っ
て
も
火
容
は
金
属
（
銀
）
製
で
あ
る
こ
と
、
直
接
し
て
火

を
盛
る
器
部
分
で
あ
る
火
容
が
平
安
時
代
中
期
に
は
「
ほ
と
き
（?

）」
と
呼
ば
れ
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
同
じ
物
語
に
「
火
桶
に
は
沈
を
桧
皮
色
に
彩
（
い
ろ
ど
）

り
て
、
内
に
は
黄
金
の
塗
物
を
し
た
り
。
鉢
、
銀
を
内
黒
に
色
ど
れ
り
」213

と
見
え
る

鉢
（
火
容
）
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
も
銀
製
火
容
と
理
解
す
る
に
は
問
題
点
も
あ
る
。
そ

れ
は
「
鉢
、
銀
を
内
黒
に
色
ど
れ
り
」
と
あ
る
、
内
黒
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
別
稿214

で
も
言
及
し
た
が
、
内
黒
と
は
当
時
の
土
器
（
黒
色
土
器
）
に
見
る
内
黒
処
理
、
器
の

内
面
と
口
縁
の
内
外
面
の
み
を
銀
黒
色
に
発
色
さ
せ
る
処
理
を
指
す
と
み
ら
れ
、
そ
う

で
あ
れ
ば
、
銀
製
容
器
の
内
面
を
銀
黒
色
に
発
色
さ
せ
る
と
い
う
の
で
は
屋
上
に
屋
を

架
す
の
と
同
じ
で
意
味
が
通
じ
ず
、
文
中
の
銀
と
は
銀
製
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
銀

色
を
意
味
す
る
と
す
る
方
が
、
意
味
は
通
じ
る
。
こ
の
場
合
で
も
、
そ
う
し
た
内
黒
処

                              

                  

 
2
0
7

諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
五
七
）
桶
の
項
。 

2
0
8 

『
和
名
類
聚
抄
』
器
皿
部
・
木
器
、
桶
の
項
。 

2
0
9 

『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
月
読
宮
遷
奉
神
財
に
「
銀
桶
二
合
」、
瀧
原
宮
遷
奉
神
財
に
「
銀
桶
一
口
（
径
一

寸
半
、
弘
一
寸
）」、
伊
雑
宮
遷
奉
神
財
に
「
金
桶
二
口
（
高
一
寸
、
径
一
寸
半
）」。 

2
1
0

延
喜
四
年
（
九
〇
四
）「
僧
平
潜
啓
状
」（『
平
安
遺
文
』 

一
九
一
号
）。 

2
1
1

承
平
元
年
（
九
三
一
）「
神
護
寺
実
録
帳
写
」（『
平
安
遺
文
』
二
三
七
号
）。 

2
1
2 

『
う
つ
ほ
物
語
』
蔵
開
・
中
巻
。 

2
1
3 

『
う
つ
ほ
物
語
』
蔵
開
・
中
巻
。 

2
1
4

第
一
章
「
火
鉢
の
成
立
」。 

理
と
は
、
銀
製
品
の
存
在
を
前
提
に
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
模
倣
と
し
て
考
案
さ
れ
た

処
理
方
法
で
あ
ろ
う
か
ら
、模
倣
の
対
象
と
な
る
銀
製
火
容
の
存
在
を
否
定
は
し
な
い
。

当
時
に
、
銀
製
火
容
の
ほ
か
に
そ
れ
を
模
倣
し
た
土
製
の
内
黒
火
容
（
考
古
資
料
で
い

う
黒
色
土
器
の
火
容
）が
数
多
く
作
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
た
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
火
容
を
「
ほ
と
き
」
と
記
し
て
あ
る
こ
と
と
合
わ
せ
、
火?

の
と

こ
ろ
で
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。 

 

香
木
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
沈
香
木
を
外
容
器
と
す
る
火
桶
は
『
枕
草
子
』
に
も
「
沈

の
御
火
桶
の
梨
絵
し
た
る
」215

と
見
え
、
平
安
時
代
、
宮
中
で
用

い
た
火
桶
は
沈
香
木
製
の
も
の
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
梨
絵

と
は
下
地
に
蒔
い
た
金
銀
粉
を
研
ぎ
出
し
た
梨
子
地
の
蒔
絵
の

こ
と
で
あ
る
。
先
の
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
「
黄
金
の
塗
物
」
と
見

え
る
の
も
そ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
調
度
品
の
装
飾
技
術

と
し
て
は
当
時
の
最
高
の
技
術
の
一
つ
で
あ
っ
た216

。
も
ち
ろ
ん
、

蒔
絵
装
飾
の
前
提
と
し
て
そ
れ
が
木
製
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

が
あ
る
。
装
飾
と
い
え
ば
、『
枕
草
子
』
に
は
「
火
を
け
は
あ
か

い
ろ
・
あ
を
い
ろ
。
し
ろ
き
に
つ
く
り
ゑ
も
よ
し
」217

と
あ
り
、

清
少
納
言
の
好
み
と
し
て
赤
色
・
青
色
・
作
絵
の
火
桶
を
あ
げ
て

い
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
に
桧
皮
色
に
色
ど
る
と
い
う
の
も
、
赤

褐
色
の
よ
う
な
色
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
は
、
火

櫃
・
炭
櫃
に
朱
色
・
蘇
枋
色
な
ど
赤
系
統
の
色
が
散
見
さ
れ
た
の

と
同
じ
傾
向
で
あ
る
。 

 

絵
火
桶
の
ほ
か
、
形
態
が
円
（
筒
）
形
で
は
な
い
花
形
火
桶
・

楕
円
形
火
桶
そ
れ
に
実
体
の
曖
昧
な
板
火
桶
な
ど
も
あ
る
。
絵
火

桶218

は
後
に
述
べ
る
儀
器
で
あ
り
、
泥
絵
で
あ
る
。 

                              

                  

 
2
1
5 

『
枕
草
子
』
一
八
四
段
。 

2
1
6 

『
北
山
抄
』
巻
五
、
大
嘗
会
事
に
も
「
蒔
絵
火
桶
」
が
見
え
る
。 

2
1
7 

『
枕
草
子
』
一
本
二
〇
段
。 

2
1
8 

『
兵
範
記
』
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
十
一
月
十
二
日
条
、
五
節
舞
姫
鋪
設
雑
具
に
「
絵
火
桶
一
口
（
六

位
な
ど
之
を
調
進
す
）」。
同
十
六
日
条
、
五
節
所
装
束
に
「
出
火
桶
を
居
う
（
頭
中
将
信
頼
朝
臣
之
を
調
献

す
。
泥
絵
常
の
如
し
。
縁
は
赤
地
錦
・
伏
組
絲
を
押
す
。
白
粉
を
入
れ
て
灰
と
な
し
、
櫛
を
積
み
て
炭
と
な

す
）」。『
兵
範
記
』
仁
平
二
年
（
一
一
五
二
）
十
二
月
十
二
日
条
、「
絵
火
桶
一
口
（
鉢
に
綿
を
入
れ
灰
と
な

し
、
花
を
以
て
炭
と
な
す
）」。『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
十
二
月
十
日
条
、「
泥
絵
火
桶
二
口
（
鉢

箸
匕
在
り
）」。 
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花
形
火
桶219

は
、
後
世
の
史
料
で
あ
る
『
三
十
二
番
職
人
歌
合
』
に
「
花
か
た
に
や

く
な
ら
火
鉢
」220

と
見
え
、『
枕
草
子
絵
詞
』221

に
そ
の
形
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

円
形
で
は
な
く
、
四
花
弁
あ
る
い
は
五
花
弁
な
ど
の
形
に
く
び
れ
が
入
る
も
の
で
あ
る
。

木
製
の
刳
り
物
と
思
わ
れ
る
。
土
製
火
鉢
で
は
鎌
倉
時
代
後
半
期
に
出
現
す
る
が
、
そ

の
原
型
と
な
る
花
形
は
す
で
に
平
安
時
代
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
楕
円
形
火
桶
は
、

鳥
羽
上
皇
の
石
清
水
八
幡
御
幸
の
際
の
黒
木
御
所
に
置
か
れ
た
も
の
で
、
そ
の
御
所
の

指
図222

に
楕
円
形
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
判
明
す
る
。
こ
れ
も
刳
り
物
で
あ
ろ

う
。『
栄
華
物
語
』
に
「
あ
さ
ま
し
う
お
ど
ろ
お
ど
ろ

し
う
、
袖
口
は
丸
み
出
で
た
る
程
、
火
桶
さ
さ
や
か
な

ら
ん
を
据
え
た
ら
ん
と
見
え
た
り
」223

と
あ
る
一
文
は
、

単
に
衣
服
の
袖
口
が
ち
い
さ
な
円
火
鉢
を
置
い
た
よ

う
に
見
え
た224

と
い
う
の
で
は
な
く
、
衣
を
幾
重
に
も

重
ね
た
袖
口
の
縞
の
状
態
が
あ
た
か
も
刳
り
物
の
火

桶
、
そ
れ
も
円
形
で
は
な
く
楕
円
形
の
木
目
の
よ
う
で

あ
っ
た
と
す
る
ほ
う
が
、
よ
り
実
感
が
涌
い
て
く
る
。 

 

火
桶
は
通
常
は
木
製
の
曲
げ
物
や
刳
り
物
を
使
用

す
る
の
で
、
こ
れ
を
板
製
と
表
現
す
る
こ
と
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
板
火
桶225

と
は
、
そ
の
外
容
器
が
、
板
を
立
て
て
側
を
捲
く
多
荷
桶
で

                              

                  

 
2
1
9 

『
兵
範
記
』
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
十
月
十
六
日
条
、
宇
治
小
松
殿
で
の
女
御
御
在
所
の
装
束
で
「
御

座
の
前
に
花
形
御
火
桶
を
居
う
」
と
あ
る
。 

2
2
0 

『
三
十
二
番
職
人
歌
合
』
十
三
番
、「
左
（
結
お
け
し
）。
春
は
ま
つ
柳
の
を
け
を
い
さ
結
て
、
か
う
し
花

を
も
め
に
あ
け
て
み
む
。
右
（
勝
、
火
鉢
う
り
）。
八
重
さ
く
ら
名
に
お
ふ
京
の
も
の
な
れ
は
、
花
か
た
に
や

く
な
ら
火
鉢
か
な
。
左
、
結
桶
師
、
哥
合
の
題
に
花
を
と
り
て
か
う
し
花
を
、
春
の
花
の
類
な
き
色
香
に
よ

み
な
さ
ん
事
、
柳
の
桶
ゆ
ひ
お
ほ
せ
て
も
き
こ
え
す
、
落
題
と
ま
て
は
申
へ
か
ら
す
。
正
位
に
は
侍
ら
ぬ
に

や
。
右
、
火
鉢
売
、
奈
良
の
都
の
八
重
桜
を
よ
み
て
け
ふ
九
重
の
哥
合
の
衆
に
つ
ら
な
れ
る
。
ま
つ
や
さ
し

く
侍
る
に
、
火
鉢
の
か
た
ち
を
さ
へ
、
花
か
た
に
つ
く
り
い
た
し
て
侍
る
は
、
心
も
た
く
み
に
詞
も
ゆ
へ
あ

る
さ
ま
に
き
こ
ゆ
。
右
勝
る
へ
し
」
と
あ
る
。 

2
2
1 

『
枕
草
子
絵
詞
』
第
一
八
紙
。 

2
2
2 

『
兵
範
記
』
保
延
七
年
（
一
一
四
一
）
二
月
二
十
五
日
条
に
黒
木
御
所
と
題
し
て
指
図
が
あ
り
、
そ
の
本

文
は
日
付
を
欠
く
が
前
日
の
二
十
四
日
と
思
わ
れ
る
条
に
、「
火
桶
一
口
、
灰
取
一
口
・
・
已
上
著
到
殿
料
」

と
あ
る
。 

2
2
3 

『
栄
華
物
語
』
巻
二
四
、
冬
に
段
。 

2
2
4 

『
平
安
朝
服
飾
百
科
辞
典
』（
あ
か
ね
会
編
、
講
談
社
、
一
九
七
五
）
の
「
火
桶
さ
さ
や
か
な
ら
ん
」
の

項
。 

2
2
5 

『
兵
範
記
』
仁
平
二
年
（
一
一
五
二
）
三
月
八
日
条
。『
兵
範
記
』
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
九
月
二
十

三
日
条
。 

あ
る
か
、
あ
る
い
は
板
で
組
ん
だ
箱
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
板

で
組
ん
だ
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
方
形
に
違
い
な
い
か
ら
、
実
体
は
火
櫃
で
あ

る
。 

 

『
堤
中
納
言
物
語
』
に
「
邑
久
に
つ
く
る
な
る
火
桶
・
折
敷
も
い
る
べ
し
」226

と
見

え
、
備
前
・
邑
久
郡
産
の
火
桶
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
同
時
に
産
出
す
る
折
敷

は
薄
板
を
加
工
し
た
製
品
あ
る
か
ら
、
邑
久
郡
の
火
桶
も
そ
れ
に
類
す
る
製
品
で
あ
る

こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
邑
久
（
お
お
く
）
は
置
火
の
「
お
く
（
置
く
）」
の

掛
け
言
葉
の
可
能
性
も
あ
り
、
全
面
的
に
は
信
用
を
置
け
な
い
。 

  

【
儀
器
の
火
桶
】 

四
節
と
し
て
別
に
考
察
す
る
。 

  

【
更
衣
の
火
桶
】 

火
桶
は
、
そ
の
設
備
さ
れ
る
部
屋
は
、
主
上
・
皇
后
・
女
御
の

各
御
所
や
朝
餉
御
所
・
塗
籠
（
夜
御
殿
）・
弘
御
所
な
ど
で
あ
り
、
居
間
・
食
事
所
・
寝

所
な
ど
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
格
別
に
食
物
の
調
理
な
ど
を
行
う
こ
と
は
な
く
、
そ
こ
に

設
備
さ
れ
る
炉
も
お
の
ず
か
ら
採
暖
を
主
と
す
る
と
見
ら
れ
る
。
実
際
、
弘
御
所
に
配

備
さ
れ
た
火
桶
も
「
院
御
所
御
更
衣
の
事
。・
・
弘
御
所
御
火
桶
之
を
撤
す
」227

と
あ
る

よ
う
に
、
院
御
所
更
衣
の
記
事
に
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。
更
衣
と
は
職
掌
と
し
て
の
更

衣
で
は
な
く
、
衣
替
え
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

内
裏
な
ど
で
は
毎
年
四
月
一
日
と
十
月
一
日
に
夏
冬
の
装
束
替
え
を
す
る
の
が
当
時

の
習
わ
し
で
あ
っ
た228

。
装
束
替
え
は
平
安
時
代
で
も
中
期
以
前
に
遡
る
年
中
行
事
で

あ
る
こ
と
は
、『
延
喜
式
』
に
「
凡
そ
、
四
月
一
日
に
冬
座
を
撤
し
、
夏
の
御
座
を
供
せ
。

十
月
一
日
に
夏
の
座
を
撤
し
、
冬
の
御
座
を
供
せ
」229

と
あ
る
こ
と
や
、『
源
氏
物
語
』

に
「
夏
の
御
か
た
よ
り
、
御
衣
が
へ
の
装
束
た
て
ま
つ
り
給
ふ
」230

と
あ
る
こ
と
、『
左

経
記
』
の
長
元
七
年
（
一
〇
三
四
）
に
「
内
に
参
る
。
右
衛
門
督
、
仰
せ
を
奉
る
。
弁

に
仰
せ
宜
陽
殿
を
装
束
せ
し
む
」231

と
あ
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

の
交
替
す
る
装
束
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
夏
の
更
衣
の
場
合
は
几
帳
帷
・
御

                              

                  

 
2
2
6 

『
堤
中
納
言
物
語
』
よ
し
な
し
ご
と
段
。 

2
2
7 

『
葉
黄
記
』
寛
元
四
年
（
一
二
三
八
）
四
月
一
日
条
。 

2
2
8 

『
葉
黄
記
』
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
三
月
十
一
日
条
に
載
せ
る
「
夏
間
倉
人
方
恒
例
公
事
用
途
事
」。 

2
2
9 

『
延
喜
式
』
掃
部
寮
の
四
月
一
日
条
。 

2
3
0 

『
源
氏
物
語
』
幻
。 

2
3
1 

『
左
経
記
』
長
元
七
年
（
一
〇
三
四
）
十
月
一
日
条
。 
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座
・
畳
・
燈
樓
な
ど
の
ほ
か
囲
碁
具
な
ど
で
あ
っ
た232

が
、
冬
の
場
合
に
は
明
確
に
し

が
た
い
。
後
の
史
料
で
は
、
例
え
ば
『
禁
秘
抄
』
に
「
火
櫃
二
。
十
月
よ
り
三
月
に
至

る
。
四
月
に
至
り
之
を
撤
す
」
と
あ
る
。 

 

こ
の
衣
替
え
は
内
裏
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
石
清
水
八
幡
宮
に
あ
っ
て
も
、「
四
月
一

日
。
更
衣
御
節
、
例
節
の
如
し
。
但
し
今
日
よ
り
御
火
桶
を
止
め
、
御
扇
（
団
扇
）
を

進
む
」「
十
月
一
日
。
更
衣
御
節
、
例
節
の
如
し
。
但
し
御
供
、
奉
備
の
時
、
今
日
よ
り

御
扇
を
止
め
、
御
火
桶
を
進
む
」233

と
あ
る
よ
う
に
、
宮
中
の
衣
替
え
と
同
じ
日
に
夏

冬
の
衣
替
え
を
行
い
、
そ
れ
に
伴
っ
て
御
供
で
は
、
扇
と
火
桶
の
交
替
が
あ
っ
た
。
そ

の
様
子
は
「
例
節
の
如
し
」
と
あ
る
が
、
元
日
の
例
節
で
は
外
殿
に
祭
る
三
所
の
御
前

に
打
敷
・
懸
盤
・
飯
・
菓
子
・
窪
坏
物
・
酒
な
ど
と
共
に
火
桶
を
御
祓
具
と
し
て
供
え

て
い
る234

の
で
、
神
前
へ
の
供
備
物
の
一
つ
と
し
て
冬
節
に
は
火
桶
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
石
清
水
八
幡
宮
の
例
を
も
っ
て
し
て
も
、
ど
の
程
度
の
階
層
に
ま

で
こ
の
よ
う
な
夏
冬
の
衣
替
え
（
行
事
）
が
浸
透
し
て
い
た
か
は
明
ら
か
と
は
し
え
な

い
が
、
冬
の
火
桶
に
対
し
て
夏
の
装
束
で
あ
っ
た
、
扇
は
平
安
時
代
前
期
に
平
安
京
で

も
各
所
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
扇
と
火
桶
が
無
条
件
に
夏
冬
の
対
に
な
る
と
は
言
え
な

い
が
、
扇
の
普
及
と
同
じ
く
ら
い
は
採
暖
具
の
普
及
を
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

  

【
火
桶
の
活
用
】 

「
極
寒
の
時
節
尤
も
有
る
べ
き
事
な
り
」235

と
さ
れ
る
火
桶
に

つ
い
て
、
採
暖
以
外
の
用
途
に
病
気
療
養
・
薬
湯
の
燗
・
香
炉
な
ど
が
あ
っ
た
。 

 

『
玉
葉
』
に
「
御
所
に
参
る
（
仰
せ
て
云
う
、
所
労
の
由
聞
食
す
、
定
め
て
寒
を
痛

み
風
心
、
と
云
々
。
即
御
所
、
火
桶
に
火
を
生
け
ら
れ
る
。
同
じ
注
文
な
ど
、
甚
だ
和

緩
な
り
）236

と
あ
る
の
は
、
単
な
る
採
暖
と
い
う
よ
り
も
風
心
＝
風
邪
を
療
養
す
る
も

の
と
し
て
の
用
い
方
で
あ
る
。こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
、
元
日
御
薬
の
行
事
で
も
、

「
次
い
で
為
俊
（
衣
冠
）
火
を
置
き
た
る
御
火
桶
を
持
参
す
。
次
い
で
菓
子
（
割
注
略
）。

次
い
で
白
散
櫃
（
割
注
略
）。
次
い
で
御
銚
子
」237

な
ど
と
見
え
る
。
行
事
の
内
容
を
考

                              

                  

 
2
3
2 

『
葉
黄
記
』
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
三
月
十
一
日
条
に
載
せ
る
「
夏
間
倉
人
方
恒
例
公
事
用
途
事
」。 

2
3
3

寛
元
二
年
（
一
二
四
三
）
十
一
月
日
付
「
石
清
水
八
幡
宮
護
国
寺
・
極
楽
寺
恒
例
仏
神
事
注
進
状
」（『
鎌

倉
遺
文
』
六
四
一
〇
号
）。 

2
3
4

寛
元
二
年
（
一
二
四
三
）
十
一
月
日
付
「
石
清
水
八
幡
宮
護
国
寺
・
極
楽
寺
恒
例
仏
神
事
注
進
状
」（『
鎌

倉
遺
文
』
六
四
一
〇
号
）。 

2
3
5 

『
東
大
寺
要
録
』
巻
五
の
下
、
三
論
談
義
式
。 

2
3
6 

『
玉
葉
』
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
正
月
十
八
日
条
。 

2
3
7 

『
吉
続
記
』
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
正
月
一
日
条
。 

え
る
と
、
こ
の
火
桶
は
薬
湯
を
沸
か
す
炉
と
し
て
用
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
元
日
の
供
御

薬
に
火
爐
を
伝
統
的
に
用
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
正
月
の
準
備
と
し
て
「
御
台

二
本
（
大
小
）、
御
盤
（
大
二
枚
、
小
一
枚
）、
御
手
洗
楾
一
具
、
御
火
桶
、
炭
取
一
口
、

燈
台
三
本
、
樋
台
一
具
、
大
壷
」238

と
み
え
る
火
桶
も
、
単
な
る
採
暖
用
で
は
な
く
、

節
供
行
事
に
用
い
る
必
備
品
で
あ
ろ
う
。 

 

次
い
で
香
炉
と
し
て
の
使
い
方
が
あ
っ
た
。『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
六
箇
所
ほ
ど
に
火

桶
が
登
場
す
る
が
、
そ
の
う
ち
の
二
例
は
香
炉
と
し
て
の
使
用
で
あ
る
。
そ
の
直
接
的

な
も
の
は
「
宮
の
御
前
に
は
御
火
桶
据
ゑ
て
、
火
起
し
て
薫
物
ど
も
く
べ
て
焼
（
た
）

き
匂
は
し
て
」239

と
あ
る
。
別
に
「
沈
の
火
桶
、
銀
の
ほ
と
ぎ
、
沈
を
火
箸
に
し
て
、

黒
方
を
鶴
の
形
に
て
」240

と
あ
る
。
黒
方
は
各
種
の
香
を
練
り
合
わ
せ
て
様
々
な
形
に

こ
し
ら
え
た
も
の
で
あ
り241

、
火
桶
は
香
炉
の
用
で
あ
る
。 

 

『
源
氏
物
語
』
に
「
夏
の
御
す
ま
ひ
を
見
た
ま
へ
ば
・
・
わ
ざ
と
め
き
よ
し
（
召
来

由
）
あ
る
火
桶
に
、
侍
従
を
く
ゆ
ら
か
し
て
、
も
の
ご
と
に
〔
焚
き
〕
し
め
た
る
に
、

衣
被
（
え
び
）
香
の
香
の
ま
が
へ
る
、
い
と
艶
な
り
」242

と
あ
る
火
桶
も
香
呂
の
用
で
、

侍
従
は
香
の
名
前
で
あ
る
。『
河
海
抄
』
も
「
一
説
、
薫
物
の
火
取
の
事
也
云
々
。
案
之

普
通
火
桶
歟
」
と
す
る
が
、
香
炉
を
火
桶
と
呼
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
火
桶
も

時
と
し
て
香
炉
に
用
い
た
と
す
る
の
が
実
体
で
あ
ろ
う
。
採
暖
用
な
ら
ば
冬
場
に
し
か

用
い
な
い
も
の
を
、
夏
場
で
も
用
い
る
理
由
は
こ
れ
に
あ
る
。
た
だ
し
、『
河
海
抄
』
の

文
の
火
取
を
伏
籠
の
火
容
の
意
味
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
、
火
桶
と
い
う
言
葉
の

成
立243

と
深
く
関
わ
っ
た
史
料
と
な
る
。 

 

宮
中
に
祇
侯
す
る
女
官
の
仮
名
文
に
は
、
火
桶
の
灰
に
絵
や
文
を
書
い
て
対
話
す
る

記
述
が
み
え
る
。
冬
に
火
桶
で
採
暖
し
、
時
を
も
て
あ
ま
し
、
灰
を
整
え
て
い
る
内
に

ふ
と
描
い
た
絵
が
き
っ
か
け
で
あ
ろ
う
。「
よ
く
調
じ
た
る
火
桶
の
、
灰
の
際
き
よ
げ
に

                              

                  

 
2
3
8 

『
兵
範
記
』
仁
平
四
年
（
一
一
五
四
）
十
二
月
三
十
日
条
。 

2
3
9 

『
う
つ
ぼ
物
語
』
蔵
開
中
巻
。 

2
4
0 

『
う
つ
ぼ
物
語
』
蔵
開
中
巻
。 

2
4
1

池
田
亀
鑑
編
『
源
氏
物
語
事
典
』
上
巻
、
東
京
堂
、
一
九
六
〇
、
黒
方
の
項
。
伴
久
美
の
解
説
。 

2
4
2 

『
源
氏
物
語
』
初
音
。 

2
4
3

伏
籠
の
火
容
を
火
桶
と
呼
ん
だ
可
能
性
が
あ
る
。
次
田
潤
『
大
鏡
新
講
』（
明
治
書
院
、
発
行
年
不
明
）
で

は
、『
大
鏡
』
太
政
大
臣
兼
通
に
「
冬
は
火
お
ほ
ら
か
に
埋
み
て
、
薫
物
お
ほ
き
に
作
り
て
、
伏
篭
う
ち
置
き

て
、
褻
に
着
給
ふ
御
衣
を
は
暖
か
に
て
ぞ
着
せ
奉
り
給
ふ
」
と
あ
る
伏
篭
の
注
釈
で
、「
こ
れ
は
火
桶
の
上
に

か
ぶ
せ
て
、
衣
服
を
乾
か
し
た
り
、
薫
香
を
衣
類
に
た
き
沁
め
た
り
す
る
の
に
用
い
る
」
と
述
べ
、
典
拠
は

示
し
て
い
な
い
（
恐
ら
く
本
文
に
「
火
お
ほ
ら
か
に
埋
み
て
」
と
あ
る
こ
と
に
依
る
か
）
が
、
火
容
を
火
桶

と
言
い
替
え
て
い
る
。 
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て
お
こ
し
た
る
火
に
、
内
に
か
き
た
る
絵
な
ど
の
見
え
た
る
」244

と
あ
る
絵
は
、
火
桶

の
内
側
に
装
飾
し
て
あ
っ
た
絵
を
い
う
の
で
は
な
く
、
灰
に
描
い
た
絵
を
言
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。「
雪
の
降
る
を
見
出
し
て
、
火
桶
に
押
し
か
か
り
て
、
灰
ま
さ
ぐ
り
て
ゐ
給

へ
る
。
い
と
を
か
し
け
れ
ば
、
対
（
む
か
）
ひ
ゐ
給
へ
る
に
『
は
か
な
く
消
な
ま
し
か

ば
思
ふ
と
も
』
と
書
く
」245

と
あ
る
の
も
、
無
言
の
対
話
と
し
て
風
情
が
あ
る
。
絵
や

文
を
書
く
た
め
に
は
、
書
き
消
し
が
可
能
な
灰
を
用
い
て
い
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
書
く

に
充
分
な
大
き
さ
が
求
め
ら
れ
る
。
坐
の
遊
戯
・
対
話
行
動
と
し
て
評
価
す
べ
き
で
あ

る
が
、
こ
う
し
た
行
動
も
、
宮
中
と
い
う
条
件
で
初
め
て
成
立
す
る
も
の
で
、
火
桶
が

仮
名
文
体
＝
和
風
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
も
、
こ
の
辺
り
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
。 

  

【
宴
会
・
移
徒
の
火
桶
】 
仁
平
三
年
（
一
一
五
三
）、
平
時
範
は
新
造
な
っ
た
六
条

面
の
新
居
へ
の
移
徒
の
次
第
を
「
正
面
よ
り
寝
所
に
入
り
、
鏡
を
室
中
に
安
ず
。
此
の

間
、
侍
布
脂
燭
を
以
て
着
け
、
前
駈
の
松
火
を
取
り
、
塗
籠
の
燈
樓
に
着
く
。
次
い
で

其
の
辺
に
火
桶
を
居
え
、
生
け
付
か
し
む
。
三
箇
日
之
を
消
さ
ず
。
次
い
で
五
菓
・
酒

な
ど
を
食
す
。
松
・
柏
・
桑
（
草
冠
）・
橘
・
栗
を
様
器
に
盛
り
台
一
本
に
居
う
。
盞
は

中
盤
に
居
え
、
酒
は
銀
の
銚
子
に
入
る
。
女
房
陪
膳
。
次
い
で
家
室
に
勧
む
。
次
い
で

饌
を
勧
む
。
別
に
客
人
無
し
。
子
孫
な
ど
五
六
人
許
り
な
り
。・
・
今
の
儀
、
故
伯
州
の

延
久
五
年
（
一
〇
七
三
）
七
月
四
条
東
洞
院
家
移
徒
の
事
、
彼
の
日
記
に
有
り
。
其
の

例
に
准
じ
な
す
所
な
り
」246

と
述
べ
て
い
る
。 

 

こ
れ
は
新
居
に
入
居
す
る
当
日
の
寝
室
で
の
儀
式
の
一
コ
マ
で
あ
る
が
、
そ
の
要
点

は
、
①
燈
籠
へ
の
点
火
、
②
火
桶
へ
の
火
付
け
と
い
う
二
つ
の
火
に
関
す
る
儀
式
が
あ

り
、
そ
の
後
③
五
菓
・
酒
な
ど
の
食
事
、
④
勧
盃
と
い
う
手
順
で
あ
る
。
平
時
範
は
、

こ
と
さ
ら
客
人
も
呼
ば
ず
に
家
中
の
者
だ
け
で
こ
の
移
徒
行
事
を
行
っ
て
い
る
。
外
に

対
し
て
飾
る
こ
と
な
い
、
内
輪
だ
け
の
儀
式
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
こ
の
点
で
、
当
時
の

移
徒
行
事
の
根
幹
を
な
す
も
の
、
つ
ま
り
当
時
に
広
く
行
わ
れ
た
も
の
だ
け
が
と
り
行

わ
れ
た
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

新
居
に
新
た
に
も
た
さ
れ
た
火
桶
・
燈
樓
の
火
は
「
不
消
火
」
と
し
て
三
日
間
燃
や

し
続
け
る
。
火
は
そ
の
後
、
内
膳247

な
ど
に
送
ら
れ
る
と
い
う
。「
不
消
火
」
は
移
徒
に

                              

                  

 
2
4
4 

『
枕
草
子
』
二
〇
一
段
。 

2
4
5 

『
落
窪
物
語
』
巻
之
二
。 

2
4
6 

『
兵
範
記
』
仁
平
三
年
（
一
一
五
三
）
十
一
月
十
九
日
条
。 

2
4
7 

『
中
右
記
』
天
永
三
年
（
一
一
一
二
）
十
月
十
九
日
条
、「
火
童
、
夜
大
殿
に
入
り
、
四
角
の
燈
爐
に
燃

え
付
け
、
三
箇
日
消
さ
ざ
ら
し
む
。
後
に
内
膳
に
給
う
」。 

限
ら
ず
、
婚
礼
の
儀
式
に
も
見
え248

、
婚
礼
の
火
は
後
に
大
炊
殿249

、
大
盤
所250

、
膳

所251

な
ど
に
送
ら
れ
た
。「
不
消
火
」
は
い
わ
ゆ
る
忌
火
で
あ
り
、
そ
の
後
の
日
常
生
活

（
＝
煮
炊
き
）
の
火
と
し
て
絶
や
す
こ
と
な
く
引
き
続
い
て
利
用
さ
れ
る
。
婚
礼
の
火

は
、「
婚
礼
の
火
合
わ
せ
」
と
し
て
婚
姻
史
か
ら
も
研
究
さ
れ
て
お
り252

、
今
こ
こ
で
は

深
く
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
火
桶
は
炊
事
用
火
種
の
保
管
の
役
割
も
果
た
し
た
。
藤
原

良
経
の
長
女
の
入
内
の
際
に
は
、
火
桶
で
は
な
く
火
櫃
と
記
さ
れ
て
い
る253

。 

 

こ
の
よ
う
な
①
燈
籠
点
火
、
②
火
桶
火
付
け
、
③
五
菓
酒
食
事
、
④
勧
盃
と
い
う
手

順
で
行
わ
れ
る
儀
式
は
移
徒
だ
け
で
は
な
い
。
宮
中
で
毎
年
行
わ
れ
る
春
冬
時
の
叙

位
・
除
目
の
際
に
も
見
え
る
。 

 

例
え
ば
、
長
久
元
年
（
一
〇
四
〇
）
十
二
月
二
十
日
の
京
官
除
目
で
は
「
即
ち
御
殿

油
を
供
す
（
割
注
略
）。
少
時
火
櫃
を
居
う
（
内
蔵
寮
儲
く
る
所
な
り
）。
又
良
久
衝
重

を
居
え
了
。
須
く
勧
盃
の
事
有
る
べ
し
。
蔵
頭
進
む
べ
き
な
り
」254

と
あ
り
、
翌
二
十

一
日
の
除
目
で
も
「
其
の
後
、
火
爐
・
衝
重
を
給
う
。
昨
日
の
如
し
」
と
記
録
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
除
目
記
事
は
、
除
目
次
第
に
火
処
が
用
意
さ
れ
た
こ
と
を
語
る
史
料
で
も

                              

                  

 
2
4
8 

『
山
槐
記
』
久
寿
三
年
（
一
一
五
六
）
三
月
五
日
条
、「
今
夜
姫
宮
、
太
子
宮
（
一
院
第
□
宮
□
子
な
り
。

母
儀
は
美
福
門
院
）
に
入
る
」
の
婚
姻
で
、「
次
い
で
脂
燭
を
夜
御
殿
に
於
て
燈
樓
火
に
差
し
、
退
出
せ
し
め

給
う
（
割
注
略
）。
中
門
并
に
同
廊
中
を
経
て
、
宿
所
に
向
わ
し
め
給
う
。
件
の
火
三
箇
日
の
間
不
滅
な
り
（
火

桶
、
生
炭
云
々
。
又
置
油
瓶
不
滅
之
云
々
）
。
三
箇
日
の
後
、
進
物
所
に
送
ら
れ
る
と
云
々
」。『
山
槐
記
』
応

保
元
年
（
一
一
六
一
）
十
二
月
十
七
日
条
、
藤
原
忠
通
の
娘
・
育
子
の
二
条
天
皇
へ
の
婚
礼
に
よ
る
内
裏
飛

香
舎
の
装
束
で
、「
南
障
∩
∪
燈
樓
を
懸
け
（
割
注
略
）、
下
に
御
火
桶
一
口
を
居
う
（
是
又
□
と
な
す
。
件

火
な
り
）・
・
次
い
で
右
府
脂
燭
を
取
り
て
（
割
注
略
）、
夜
御
殿
に
入
り
、
燈
樓
火
に
燃
し
付
く
。・
・
又
其

の
下
の
火
桶
炭
に
生
け
付
く
（
邦
綱
参
入
し
之
を
生
け
付
く
。
三
箇
日
消
さ
ず
。
大
炊
殿
に
給
わ
し
め
る
な

り
）」。『
玉
蘂
』
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
正
月
十
四
日
条
、
藤
原
道
家
の
娘
・
任
子
の
藤
原
兼
経
と
の
婚
礼

に
よ
る
近
衛
殿
装
束
に
「
其
の
南
の
間
、
塗
籠
と
な
し
、
其
の
中
に
燈
楼
を
釣
り
、
其
の
下
に
火
桶
を
儲
く

（
三
ヶ
日
の
間
、
不
消
の
火
と
な
す
。
兼
て
此
の
用
意
有
り
）」。 

2
4
9 

『
山
槐
記
』
応
保
元
年
（
一
一
六
一
）
十
二
月
十
七
日
条
、「
又
其
の
下
の
火
桶
炭
に
生
け
付
く
（
邦
綱

参
入
し
之
を
生
け
付
く
。
三
箇
日
消
さ
ず
。
大
炊
殿
に
給
わ
し
め
る
な
り
）」。 

2
5
0 

『
長
秋
記
』
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）
十
月
二
十
一
日
条
、「
残
る
脂
燭
は
大
盤
所
に
給
う
（
彼
の
所
に

於
て
、
不
□
消
件
火
付
灰
と
云
々
）」。 

2
5
1 

『
兵
範
記
』
久
寿
三
年
（
一
一
五
六
）
二
月
二
十
八
日
条
、「
件
火
付
は
膳
所
沙
汰
人
と
云
々
」。 

2
5
2

高
群
逸
枝
『
女
性
の
歴
史
』（
講
談
社
文
庫
、
一
九
七
二
）。
江
守
五
夫
「
日
本
の
婚
姻
儀
礼
に
お
け
る
《
火
》

と
《
水
》」（『
日
本
の
婚
姻
』、
弘
文
堂
、
一
九
八
六
）。
玉
腰
芳
夫
「
通
過
儀
礼
と
す
ま
い
」（『
古
代
日
本
の

す
ま
い
』、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
一
九
八
〇
）
。 

2
5
3 

『
玉
蘂
』
承
元
三
年
（
一
二
〇
九
）
三
月
二
十
三
日
条
、「
御
息
所
宿
廬
に
向
か
い
、
塗
籠
内
に
入
り
、

燈
楼
油
盃
を
付
く
（
割
注
略
）。
坐
し
て
付
す
。
兵
衛
督
其
の
下
に
於
て
火
櫃
。
扈
従
女
房
夜
間
火
取
を
置
き
、

薫
を
焼
く
」。 

2
5
4 

『
春
記
』
長
久
元
年
（
一
〇
四
〇
）
十
二
月
二
十
日
条
。 
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古
い
部
類
で
あ
る
。
数
多
く
見
ら
れ
る
除
目
記
事
の
ほ
と
ん
ど
で
は
火
櫃
と
し
て
い
る

255

が
、
こ
の
史
料
で
は
儀
式
に
対
応
す
る
置
き
炉
の
名
称
が
一
定
せ
ず
、
火
櫃
と
火
爐

の
二
つ
が
見
え
る
。
そ
の
理
由
不
問
と
し
て
、
こ
の
除
目
記
事
で
も
、
①
御
殿
油
へ
の

点
火
、
②
火
櫃
（
火
爐
）
の
用
意
、
③
衝
重
の
給
与
、
④
勧
盃
と
い
う
手
順
で
、
除
目

が
一
段
落
つ
い
た
後
の
宴
会
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
③
衝
重
は
史
料
に

よ
っ
て
は
饗
饌
と
も
見
え
る256

。 

 

移
徒
・
除
目
な
ど
で
は
①
灯
火
、
②
置
き
炉
、
③
飲
食
、
④
勧
盃
と
い
う
流
れ
で
、

宴
会
＝
酒
宴
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
移
徒
と
除
目
は
な
ん
ら
関
係
の
な
い

行
事
・
儀
式
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
宴
会
次
第
が
共
通
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
古
代
の
宴

会
の
基
本
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
古
代
の
宴
会
に
置
き
炉
が
積
極
的
に
関
わ
っ
て

い
る
こ
と
を
合
せ
て
指
摘
し
た
。 

 

ホ 

お
わ
り
に 

  

平
安
時
代
の
置
き
炉
に
は
、
性
質
の
異
な
る
燃
料
と
の
対
応
か
ら
二
群
の
炉
が
あ
っ

た
。
一
群
は
煙
の
立
つ
燃
料
（
薪
・
柴
）
を
燃
や
す
火
爐
で
あ
る
。
も
う
一
群
は
煙
の

立
た
な
い
燃
料
（
炭
・
燠
）
を
燃
や
す
火
櫃
・
火
桶
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
特
殊
な

燃
料
と
し
て
香
木
が
あ
り
、
こ
れ
は
当
然
な
が
ら
煙
が
立
つ
が
、
火
爐
・
火
櫃
・
火
桶

の
い
ず
れ
で
も
焚
い
た
。 

 

煙
の
立
つ
燃
料
は
、
燃
や
す
時
に
火
粉
も
飛
び
散
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
用
い

る
炉
は
必
然
的
に
大
き
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
し
、
反
対
に
煙
の
立
た
な
い
も

の
は
火
粉
の
飛
び
散
り
も
少
な
い
の
で
あ
る
か
ら
比
較
的
小
さ
な
容
器
で
済
む
。
煙
の

立
た
な
い
燃
料
は
そ
の
最
大
の
利
点
で
あ
る
煙
煤
の
少
な
さ
の
ほ
か
、火
力
も
劣
ら
ず
、

か
つ
燃
焼
の
持
続
性
に
富
む
の
で
、
評
価
が
よ
り
高
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
当
時
は

そ
の
生
産
も
限
ら
れ
、
特
に
、
薪
の
残
り
炭
と
し
て
え
た
燠
で
は
な
く
、
本
格
的
に
築

い
た
窯
で
焼
い
て
作
っ
た
炭
は
貴
重
で
高
価
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
も
、
煙

の
立
た
な
い
燃
料
を
燃
や
す
炉
が
よ
り
新
出
の
炉
で
あ
り
、
同
時
に
、
よ
り
上
位
の
階

                              

                  

 
2
5
5

例
外
的
に
、『
中
右
記
』
天
仁
元
年
（
一
一
〇
八
）
十
一
月
二
十
日
条
に
「
火
桶
・
高
器
物
な
ど
を
居
う
」

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
々
日
の
日
記
に
神
楽
行
事
で
火
桶
の
記
述
が
あ
り
、
そ
れ
に
つ
ら
れ
て
誤
記
し
た
も

の
か
。 

2
5
6

例
え
ば
、『
中
右
記
』
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
十
一
月
二
十
九
日
条
、「
此
の
間
、
殿
下
家
司
職
事
火
櫃

を
居
う
。
又
饗
饌
を
居
う
（
割
注
略
）。
蔵
人
頭
内
蔵
頭
為
房
朝
臣
勧
盃
」。
単
に
饌
と
も
あ
る
。『
兵
範
記
』

仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
正
月
十
日
条
、「
議
始
む
。
火
櫃
を
居
う
。
次
い
で
饌
を
居
う
。
頭
中
将
勧
盃
」。 

層
に
そ
の
使
用
が
集
中
す
る
結
果
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。 

 

火
爐
は
よ
り
旧
来
で
、
一
般
階
層
に
至
る
ま
で
広
範
な
使
用
を
想
定
で
き
、
こ
れ
に

対
し
て
火
櫃
・
火
桶
は
よ
り
新
来
で
、
上
位
階
層
の
使
用
に
か
か
る
も
の
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
と
は
言
え
、
こ
う
し
た
各
種
の
炉
は
、
儀
式
書
あ
る
い
は
日
記
類
さ
ら
に

は
宮
中
や
上
位
階
層
の
周
囲
で
の
で
き
ご
と
を
題
材
と
す
る
こ
と
の
多
い
物
語
・
随
筆

と
い
っ
た
、明
ら
か
に
上
位
階
層
の
手
に
な
る
史
料
の
中
に
見
え
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

お
の
ず
か
ら
上
位
階
層
の
使
用
に
か
か
る
炉
が
史
料
と
し
て
も
多
く
な
る
の
は
当
然
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
火
櫃
・
火
桶
は
当
時
で
は
上
位
階
層
の
置
き
炉
で
あ
り
、
と
り

わ
け
国
家
の
費
用
で
製
作
し
た
五
節
の
火
桶
が
、
度
重
な
る
過
飾
の
禁
止
に
関
わ
ら
ず

そ
の
度
合
を
増
し
て
い
っ
た
の
は
、
一
つ
の
方
向
を
示
し
て
い
る
。 

 

こ
の
上
位
指
向
の
調
度
と
し
て
の
炉
に
対
し
て
、
底
辺
指
向
の
家
什
具
と
し
て
の
炉

と
で
も
い
う
べ
き
も
の
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
役
割
を
演
じ
た
も
の
が
火
爐
そ

れ
に
火
櫃
の
一
部
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。 
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四
節 

風
流
の
置
き
炉 

 
【
要
約
】 

平
安
時
代
後
期
、
置
き
炉
は
工
芸
的
な
発
展
を
と
げ
た
が
、
当
時
の
風
流
の
風
潮
の
も
と

で
外
見
を
重
視
し
た
儀
器
化
も
進
行
し
た
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
を
史
料
に
基
づ
き
確
認
す
る
作
業
を

行
う
。
炉
の
炭
・
灰
を
櫛
・
お
白
い
と
い
う
化
粧
具
で
見
立
て
る
風
流
に
着
目
し
、
そ
の
記
事
の
散
見

す
る
五
節
の
贈
答
記
事
を
中
心
に
火
桶
と
櫛
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
贈
答
と
い
う
行
為
を
介
し
て
調
度

火
桶
・
実
用
薫
炉
か
ら
見
立
て
の
炉
に
推
移
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
見
立
て
の
進
行
に
は
多
彩
な
意

味
の
櫛
が
深
く
関
与
し
、
炉
を
含
め
た
見
立
て
の
造
形
を
風
流
の
櫛
と
称
し
た
こ
と
も
明
ら
か
に
す
る
。 

 

イ 

は
じ
め
に 

  

平
安
時
代
、
置
き
炉
は
単
構
造
の
炉
か
ら
（
史
料
に
火
桶
・
火
櫃
な
ど
と
見
え
る
）

二
重
構
造
の
炉
へ
と
発
展
し
た
。
そ
れ
に
つ
れ
て
、
炊
事
具
と
し
て
の
用
途
を
失
い
、

採
暖
具
と
し
て
の
用
途
に
収
束
し
て
い
っ
た
。
炊
事
に
用
い
る
た
め
に
は
炉
に
金
輪
な

ど
火
器
支
持
物
を
据
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
単
構
造
で
は
そ
れ
が
可
能
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
二
重
構
造
で
は
そ
れ
が
で
き
に
く
い
と
い
う
構
造
上
の
原
因
に
加
え
、

平
安
時
代
に
入
っ
て
飛
躍
的
に
進
ん
だ
住
家
の
床
構
造
の
変
革
を
伴
う
都
市
生
活
の
充

実
が
、
床
上
の
生
活
に
対
処
す
る
採
暖
の
炉
の
需
要
を
生
み
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
二

重
構
造
の
置
き
炉
は
、
や
が
て
宮
中
を
飾
る
季
節
的
な
調
度
と
し
て
普
及
し
、
夏
の
扇

に
対
す
る
冬
の
炉
と
し
て
、
そ
の
交
替
は
更
衣
（
こ
ろ
も
が
え
）
と
い
う
年
中
行
事
と

し
て
確
立
し
た
。 

 

採
暖
に
用
い
た
置
き
炉
は
季
節
的
か
つ
日
用
的
な
用
途
で
あ
る
た
め
に
、
史
料
の
正

面
に
出
る
こ
と
は
概
し
て
少
な
い
。
考
古
資
料
で
も
、
よ
ほ
ど
の
形
態
上
の
特
徴
あ
る

い
は
使
用
上
の
特
徴
の
痕
跡
が
な
い
限
り
用
途
の
特
定
が
で
き
に
く
い
こ
と
も
あ
っ
て
、

炉
の
認
定
す
ら
進
ん
で
い
な
い
現
状
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
置
き
炉
の
発
展
に
関
す
る

知
見
も
断
片
的
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
当
初
は
火
床
と
な
る
火
容
を
桶
・
櫃
と
い
っ

た
容
器
に
納
め
た
だ
け
の
素
朴
で
実
用
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
も
の
が
、
平

安
時
代
後
期
・
鎌
倉
時
代
と
も
な
る
と
、
蒔
絵
や
金
物
で
飾
っ
た
き
わ
め
て
技
巧
に
走

っ
た
置
き
炉
に
向
上
し
た
こ
と
は
、
絵
巻
物
か
ら
そ
の
具
体
像
を
知
る257

だ
け
で
な
く
、

                              

                  

 
2
5
7

第
二
章
に
論
述
。 

法
制
史
料258

で
も
過
差
の
禁
制
に
置
き
炉
の
一
項
が
し
ば
し
ば
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
に

よ
り
窺
え
る
。 

 

そ
の
よ
う
な
調
度
と
し
て
の
工
芸
的
な
発
展
の
原
動
力
は
、
も
ち
ろ
ん
、
宮
中
と
い

う
、
当
時
の
富
の
集
積
す
る
場
に
お
い
て
、
そ
れ
が
多
く
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
あ
ろ
う

が
、
加
え
て
、
当
時
、
調
度
の
競
い
合
と
い
う
風
潮
も
あ
っ
た
こ
と
を
見
逃
す
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
先
の
過
差
の
禁
制
も
、
対
象
の
莫
然
と
し
た
禁
制
で
は
な
く
、
賀
茂
祭
・

五
節
・
潅
仏
さ
ら
に
は
稲
荷
・
日
吉
祭
や
祇
園
御
霊
会
と
い
っ
た
観
衆
の
多
く
集
ま
る
、

見
せ
物
興
業
的
な
要
素
を
多
分
に
も
つ
年
中
行
事
に
関
わ
っ
て
の
禁
制
で
あ
る
こ
と
に

留
意
し
た
い
。
年
中
行
事
に
お
け
る
観
衆
を
意
識
し
た
競
い
合
い
が
調
度
の
発
展
を
促

し
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
う
し
た
行
事
に
誂
え
た
調
度
は
実
用
と

い
う
よ
り
も
、見
た
目
を
重
視
し
た
儀
器
と
し
て
の
性
格
を
多
分
に
帯
び
ざ
る
を
え
ず
、

置
き
炉
に
あ
っ
て
も
工
芸
的
な
発
展
と
い
う
実
の
面
と
単
な
る
修
飾
に
留
ま
ら
な
い
儀

器
化
と
い
う
仮
の
面
の
二
面
的
な
進
展
の
方
向
を
採
る
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
置

き
炉
の
史
的
発
展
を
見
据
え
て
、
儀
器
化
の
進
行
を
確
認
す
る
。 

 

ロ 

見
立
て 

  

『
明
月
記
』
建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
十
二
月
十
日
条
に
、「
宇
治
の
間
の
事
、
有
長

朝
臣
に
問
ひ
、
少
々
不
審
を
散
ず
」
と
い
う
書
出
し
で
、
お
そ
ら
く
、
去
る
十
二
月
四

日
に
行
わ
れ
た
後
鳥
羽
上
皇
の
宇
治
新
御
所
へ
の
移
徒
に
関
連
し
て
手
配
さ
れ
た
と
見

ら
れ
る
御
所
装
束
の
詳
細
な
記
事
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
炉
そ
の
他
の
調
度
に
つ
い
て

風
流
と
す
る
記
述
が
見
え
る
。
す
こ
し
長
文
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
抜
き
出
す
と
以
下

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

 

「
寝
殿
の
西
北
、
卯
酉
の
屋
を
以
て
、
台
盤
所
と
な
し
、
風
流
の
壷
厨
子
一
脚
を
立

つ
（
花
田
の
唐
綾
二
段
を
以
て
、
之
を
造
る
）。 

 

厨
子
の
上
二
層
に
、
風
流
の
菓
子
十
合
を
居
う
（
錦
を
以
て
折
櫃
を
造
る
。
色
々
の

錦
の
護
り
袋
二
つ
を
以
て
、
紙
立
と
な
す
。
護
り
の
小
緒
を
以
て
、
折
櫃
の
口
并
に
帯

                              

                  

 
2
5
8

禁
制
は
度
々
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
十
月
の
禁
制
（『
鎌
倉
遺
文
』
四
二
四
〇

号
）
に
そ
れ
ま
で
の
主
要
な
禁
制
を
「
遠
く
は
則
ち
保
延
・
保
元
の
制
に
随
い
、
近
く
は
又
建
久
・
建
暦
の

符
に
任
せ
、
嘉
禄
の
始
に
禁
綱
を
又
加
う
」
と
列
記
す
る
。『
吏
部
王
記
』
天
暦
元
年
（
九
四
七
）
十
一
月
十

七
日
条
。
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
十
月
八
日
宣
旨
三
十
五
条
（『
兵
範
記
』）。『
玉
葉
』
文
治
四
年
（
一
一

八
八
）
四
月
十
八
日
条
。『
三
代
制
符
』
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
三
月
二
十
八
日
後
鳥
羽
天
皇
宣
旨
（『
鎌

倉
遺
文
五
二
六
号
』。『
百
錬
抄
』
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
十
月
二
十
四
日
条
。 
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を
な
す
。
一
合
別
に
色
々
の
唐
の
綾
、
御
綾
二
段
を
以
て
種
々
の
菓
子
を
造
る
）。
厨
子

の
中
に
生
綾
六
十
疋
（
単
文
十
疋
宛
を
加
ふ
）・
長
絹
廿
五
疋
・
紅
絹
廿
巻
（
袴
十
の
料
）

を
納
む
。 

 

厨
子
の
前
に
風
流
の
炭
櫃
を
居
う
。
女
房
の
装
束
、
裳
・
唐
衣
・
懸
帯
・
護
り
袋
・

同
じ
緒
の
小
緒
等
を
以
て
之
を
造
る
。
白
き
物
を
以
て
炭
櫃
と
な
し
、
女
房
の
手
箱
・

物
具
等
を
炭
と
な
す
。
櫛
十
束
、
蒔
絵
の
鏡
筥
、
同
じ
白
き
物
の
筥
、
歯
黒
の
筥
已
下
、

厳
（
い
か
め
）
し
き
粧
具
各
々
十
之
を
積
む
。 

 

銀
の
薫
物
の
筥
三
に
薫
物
・
麝
香
両
三
裹
を
入
る
。
紅
薄
様
を
火
鉢
と
な
し
、
下
に

綿
五
百
両
を
納
む
。
其
の
傍
に
風
流
の
炭
取
を
置
く
（
紺
の
唐
綾
一
反
を
以
て
、
炭
取

と
な
す
。
様
々
の
目
を
以
て
、
小
袖
の
面
廿
を
結
び
、
炭
と
な
す
）。」 

 

こ
の
一
文
で
は
、
食
物
で
あ
る
べ
き
菓
子
を
布
で
造
っ
て
い
る
こ
と
、
炉
の
一
種
で

あ
る
べ
き
炭
櫃
（
の
灰
）
を
化
粧
に
用
い
る
お
白
い
で
造
り
、
そ
こ
に
燃
や
す
べ
き
炭

を
櫛
・
鏡
箱
・
化
粧
具
箱
な
ど
の
女
性
の
持
ち
物
で
見
立
て
炭
櫃
（
の
灰
）
の
上
に
積

ん
で
い
る
こ
と
、
香
炉
の
火
容
を
指
す
火
鉢
を
紅
薄
様
（
こ
こ
で
は
紙
で
は
な
く
衣
裳

か
）
で
見
立
て
て
い
る
こ
と
、
本
来
な
ら
ば
燃
料
用
の
炭
を
入
れ
て
お
く
炭
取
を
布
で

見
立
て
、
炭
自
体
も
小
袖
を
束
ね
た
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。

こ
の
視
点
で
読
み
返
す
と
、
壷
厨
子
も
実
際
の
も
の
で
な
く
、
布
で
見
立
て
て
あ
る
と

気
付
く
。
見
立
て
の
調
度
は
、
香
炉
に
表
現
を
欠
く
ほ
か
は
風
流
の
菓
子
・
炭
櫃
・
炭

取
・
壷
厨
子
と
記
す
。
当
時
、
調
度
の
見
立
て
を
風
流
と
称
し
て
い
た
一
例
で
あ
る
。 

 

こ
れ
と
よ
く
似
た
見
立
て
の
記
事
が
同
じ
『
明
月
記
』
の
建
保
元
年
（
一
二
一
三
）

十
一
月
十
二
日
条
に
あ
る
。
年
中
行
事
と
し
て
の
五
節
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
が
、
そ

こ
に
は
、「
風
流
の
櫛
等
、
構
へ
出
し
て
之
を
送
る
。
按
察
の
火
桶
（
錦
を
押
し
、
櫛
を

以
て
炭
と
な
し
、
白
い
物
を
以
て
灰
と
な
す
。
櫛
廿
之
に
入
る
）、
炬
屋
一
（
櫛
を
以
て

其
の
上
を
葺
き
、
桧
皮
と
な
す
、
薄
様
を
以
て
立
蔀
と
な
し
、
男
一
人
其
の
内
に
居
り
。

花
田
の
薄
様
を
以
て
衣
と
な
し
、
紅
の
薄
様
一
つ
に
結
び
火
と
な
す
。
前
に
在
り
）」
と

あ
る
。
こ
の
一
文
を
引
用
し
て
、
江
戸
時
代
の
風
俗
考
証
家
・
岩
瀬
百
樹
は
「
按
察
火

桶
と
は
大
な
る
火
鉢
の
事
、
こ
れ
を
錦
に
て
押
（
は
り
）、
櫛
を
炭
と
み
せ
、
白
物
を
灰

と
見
せ
た
る
」
と
解
釈
し
、
さ
ら
に
「
是
は
五
節
の
舞
姫
に
公
卿
た
ち
お
の
お
の
風
流

を
つ
く
し
、
引
出
物
と
し
て
帝
の
御
前
ち
か
き
あ
た
り
へ
か
ざ
り
お
き
、
舞
は
て
て
の

ち
舞
姫
に
と
ら
す
る
な
り
」
と
解
説
す
る259

。
岩
瀬
の
解
説
に
よ
っ
て
『
明
月
記
』
の

記
事
の
概
要
を
理
解
で
き
る
が
、
付
け
加
え
る
と
、
別
に
炬
屋
（
ひ
た
き
や
）
の
表
題

で
造
形
を
一
つ
用
意
し
、
そ
こ
で
は
櫛
を
炬
屋
の
桧
皮
屋
根
に
、
各
種
の
薄
様
を
立
蔀
・

男
性
の
姿
の
人
形
の
衣
・
燃
え
火
に
見
立
て
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
見
立
て
の
風
流
に
つ
い
て
、
岩
瀬
は
「
俗
に
い
へ
ば
お
も
ひ
つ
き
の
か
ざ

り
物
と
い
う
事
」
と
断
じ
て
い
る260

が
、
見
立
て
の
炉
を
構
成
す
る
炭
・
灰
に
つ
い
て

                              

                  

 
2
5
9

岩
瀬
百
樹
『
歴
世
女
装
考
』。 

2
6
0

風
流
に
つ
い
て
は
、
芸
能
史
の
視
点
か
ら
多
く
の
論
考
が
あ
り
、
都
鄙
の
間
で
の
優
越
的
感
覚
と
し
て
の

「
風
雅
（
み
や
び
）」
か
ら
芸
能
と
し
て
の
「
延
年
風
流
」
が
生
ま
れ
る
過
程
を
語
る
も
の
と
し
て
、
見
る
者

を
意
識
し
た
過
度
の
華
麗
な
装
束
の
風
潮
と
し
て
風
流
が
位
置
付
け
ら
れ
、
新
興
の
都
市
民
の
間
に
成
長
し

て
き
た
美
意
識
と
評
価
さ
れ
て
い
る
（
芸
能
史
研
究
会
『
日
本
芸
能
史
』
二
（
法
政
大
学
出
版
会
、
一
九
八

二
）。 

 

按
察
火
桶 

風
流
火
取 

風
流
炭
櫃 

出
火
桶 

絵
火
桶 

歌
絵
薫
炉 

き
り
火
桶 

（
調
度
） 

薫
炉 

 

（
化
粧
具
） 

（
化
粧
具
） 

蓬
莱 

（
形
見
） 

薫
炉 

 

白
物
（
灰
） 

白
物
（
灰
） 

白
物
（
灰
） 

白
粉
（
灰
） 

綿
（
灰
） 

梅
（
雪
） 

銀 白
物 

白
物 

 

白
物 

粉 白
き
物 

白
い
物 

沈
（
灰
） 

 

櫛
（
炭
） 

 

櫛
（
炭
） 

櫛
（
炭
） 

花
（
炭
） 

柳
（
煙
） 

 

焼
物 

燒
物 

合
焼
物 

薫
物 

薫
・
細
櫛 

反
櫛 

螺
鈿
櫛
・
扇 

黒
方
（
炭
） 

（
備
考
：
括
弧
内
は
見
立
て
、
◎
は
五
節
記
事
） 

◎
『
明
月
記
』
建
保
元
年
十
一
月
十
二
日 

『
明
月
記
』
承
元
元
年
十
二
月
二
十
九
日 

『
明
月
記
』
建
仁
三
年
十
二
月
十
日 

◎
『
兵
範
記
』
保
元
二
年
十
一
月
十
六
日 

『
兵
範
記
』
仁
平
二
年
十
二
月
十
二
日 

◎
『
後
二
条
師
通
記
』
寛
治
六
年
十
一
月
二
十
二
日 

『
今
物
語
』
藤
原
頼
長
・
源
頼
政 

◎
『
左
経
記
』
長
元
四
年
十
一
月
十
四
日 

◎
『
左
経
記
』
万
寿
三
年
十
一
月
十
一
日 

『
経
頼
卿
記
』
万
寿
二
年
十
一
月
二
十
日 

◎
『
小
右
記
』
万
寿
二
年
十
一
月
九
日 

◎
『
左
経
記
』
寛
仁
四
年
十
一
月
十
八
日 

◎
『
紫
式
部
日
記
』
寛
弘
五
年
十
一
月
二
十
二
日 

『
落
窪
物
語
』
巻
之
四
（
二
例
） 

『
う
つ
ほ
物
語
』
あ
て
宮 
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各
々
櫛
・
お
白
い
と
い
う
、
主
に
女
性
の
扱
う
化
粧
具
で
当
て
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で

き
る
。
火
を
扱
う
置
き
炉
と
女
性
の
化
粧
具
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で
結
び
付
く
の
で
あ

ろ
う
か
。 

 

櫛
・
お
白
い261

に
注
目
し
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
構
成
あ
る
い
は
造
形
さ
れ
る
火
処
と

そ
の
関
連
記
事
を
拾
い
あ
げ
、
年
代
順
に
示
す
と
表
の
よ
う
で
あ
る
。
以
下
こ
の
表
に

即
し
て
、
対
象
と
す
る
時
期
を
『
兵
範
記
』・『
明
月
記
』
と
い
う
新
し
い
年
代
（
以
下

新
期
と
す
る
）
と
、
そ
れ
よ
り
も
古
い
年
代
（
古
期
）
に
区
分
す
る
。
各
時
期
を
通
じ

て
、
灰
は
お
白
い
・
銀
・
綿
と
い
っ
た
白
系
統
の
色
彩
、
炭
は
花
を
除
く
と
黒
方
・
櫛

と
い
っ
た
黒
系
統
の
色
彩
と
い
う
よ
う
に
、
素
材
の
色
彩
が
選
択
の
要
素
の
一
つ
に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。 

 

櫛
に
注
目
す
る
と
、
炭
の
見
立
て
と
す
る
の
は
新
期
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
蓬
莱
の

造
形
（
見
立
て
）
あ
る
い
は
化
粧
具
と
し
て
現
れ
る
。
炭
の
働
き
で
あ
る
燃
料
と
い
う

視
点
で
見
れ
ば
、
櫛
が
化
粧
具
と
し
て
見
え
る
古
期
に
は
黒
方
・
焼
物
と
い
っ
た
薫
香

が
お
白
い
と
と
も
に
見
え
る
。
花
を
薫
物
に
混
ぜ
て
焚
く
こ
と
が
あ
っ
た262

こ
と
の
反

映
と
し
て
、
花
を
炭
と
す
る
見
立
て
も
確
認
で
き
る
。
薫
香
と
組
み
合
う
古
期
の
薫
炉

は
見
立
て
と
い
う
よ
り
も
、
実
用
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
く
、
当
時
に
お
白
い
を

灰
と
す
る
香
炉
が
存
在
し
た
と
見
て
よ
い
。
古
期
・
新
期
を
問
わ
ず
薫
炉
を
贈
っ
た
記

事
が
散
見
さ
れ
る
が
、
そ
の
実
際
に
は
こ
の
よ
う
な
も
の
も
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
出

現
す
る
時
期
差
か
ら
判
断
し
て
、
櫛
・
お
白
い
で
見
立
て
ら
れ
る
火
桶
の
原
型
が
同
じ

                              

                  

 
2
6
1 

お
白
い
は
、
史
料
に
よ
っ
て
は
白
き
物
と
白
粉
が
あ
る
。
お
白
い
に
関
す
る
和
漢
の
史
料
を
考
証
し
た
久

下
司
に
よ
る
と
、
こ
の
二
つ
は
そ
の
原
料
の
相
違
か
ら
厳
密
に
区
別
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
鉛
粉
と
包
括
さ

れ
る
お
白
い
の
う
ち
、
白
粉
（
は
ふ
に
）
は
鉛
白
を
原
料
と
し
、
白
き
物
（
は
ら
や
、
と
後
に
呼
ば
れ
た
）

は
水
銀
を
原
料
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
（
久
下
司
『
化
粧
』（
も
の
と
人
間
の
文
化
史
四
、
法
政
大
学

出
版
局
、
一
九
七
〇
）。
鉛
粉
を
原
料
と
す
る
お
白
い
と
は
別
に
、
餅
米
を
原
料
と
す
る
お
白
い
も
あ
っ
た
。

『
延
喜
式
』
典
薬
寮
に
白
粉
を
造
る
料
と
し
て
糯
米
以
下
を
挙
げ
て
い
る
ほ
か
、
中
国
の
「
急
就
篇
」
に
も

脂
粉
に
つ
い
て
「
粉
は
鉛
粉
及
び
米
粉
を
謂
う
。
皆
以
て
面
に
打
ち
て
光
沢
を
取
る
な
り
」（
久
下
司
同
上
）

と
あ
り
、
和
漢
を
問
わ
ず
存
在
し
た
。
糯
米
は
『
和
名
類
聚
抄
』
に
「
毛
知
乃
与
祢
（
も
ち
の
よ
ね
）」
と
あ

る
よ
う
に
餅
米
の
こ
と
で
あ
る
。
お
白
い
と
は
言
っ
て
も
、
食
し
て
有
害
な
鉛
粉
も
あ
れ
ば
、
食
用
そ
の
も

の
で
あ
る
餅
粉
も
あ
っ
た
。
風
流
の
炉
に
関
わ
っ
て
、
灰
の
見
立
て
と
し
て
見
え
る
お
白
い
は
、
必
ず
し
も

鉛
粉
と
は
限
ら
ず
、
糯
米
を
原
料
と
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。『
う
つ
ほ
物
語
』
あ
て
宮
で
は
毎
年
二
月
二
十
日

の
年
初
の
庚
申
に
お
白
い
を
ご
飯
に
混
ぜ
て
食
す
る
こ
と
を
語
る
。「
源
中
将
の
も
と
よ
り
沈
の
破
子
十
荷
、

入
れ
た
る
物
、
飯
に
は
白
粉
（
し
ろ
い
も
の
）
ふ
る
ひ
入
れ[

あ
へ
も
の
と
し
て]

、
敷
物
、
袋
な
ど
め
で
た

う
し
て
奉
れ
給
へ
り
」
と
あ
る
。
ま
た
『
う
つ
ほ
物
語
』
蔵
開
上
に
、
産
後
七
日
の
産
養
の
贖
物
に
「
合
せ

薫
物
三
種
・
・
・
白
き
物
入
れ
た
り
」
も
あ
る
。 

2
6
2 

『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
三
の
四
十
三
に
「
花
枯
れ
ぬ
れ
ば
取
り
集
め
て
薫
き
も
の
に
交
ぜ
て
匂
ひ
を
取

れ
り
」
と
あ
る
。 

火
処
の
一
つ
で
あ
る
香
炉
に
あ
り
、
櫛
・
お
白
い
と
い
っ
た
見
立
て
の
素
材
は
女
性
の

化
粧
具
か
ら
そ
の
色
彩
を
加
味
し
て
選
ば
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
。 

 

だ
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
実
用
の
香
炉
か
ら
見
立
て
の
火
桶
が
派
生
し
た
状
況
は
分
か

ら
な
い
。
見
立
て
の
対
象
と
な
る
炉
、
と
く
に
火
桶
と
見
立
て
の
素
材
と
し
て
選
択
さ

れ
た
櫛
の
両
方
に
つ
い
て
当
時
の
実
体
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。そ
の
際
に
、

先
の
表
の
記
事
の
う
ち
半
数
が
五
節
と
い
う
行
事
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ

に
贈
答
と
い
う
行
為
に
関
わ
っ
て
炉
が
登
場
す
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。 

  
 

ハ 

贈
答
の
火
桶 

  

五
節
は
、
新
嘗
祭
（
あ
る
い
は
そ
の
一
代
一
事
と
し
て
の
大
嘗
祭
）
の
一
連
の
行
事

と
し
て
、
そ
の
最
終
日
に
行
わ
れ
る
豊
明
の
宴
の
席
上
で
披
露
さ
れ
る
女
性
（
舞
姫
）

に
よ
る
五
節
舞
を
頂
点
と
す
る
そ
の
前
後
の
数
日
に
わ
た
る
行
事
で
あ
る263

。
こ
の
五

節
の
行
事
に
、
火
桶
と
い
う
置
き
炉
が
調
達
さ
れ
た
。
舞
の
儀
式
に
直
接
用
い
る
も
の

で
は
な
く
、
舞
姫
の
晴
れ
姿
を
殿
上
人
に
披
露
す
る
五
節
所
に
鋪
設
さ
れ
た
畳
の
脇
に

据
え
置
く
も
の
で
あ
る264

。
畳
は
舞
姫
の
着
座
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
行
事
が
中

冬
と
い
う
厳
し
い
冬
の
最
中
に
催
さ
れ
る
こ
と
を
想
う
と
、
火
桶
の
鋪
設
の
理
由
も
採

暖
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
火
桶
は
、
い
く
つ
か
の
史
料265

に
出
火
桶

（
い
だ
し
ひ
を
け
）
と
見
え
、
五
節
の
置
き
炉
に
つ
い
て
特
に
呼
び
習
わ
さ
れ
た
名
称

を
も
っ
て
い
た
。 

 

出
火
桶
の
実
態
に
つ
い
て
は
「
泥
絵
常
の
如
し
。
縁
は
赤
地
錦
・
伏
組
絲
を
押
す
。

白
粉
を
入
れ
て
灰
と
な
し
、
櫛
を
積
み
て
炭
と
な
す
」266

と
あ
り
、
短
い
文
で
は
あ
る

が
、
出
火
桶
を
風
流
に
作
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
そ
の
具
体
像
が
わ
か
る
。
炉
の

外
容
器
の
仕
様
は
泥
絵
を
施
し
た
絵
火
桶267

が
通
常
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
史
料
で

                              

                  

 
2
6
3

五
節
の
解
説
と
し
て
石
村
貞
吉
『
源
氏
物
語
有
職
の
研
究
』（
風
間
書
房
、
一
九
六
四
）
五
節
の
項
を
挙
げ

て
お
く
。 

2
6
4 

『
雅
亮
装
束
抄
』。『
兵
範
記
』
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
十
一
月
十
二
日
条
に
指
図
あ
り
。 

2
6
5 

『
兵
範
記
』
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
十
一
月
十
六
日
条
、『
康
平
記
（
定
家
朝
臣
記
）』
康
平
三
年
（
一

〇
六
〇
）
十
一
月
十
七
日
条
、『
雅
亮
装
束
抄
』。 

2
6
6 

『
兵
範
記
』
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
十
一
月
十
六
日
条
。 

2
6
7 

こ
の
出
し
火
桶
と
同
一
と
見
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
十
一
月
十
二
日
条
で
は
「
絵

火
桶
（
六
位
な
ど
之
を
調
進
す
）」
と
記
し
、
火
桶
で
も
泥
絵
を
施
す
も
の
は
絵
火
桶
と
呼
ば
れ
た
よ
う
で
あ

る
。『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
十
二
月
十
日
条
の
泥
絵
火
桶
、『
兵
範
記
』
仁
平
二
年
（
一
一
五
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は
、
縁
に
は
赤
を
基
調
と
し
、
二
種
類
の
撚
り
の
糸
を
撚
り
合
わ
せ
た
も
の
を
縫
い
つ

け
た
伏
組
糸268

で
飾
っ
た
錦
を
張
っ
て
い
る
。
絵
巻
物
に
見
る
大
和
絵
を
飾
る
円
形
置

き
炉
と
大
差
な
い
。「
頭
中
将
信
頼
朝
臣
之
を
調
献
す
」269

、「
六
位
な
ど
調
進
の
内
」270

な
ど
と
注
す
も
の
が
あ
り
、
舞
姫
献
上
の
官
司
に
対
し
て
縁
者
・
配
下
の
者
が
特
別
に

調
進
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

出
火
桶
は
行
事
の
終
了
後
に
舞
姫
や
大
歌
師
な
ど
大
役
を
果
た
し
た
行
事
参
加
者
に

禄
と
し
て
分
配
す
る
の
が
習
い271

で
、
古
く
は
『
小
右
記
』
長
保
元
年
（
九
九
九
）
に

「
五
節
几
帳
四
基
・
火
桶
舗
設
な
ど
宮
御
方
に
分
ち
奉
る
。
又
、
火
桶
な
ど
を
處
々
に

送
る
。
菓
子
・
魚
鳥
な
ど
の
類
同
じ
く
奉
る
」272

と
見
え
る
。
こ
の
年
、『
小
右
記
』
の

筆
者
、
藤
原
実
資
は
藤
原
道
綱
・
藤
原
済
家
・
平
生
昌
と
共
に
舞
姫
の
献
上
官
司
の
任

に
当
た
っ
て
お
り
、
献
上
官
司
に
よ
る
調
度
の
火
桶
の
贈
答
例
で
あ
る
。 

 

長
保
元
年
の
史
料
に
は
吟
味
す
べ
き
問
題
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
又
、
火
桶
な
ど
を

處
々
に
送
る
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
こ
の
火
桶
を
五
節
の
調
度
と
見
る
か
、
そ
れ
と

も
文
中
に
菓
子
・
魚
鳥
と
見
え
る
食
物
と
関
わ
っ
て
用
意
さ
れ
た
も
の
と
見
る
か
に
よ

っ
て
、
五
節
で
の
火
桶
の
贈
答
の
評
価
が
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
を
考
察
す
る
手
が
か
り
は
、
中
冬
の
五
節
と
並
ぶ
初
冬
の
行
事
で
あ
る
亥
子
餅

の
行
事
に
あ
る
。
亥
子
餅
の
行
事
は
民
間
の
収
穫
祭
に
起
源
し
、
そ
の
祭
日
に
参
集
者

が
餅
を
食
し
て
楽
し
む
事
に
始
ま
っ
た273

。
や
が
て
、
互
い
に
餅
な
ど
を
贈
り
あ
っ
て

食
べ
る
行
事
と
し
て
定
着
し
、
餅
だ
け
で
は
な
く
、『
源
順
集
』
に
「
火
桶
に
も
ち
ひ
・

く
だ
も
の
盛
り
て
、
う
ち
の
女
房
ど
も
に
つ
か
は
す
」274

と
あ
る
よ
う
に
、
果
物
や
火

桶
ま
で
も
合
わ
せ
て
贈
っ
た
。 

 

初
亥
日
よ
り
は
だ
い
ぶ
遅
れ
た
日
付
（
十
月
二
十
一
日
）
の
記
事
で
は
あ
る
が
、『
小

右
記
』
正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
に
、「
対
の
御
方
（
＝
藤
原
国
章
の
娘
、
綏
子
の
母
）
依

                              

                              

                              

                    

 

二
）
十
二
月
十
二
日
条
の
絵
火
桶
も
同
趣
で
あ
ろ
う
。 

2
6
8

伏
組
絲
と
は
「
左
縒
（
＝
撚
り
）
の
糸
と
右
縒
の
糸
と
を
合
わ
せ
て
、
そ
れ
を
伏
せ
て
縫
い
付
け
る
」（『
栄

花
物
語
』〔
日
本
古
典
文
学
大
系
全
集
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
〕
巻
第
八
の
松
村
・
山
中
の
注
）
も
の
を
い

う
。
あ
る
い
は
「
差
紐
に
唐
組
啄
木
紐
を
以
っ
て
刺
し
、
四
隅
に
揚
巻
結
の
紐
を
垂
れ
る
も
の
」（
江
馬
務
「
日

本
住
宅
調
度
史
」〔『
江
馬
務
著
作
集
』
第
五
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
一
）。 

2
6
9 

『
兵
範
記
』
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
十
一
月
十
六
日
条
。 

2
7
0 

『
兵
範
記
』
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
十
一
月
十
二
日
条
。 

2
7
1 

『
小
右
記
』
長
元
五
年
（
一
〇
三
二
）
十
一
月
二
十
日
条
、『
兵
範
記
』
保
元
二
年
十
一
月
十
九
日
条
、『
玉

葉
』
元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
十
一
月
二
十
二
日
条
。 

2
7
2 

『
小
右
記
』
長
保
元
年
（
九
九
九
）
十
一
月
二
十
六
日
条
。 

2
7
3

山
中
裕
『
平
安
朝
の
年
中
行
事
』（
塙
書
房
、
一
九
七
二
）。 

2
7
4 

『
校
註
国
歌
大
系
』
第
一
二
巻
（
国
民
図
書
、
一
九
三
四
）
に
収
め
る
「
源
順
集
」
に
よ
る
。 

り
消
息
。
調
火
桶
二
口
・
箸
な
ど
之
を
送
る
。
鉢
盛
物
（
松
の
実
・
餅
な
ど
な
り
）。
尚

侍
聊
か
餅
の
経
営
有
り
。
其
の
事
に
依
る
か
」
と
見
え
る
。
こ
こ
に
見
え
る
鉢
は
食
器

と
し
て
の
鉢
で
は
な
く
、
火
桶
の
火
容
と
し
て
の
鉢
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
松

の
実
は
燃
料
に
も
用
い
た
が
食
菓
と
し
て
松
の
実
を
挙
げ
る
史
料275

に
依
拠
し
て
食
物

と
見
る
。「
其
の
事
」
と
は
、
直
接
に
は
、
食
物
を
盛
っ
た
火
桶
を
送
っ
た
行
為
を
指
す

の
で
あ
ろ
う
が
、
間
接
に
は
、
亥
子
餅
の
よ
う
な
贈
答
行
事
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
食
物
を
盛
り
贈
答
し
た
火
桶
は
食
物
全
般
に
対
し
て
で
は
な
く
、
餅
と
強
く
結

び
付
い
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
餅
の
贈
答
あ
る
い
は
会
食
に
ま
つ
わ
る

行
事
は
亥
子
餅
の
ほ
か
、
三
月
三
日
の
桃
花
餅
（
草
餅
）
や
五
月
五
日
の
五
色
粽
を
始

め
、
生
誕
五
十
日
や
百
日
の
祝
い
・
戴
餅
・
結
婚
三
夜
の
餅
・
定
考
の
餅
餤
な
ど
い
く

つ
か
あ
る276

が
、
亥
子
餅
な
ど
と
い
う
冬
の
行
事
に
限
っ
て
火
桶
と
い
う
置
き
炉
に
盛

っ
て
贈
答
す
る
風
習
が
あ
っ
た
の
は
、
贈
答
の
容
器
と
し
て
の
火
桶
が
、
季
節
的
な
採

暖
を
兼
ね
て
、餅
の
加
熱
調
理
に
使
用
さ
れ
る
意
図
を
も
っ
て
い
た
か
ら
に
違
い
な
い
。

民
俗
例
と
し
て
「
囲
炉
裏
の
灰
の
中
に
た
っ
ぷ
り
と
埋
め
て
焼
き
、
灰
を
た
た
い
て
お

と
し
て
食
べ
る
」
方
法
の
焼
き
餅
が
あ
り277

、
古
い
時
代
か
ら
の
食
べ
方
と
言
わ
れ
て

い
る278

。
餅
を
焼
く
た
め
の
灰
は
別
に
囲
炉
裏
の
灰
で
な
く
と
も
置
き
炉
の
灰
で
も
可

能
で
あ
り
、
平
安
時
代
当
時
、
贈
答
の
容
器
で
あ
る
火
桶
で
そ
の
よ
う
な
食
べ
方
を
し

た
と
想
像
し
て
も
不
当
で
は
な
い
。
採
暖
の
た
め
に
火
桶
に
寄
り
集
ま
っ
た
者
が
会
話

を
楽
し
み
、
埋
め
火
を
起
こ
し
つ
つ
、
餅
を
焼
い
て
食
す
る
場
面
が
冬
の
光
景
と
し
て

想
像
さ
れ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
な
食
物
を
盛
り
贈
答
す
る
火
桶
と
、
先
の
『
小
右
記
』
長
保
元
年
の
記

事
を
比
較
検
討
す
る
と
、「
又
」
以
下
で
は
火
桶
と
食
物
を
別
々
に
記
述
し
、
そ
の
行
為

も
「
送
る
」「
奉
る
」
と
使
い
分
け
て
い
る
。
そ
れ
に
菓
子
・
魚
鳥
と
は
あ
る
も
の
の
餅

に
つ
い
て
の
記
述
が
ま
っ
た
く
な
い
。
従
っ
て
、
火
桶
を
容
器
と
し
て
そ
れ
に
食
物
を

盛
り
付
け
て
贈
答
し
た
と
は
理
解
し
に
く
い
。「
又
」
よ
り
前
の
調
度
の
分
配
の
割
注
と

し
て
、「
又
、
火
桶
な
ど
を
處
々
に
送
る
」
の
文
を
考
え
る
べ
き
で
、
調
度
の
几
帳
・
火

桶
及
び
菓
子
・
魚
鳥
を
宮
御
方
に
奉
っ
た
ほ
か
、
調
度
に
用
い
た
火
桶
の
い
く
つ
か
を

各
所
に
送
っ
た
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
記
事
に
見
え
る
火
桶
は
す
べ
て
調
度
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

                              

                  

 
2
7
5 

『
小
右
記
』
長
元
五
年
（
一
〇
三
二
）
十
一
月
二
十
六
日
条
。 

2
7
6

篠
田
統
「
米
と
日
本
人
」（『
食
の
風
俗
民
俗
名
著
集
成
』、
東
京
書
房
社
、
一
九
八
五
）
を
参
考
。 

2
7
7

小
泉
武
夫
『
灰
の
文
化
誌
』（
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
、
一
九
八
四
）。 

2
7
8

柳
田
国
男
『
火
の
昔
』（
実
業
之
日
本
社
、
一
九
四
四
）。 
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見
立
て
の
火
桶
が
登
場
す
る
よ
り
も
古
く
、
平
安
時
代
半
ば
か
ら
平
安
時
代
後
期
の

古
期
に
か
け
て
、
薫
炉
の
贈
答
と
と
も
に
、
調
度
の
火
桶
の
贈
答
も
行
わ
れ
て
い
た
。

先
に
、
櫛
の
見
立
て
に
注
目
し
て
、
実
用
の
薫
炉
か
ら
見
立
て
の
火
桶
が
派
生
す
る
こ

と
を
見
た
が
、
火
桶
そ
の
も
の
に
注
目
す
る
と
、
調
度
の
火
桶
か
ら
見
立
て
の
火
桶
が

派
生
し
た
と
言
え
る
。 

 

ニ 

風
流
の
櫛 

  

平
安
時
代
後
期
、
五
節
に
舞
姫
を
献
上
し
た
官
司
は
、
同
時
に
「
此
の
日
、
棚
所
々

に
進
む
（
院
・
殷
富
門
院
・
姫
宮
等
な
り
）。
内
・
中
宮
・
八
条
院
・
七
条
院
（
已
上
、

去
夜
之
を
進
め
了
ぬ
）。
或
は
又
櫛
を
進
む
」279

な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
櫛
（
そ
れ
に
棚
）

を
関
係
先
（
天
皇
・
上
皇
以
外
は
主
に
女
性
）
の
各
所
に
献
上
す
る
慣
習
が
あ
っ
た
。

献
上
官
司
で
な
く
と
も
女
性
に
請
わ
れ
る
ま
ま
に
贈
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う

な
あ
り
方
が
当
初
か
ら
で
あ
る
の
か
、
献
上
官
司
か
ら
他
へ
の
拡
大
行
為
で
あ
る
の
か

は
定
か
で
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
五
節
で
は
舞
姫
な
ど
の
理
髪
あ
る
い
は
髪
飾
り
に

用
い
る
櫛280

だ
け
で
は
な
く
、
関
係
者
へ
の
贈
答
に
用
い
る
櫛
も
あ
っ
た
の
で
あ
る281

。

た
だ
し
、
贈
っ
た
櫛
は
本
物
だ
け
で
は
な
く
、「
白
き
薄
様
の
、
色
々
の
櫛
を
書
き
た
る

に
〔
和
歌
を
〕
書
き
て
」282

と
あ
る
よ
う
に
、
紙
に
描
い
た
櫛
で
そ
の
代
替
と
す
る
場

合
も
あ
っ
た
。
当
時
、
櫛
の
実
体
い
か
ん
に
関
わ
ら
ず
贈
る
こ
と
に
意
義
が
あ
っ
た
の

で
あ
り
、
す
で
に
贈
答
の
形
式
化
が
進
ん
で
い
た
。 

 

『
資
経
卿
記
』
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
に
は
、「
風
流
の
櫛
、
院
に
遣
す
事
」
と
脇

注
を
し
た
た
め
、「
今
朝
、
風
流
の
櫛
三
（
琵
琶
一
面
・
・
筝
一
面
・
・
脇
息
一
脚
・
・
）、

作
物
五
十
荷
、
院
に
進
（
た
て
ま
つ
）
り
給
ふ
」283

と
い
う
記
事
が
あ
る
。
五
節
行
事

と
し
て
の
風
流
の
櫛
棚
を
院
に
献
上
す
る
と
し
な
が
ら
、
風
流
の
櫛
三
種
の
内
容
を
琵

琶
・
筝
・
脇
息
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
当
時
の
史
料
に
「
贈
物
」
あ
る
い
は
「
捧
物
」

と
し
て
見
え
る
内
容
で
あ
る
。
琵
琶
以
下
の
数
量
表
記
は
面
・
脚
と
品
目
に
対
応
し
た

表
記
で
あ
る
の
で
見
立
て
で
は
な
く
実
物
と
理
解
し
て
よ
い
。
風
流
の
櫛
と
は
あ
っ
て

                              

                  

 
2
7
9 

『
玉
葉
』
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）
十
一
月
十
九
日
条
。 

2
8
0 

『
玉
葉
』
元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
十
一
月
二
十
二
日
条
、『
雅
亮
装
束
抄
』
五
節
所
御
装
束
事
。 

2
8
1 

『
兵
範
記
』
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
十
一
月
十
八
日
条
、『
玉
葉
』
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
十
一
月

二
十
六
日
条
、『
玉
葉
』
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
十
一
月
二
十
三
日
条
。 

2
8
2 

『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』。 

2
8
3 

『
資
経
卿
記
』
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
十
一
月
二
十
五
日
条
。 

も
、
そ
の
実
際
は
必
ず
し
も
櫛
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
別
の
品
目
を
言
う
こ
と
も
あ
っ

た
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
の
風
流
の
櫛
は
五
節
の
（
あ
る
特
定
の
）
贈
答
の
総
称
を
意

味
し
、
そ
の
代
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
に
関
連
し
て
、『
玉
葉
』
元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
の
「
大
将
五
節
装
束
已
下
饗

禄
等
注
文
」
と
題
す
る
文
書284

に
記
載
さ
れ
て
い
る
櫛
の
一
項
は
注
目
さ
れ
る
。「
一
、

櫛
。
内
（
唐
船
）、
院
（
和
船
）、
八
条
院
（
火
爐
）、
皇
后
宮
（
櫛
）、
殿
（
鏡
台
）。
此

の
夜
寅
午
両
夜
、
櫛
少
々
を
裹
み
、
五
節
所
に
儲
け
ら
る
」。
こ
こ
で
は
、
櫛
と
す
る
も

の
に
つ
い
て
、
人
名
に
割
注
を
付
け
た
も
の
と
、
此
の
夜
以
下
の
包
み
に
し
た
櫛
の
二

者
が
見
ら
れ
る
。
後
者
は
本
物
の
櫛
と
理
解
し
て
よ
い
が
、
前
者
は
検
討
を
要
す
る
。

人
名
は
献
上
先
に
違
い
な
く
、
各
所
に
献
上
す
る
櫛
に
つ
い
て
、
唐
船
・
和
船
・
火
爐
・

鏡
台
な
ど
と
い
う
、
特
徴
あ
る
表
現
を
注
と
し
て
付
け
て
い
る
。
当
時
、
彫
櫛
（
ゑ
り

ぐ
し
）・
蒔
櫛
と
い
っ
た
装
飾
を
施
す
櫛
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
と
関
連
付
け
て
、
こ
の

注
は
櫛
に
施
し
た
絵
の
題
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
唐
船
・
和
船
は

絵
の
題
と
し
て
は
良
い
と
し
て
、
火
爐
・
鏡
台
は
妙
味
に
欠
け
る
し
、
櫛
に
至
っ
て
は
、

こ
れ
を
絵
の
題
と
す
る
と
、櫛
に
櫛
の
絵
を
描
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
理
解
に
苦
し
む
。

こ
こ
は
、
贈
答
の
代
名
詞
と
し
て
の
櫛
の
存
在
を
根
拠
と
し
て
、
注
の
内
容
が
贈
答
の

実
際
（
そ
れ
に
見
立
て
の
造
形
の
表
題
）
を
示
す
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 

建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
に
舞
姫
献
上
の
公
卿
を
勤
め
た
藤
原
定
長
は
「
風
流
の
小

炭
櫃
」
と
注
す
る
櫛
を
中
宮
に
、「
風
流
の
蓬
莱
」
と
注
す
る
櫛
を
九
条
兼
実
に
贈
っ
て

い
る285

が
、
そ
れ
ら
の
櫛
も
同
じ
と
言
え
る
。『
玉
葉
』
元
暦
元
年
で
は
単
に
櫛
と
し
か

記
し
て
い
な
い
が
、
こ
う
し
た
五
節
で
の
特
別
の
贈
答
に
対
し
て
、
そ
の
実
際
の
如
何

に
関
わ
ら
ず
、
風
流
の
櫛
と
称
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
冒
頭
に
示
し
た
『
明

月
記
』
建
保
元
年
の
風
流
の
櫛
と
按
察
の
火
桶
の
関
係
も
、
両
者
が
別
々
の
内
容
を
指

す
の
で
は
な
く
、
按
察
の
火
桶
は
構
出
し
て
送
っ
た
風
流
の
櫛
の
実
際
を
示
す
と
す
べ

き
で
あ
る
。
過
差
の
禁
制
、
例
え
ば
寛
喜
三
年
の
宣
旨
（『
鎌
倉
遺
文
』
四
二
四
〇
号
）

に
「
数
□
に
嚢
み
た
る
櫛
、
銀
・
螺
鈿
并
に
彫
櫛
の
美
麗
は
皆
・
・
止
む
べ
し
」
と
あ

る
よ
う
な
実
用
の
櫛
と
「
風
流
の
櫛
は
金
銀
銅
錦
の
類
を
交
ず
べ
か
ら
ず
」
と
あ
る
よ

う
な
風
流
の
櫛
の
二
つ
に
つ
い
て
各
々
禁
制
を
出
し
て
い
る
の
も
、同
じ
事
情
に
よ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
風
流
の
櫛
の
う
ち
に
、
火
爐
・
炭
櫃
・
火
桶
と
い
っ
た
置
き
炉
の

名
称
が
見
え
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。 

                              

                  

 
2
8
4 

『
玉
葉
』
元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
十
一
月
二
十
二
日
条
。 

2
8
5 

『
玉
葉
』
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
十
一
月
二
十
三
日
条
。 
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『
明
月
記
』
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）
に
見
え
る
「
櫛
風
流
の
名
字
・
・
通
方
卿
の

許
に
送
る
。
最
小
の
屋
を
造
り
・
・
枯
蘆
の
屋
の
中
に
居
張
の
小
児
（
割
注
略
）
隠
れ

て
棲
み
し
摂
津
国
の
心
な
り
。・
・
都
合
十
裹
。
最
略
の
櫛
な
り
」286

と
い
う
記
事
、
そ

れ
に
こ
れ
と
同
じ
風
情
と
す
る
同
寛
喜
二
年
（
一
二
三
〇
）
の
「
櫛
風
流
一
、
富
小
路

中
納
言
の
許
に
送
る
。先
年
作
る
所
と
同
じ
風
情
な
り
。枯
蘆
を
栽
え
て
小
屋
を
造
り
、

小
児
を
居
う
。
地
并
に
屋
、
皆
櫛
を
裹
み
置
く
」287

と
い
う
記
事
は
、
風
流
の
櫛
の
実

際
を
語
る
良
好
な
史
料
で
あ
る
が
、同
時
に
風
流
の
櫛
の
由
来
を
語
る
史
料
で
も
あ
る
。

風
流
の
結
構
が
櫛
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
な
の
で
は
な
く
、
家
屋
・
子
供
と
い
っ
た
雛
形

に
見
立
て
る
材
料
と
し
て
櫛
を
用
い
て
お
り
、
し
か
も
「
最
略
の
櫛
」
で
「
摂
津
国
の

心
」
を
表
現
し
え
た
と
満
悦
を
語
る
記
述
は
、
藤
原
定
家
の
枯
淡
の
風
流
を
志
向
す
る

心
髄
の
吐
露
で
あ
る
と
と
も
に
、
風
流
の
櫛
と
い
う
言
葉
の
成
立
が
、
本
物
の
櫛
を
用

い
て
の
様
々
な
物
へ
の
見
立
て
に
由
来
す
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
先

の
『
資
経
卿
記
』
の
風
流
の
櫛
は
も
と
の
意
味
か
ら
一
段
と
離
反
し
た
用
い
方
と
言
え

る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
当
時
の
櫛
に
は
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。『
今
物
語
』
に
「
五

節
の
比
・
・
と
も
し
火
を
人
の
け
ち
〔
消
〕
た
り
け
れ
は
、
御
ふ
と
こ
ろ
よ
り
く
し
を

い
く
ら
も
取
い
て
て
、
火
ひ
つ
の
火
に
う
ち
い
れ
給
ひ
た
り
け
れ
は
、
お
く
ま
で
見
え

て
、
よ
く
よ
く
御
ら
ん
し
け
り
」288

と
あ
り
、
櫛
を
火
櫃
な
ど
の
置
き
炉
に
投
げ
入
れ

て
灯
し
と
し
て
燃
や
す
風
習
が
あ
っ
た
。「
五
節
の
比
」
と
わ
ざ
わ
ざ
断
わ
っ
て
い
る
の

は
、
た
ま
た
ま
こ
う
し
た
光
景
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
五
節
の
行
事
で
は
よ
く
見
ら

れ
た
光
景
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。 

 

櫛
を
灯
し
火
と
し
て
燃
や
す
風
習
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』

に
も
二
箇
所
に
み
え
る
。
そ
の
一
は
、
イ
ザ
ナ
ギ
が
死
ん
だ
イ
ザ
ナ
ミ
を
黄
泉
国
に
訪

ね
る
段289

で
あ
り
、
寝
息
中
（
＝
横
た
わ
っ
た
死
体
）
の
彼
女
を
見
よ
う
と
し
て
、
櫛

を
折
っ
て
そ
れ
に
火
を
付
け
て
、手
火
と
し
て
用
い
た
と
い
う
。そ
の
明
り
に
よ
っ
て
、

イ
ザ
ナ
ミ
の
醜
態
が
映
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
恥
辱
を
受
け
た
と
し

て
、
黄
泉
の
国
の
醜
い
女
を
遣
わ
し
て
イ
ザ
ナ
ギ
を
捕
ら
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
明
り
は
夜
に
女
性
の
寝
姿
を
見
る
＝
死
者
の
醜
態
を
見
る
も
の
と
し
て
登
場

                              

                  

 
2
8
6 

『
明
月
記
』
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）
十
一
月
十
四
日
条
。 

2
8
7 

『
明
月
記
』
寛
喜
二
年
（
一
二
三
〇
）
十
一
月
十
四
日
条
。 

2
8
8 

ほ
ぼ
同
文
が
『
十
訓
抄
』
第
一
・
女
房
焼
櫛
替
燈
火
事
に
あ
る
。 

2
8
9 

『
日
本
書
紀
』
神
代
上
。 

し
て
い
る
。
そ
の
二
は
、
ホ
ホ
デ
ミ
の
海
神
宮
訪
問
の
段290

で
、
そ
の
妻
・
ト
ヨ
タ
マ

の
出
産
に
際
し
て
、
ト
ヨ
タ
マ
が
産
屋
の
外
で
待
て
と
請
う
の
に
、
ホ
ホ
デ
ミ
が
櫛
に

火
を
燃
（
と
も
）
し
て
出
産
の
場
面
を
覗
き
み
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ト
ヨ
タ
マ
は

八
尋
の
大
鰐
と
な
っ
て
、
地
面
を
蛇
の
よ
う
に
は
い
ず
り
回
っ
て
お
り
、
恥
ず
か
し
い

事
を
見
ら
れ
た
と
恨
ん
で
、
海
王
国
に
帰
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
櫛
を
灯
し
に
し

て
出
産
（
と
い
う
醜
態
と
『
日
本
書
紀
』
は
み
な
し
て
い
る
）
の
場
面
を
見
る
も
の
と

し
て
登
場
し
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
で
の
櫛
の
明
り
は
、
女
性
の
醜
態
を
夫
が
覗
く
手

段
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
櫛
が
女
性
の
象
徴
で
あ
っ
た
と
す
る
考
え
方
が
古
く
に
存

在
し
た291

こ
と
と
も
関
連
し
、
燃
料
と
し
て
の
櫛
の
灯
し
は
女
性
自
身
を
明
り
照
ら
す

役
割
を
演
じ
る
と
い
う
意
味
が
内
包
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
櫛
か
ら
性
別
の
人
格
を

取
り
除
く
と
、
櫛
の
明
り
は
人
の
生
死
を
見
守
る
働
き
が
あ
っ
た
と
集
約
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。 

 

人
の
生
死
と
連
関
し
て
、
櫛
の
字
は
灯
し
火
の
燃
え
尽
き
を
も
意
味
し
た
。
中
国
周

代
の
管
仲
の
作
と
伝
え
る
『
管
子
』
弟
子
職
に
よ
る
と
、
櫛
は
蝋
燭
の
燃
え
尽
き
を
言

い
、
そ
の
櫛
が
現
れ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
蝋
燭
の
尽
き
る
時
間
の
遠
近
を
察
す
る

と
言
う292

。
櫛
が
現
れ
た
な
ら
ば
、
次
の
蝋
燭
を
そ
の
下
に
継
ぎ
足
し
て
、
伝
灯
す
る

の
で
あ
る
。『
和
名
類
聚
抄
』
で
も
「
四
声
字
苑
」
を
引
用
し
て
「
節
（
火
扁
）・
、
燭

の
余
灰
な
り
」293

と
す
る
。
こ
れ
ら
の
和
漢
の
史
料
に
よ
り
、
櫛
（
＝
節
・
節
（
火
扁
））

と
は
燭
の
燃
え
尽
き
の
目
印
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
燭
の
燃
え
る
さ
ま
を
人
間
の
生

命
に
例
え
る
と
、
櫛
は
人
間
の
生
死
を
検
証
す
る
目
印
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

『
日
本
書
紀
』
に
見
え
る
櫛
の
働
き
と
も
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

五
節
と
い
う
行
事
に
関
わ
っ
て
、
①
服
飾
の
櫛
、
②
贈
答
の
櫛
、
③
風
流
の
櫛
、
④

燃
料
（
燃
え
尽
き
の
目
印
）
の
櫛
と
い
う
、
多
様
な
意
味
・
内
容
の
櫛
が
見
ら
れ
た
。

櫛
を
炭
に
見
立
て
る
理
由
は
、
そ
の
う
ち
で
も
燃
料
と
し
て
の
櫛
に
あ
る
こ
と
は
必
然

で
あ
る
。 

                               

                  

 
2
9
0 

『
日
本
書
紀
』
神
代
下
。 

2
9
1 

『
角
川
古
語
大
辞
典
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
四
）
櫛
の
項
。
朝
倉
治
彦
他
編
『
事
物
起
源
辞
典
』（
東
京

堂
出
版
、
一
九
七
〇
）
で
は
櫛
が
性
別
に
関
係
な
く
使
用
さ
れ
た
と
す
る
が
、
久
下
司
『
化
粧
』（
法
政
大
学

出
版
局
、
一
九
七
〇
）
も
「
奈
良
時
代
に
入
る
と
櫛
を
頭
髪
に
挿
す
こ
と
は
婦
女
子
に
限
ら
れ
る
」
と
述
べ

る
。『
角
川
古
語
大
辞
典
』
で
は
こ
の
ほ
か
、
櫛
を
投
げ
る
こ
と
は
絶
縁
を
意
味
し
、
櫛
を
納
め
る
櫛
笥
は
女

性
の
魂
を
封
じ
込
め
る
と
す
る
考
え
が
あ
っ
た
と
す
る
。 

2
9
2

青
木
昆
陽
『
昆
陽
漫
録
』
燭
の
項
に
古
代
の
燭
を
執
る
方
法
と
し
て
引
用
。 

2
9
3 

『
和
名
類
聚
抄
』
巻
四
・
燈
火
部
。 
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ホ 

お
わ
り
に 

  
平
安
時
代
、
冬
の
宮
中
を
飾
る
置
き
炉
に
泥
絵
を
飾
っ
た
絵
火
桶
が
あ
っ
た
。
火
桶

で
暖
を
採
り
な
が
ら
、
炉
中
の
灰
に
餅
を
埋
め
焼
い
て
食
す
る
、
こ
う
し
た
冬
の
風
物

が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
採
暖
の
置
き
炉
の
派
生
的
な
用
途
で
あ
る
。
こ
う
し
た
用
途
を
前

提
に
し
て
、
餅
や
果
物
を
置
き
炉
（
火
桶
）
に
盛
っ
て
贈
り
、
互
い
の
健
康
を
願
う
風

習
（
亥
子
餅
）
が
成
立
し
た
。 

 

こ
れ
と
は
別
に
、
冬
の
宮
中
で
行
わ
れ
る
行
事
に
五
節
が
あ
っ
た
。
こ
の
五
節
に
は

五
節
舞
が
披
露
さ
れ
た
が
、
そ
の
舞
姫
を
献
上
す
る
任
に
当
た
っ
た
官
司
は
ま
た
、
行

事
に
用
い
た
調
度
を
各
所
（
特
に
女
性
）
に
分
配
す
る
慣
習
や
化
粧
具
な
ど
を
贈
答
す

る
慣
習
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
う
ち
に
調
度
で
は
火
桶
、
化
粧
具
で
は
薫
炉
と
い
う
炉

が
含
ま
れ
て
い
た
ほ
か
、
化
粧
具
で
は
お
白
い
・
櫛
と
い
う
後
の
見
立
て
の
素
材
に
な

る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
。 

 

や
が
て
、
五
節
は
見
せ
物
行
事
と
し
て
の
調
度
・
贈
答
の
競
い
合
い
の
風
潮
が
高
ま

る
な
か
、
薫
炉
・
火
桶
・
船
な
ど
を
題
材
と
し
た
風
流
の
見
立
て
が
行
わ
れ
、
贈
答
品

の
飾
り
た
て
＝
儀
器
化
が
進
行
し
て
い
っ
た
。
そ
の
際
、
炉
を
構
成
す
る
炭
・
灰
は
女

性
の
化
粧
具
の
中
か
ら
色
彩
に
も
配
慮
し
て
櫛
・
お
白
い
が
選
択
さ
れ
て
見
立
て
ら
れ

た
。
櫛
は
女
性
の
化
粧
具
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
全
く
別
の
働
き
と
し
て
古
来

よ
り
灯
し
に
し
て
燃
や
す
風
習
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
、
櫛
を
燃
料
（
炭
）
に
見
立
て

る
主
要
因
と
な
っ
た
。
見
立
て
へ
の
素
材
と
し
て
の
櫛
の
関
与
が
高
じ
た
結
果
、
見
立

て
の
造
形
の
す
べ
て
を
風
流
の
櫛
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
は
見
立
て
で
は
な
い

各
種
の
贈
答
品
ま
で
を
も
風
流
の
櫛
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

以
上
が
本
稿
で
確
認
し
た
こ
と
の
要
旨
で
あ
る
。
当
時
の
風
流
、
と
く
に
そ
の
見
立

て
の
主
題
に
つ
い
て
は
な
お
考
究
を
要
す
る
と
思
わ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
素
描
し
て
お

こ
う
。 

 

風
流
の
見
立
て
は
、
五
節
で
は
唐
船
・
和
船
・
火
桶
・
炭
櫃
・
火
爐
・
火
焚
屋
・
蓬

莱
・
鏡
台
・
枯
蘆
小
屋
と
言
っ
た
題
材
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
か
な
り
の
題
材
は
後
の

延
年
風
流
の
作
り
物
と
重
な
る
よ
う
に
見
受
け
る294

。
こ
の
こ
と
は
、
見
立
て
の
題
材

は
ま
っ
た
く
莫
然
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
主
題
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
思

                              

                  

 
2
9
4

暦
応
三
年
（
一
三
四
〇
）
の
小
風
流
（
内
閣
文
庫
蔵
『
室
町
殿
翫
延
年
日
記
』）
に
、
作
り
物
と
し
て
「
舟

一
艘
、
管
絃
児
色
々
可
有
御
入
事
」、
ま
た
永
享
十
二
年
（
一
四
四
〇
）
東
大
寺
八
幡
遷
宮
の
際
の
延
年
記
録

に
も
「
唐
船
一
艘
（
屋
形
在
之
）」
な
ど
と
あ
る
（
浜
一
衛
『
日
本
芸
能
の
源
流
』、
角
川
書
店
、
一
九
六
八
）。 

わ
せ
る
。
こ
の
考
察
の
手
が
か
り
は
、
儀
器
化
の
原
型
が
薫
炉
に
あ
っ
た
こ
と
に
あ
ろ

う
。 

 

蓬
莱
は
も
ち
ろ
ん
空
想
の
山
で
あ
る
が
、「
蓬
莱
の
山
の
下
の
亀
の
腹
に
は
、
か
ぐ
は

し
き
え
び
を
入
れ
た
り
。
山
に
は
黒
方
・
侍
従
・
薫
衣
（
く
え
）
香
・
合
せ
薫
物
ど
も

を
土
に
て
」295

と
あ
る
よ
う
に
薫
香
に
よ
る
造
形
の
題
材
に
好
ん
で
選
ば
れ
た
。
こ
う

い
っ
た
炉
に
連
関
す
る
も
の
に
対
し
て
船
は
無
関
係
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
実
、

「
こ
が
る
る
（
漕
が
る
る
・
焦
が
る
る
）」
と
い
う
言
葉
を
介
し
て
結
び
付
く296

の
で
あ

る
。「
こ
が
る
る
」
は
ま
た
「
恋
こ
が
る
る
」
に
通
じ
た
に
違
い
な
い
。
五
節
に
お
け
る

贈
答
が
、
男
性
か
ら
女
性
に
対
し
て
で
あ
っ
た
の
も
、「
恋
こ
が
る
る
」
思
い
を
掛
け
た

も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。見
立
て
の
一
翼
を
担
う
櫛
は
女
性
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
。

風
流
の
見
立
て
の
素
材
が
女
性
の
調
度
を
多
用
し
て
い
る
と
い
う
現
象
も
こ
こ
に
起
因

す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
男
性
の
行
事
が
多
く
を
占
め
る
宮
中
の
行
事
に
あ
っ
て
、

数
少
な
い
女
性
が
主
役
と
な
る
行
事
で
あ
る
五
節
に
関
わ
る
の
も
こ
れ
に
依
ろ
う
。 

                                

                  

 
2
9
5 

『
う
つ
ほ
物
語
』
国
譲
・
中
巻
。 

2
9
6

二
条
良
基
『
連
理
秘
抄
』
に
「
一
、
輪
廻
。
薫
物
と
い
ふ
句
に
こ
が
る
と
付
き
て
、
又
紅
葉
を
付
く
べ
か

ら
ず
。
舟
に
て
は
こ
れ
を
付
く
べ
し
。
こ
が
る
と
云
ふ
字
変
は
る
故
な
り
」
と
あ
る
。 
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五
節 

置
き
炉
進
展
の
意
義 

  

【
置
き
炉
の
形
態
・
構
造
】 

平
安
京
の
置
き
炉
は
特
殊
な
形
態
を
別
に
す
る
と
、

一
般
に
回
転
体
と
箱
形
で
あ
る
。
ま
た
構
造
か
ら
見
る
と
単
構
造
と
二
重
構
造
が
あ
る
。 

 

回
転
体
の
置
き
炉
に
属
す
る
も
の
に
は
、
奈
良
時
代
に
本
格
的
な
置
き
炉
と
し
て
登

場
し
た
寺
院
な
ど
で
用
い
る
単
構
造
の
金
属
製
円
形
火
爐
、
平
安
時
代
に
都
の
成
立
か

ら
ほ
ど
な
く
登
場
し
た
単
構
造
の
土
製
火?

、
や
や
遅
れ
て
登
場
し
た
二
重
構
造
の
木

製
火
桶
が
あ
る
。
単
構
造
の
金
属
製
火
爐
・
土
製
火?

が
古
く
、
二
重
構
造
の
火
桶
が

新
し
い
と
い
う
結
果
に
帰
着
し
、
一
般
論
と
し
て
、
単
構
造
の
置
き
炉
か
ら
二
重
構
造

の
置
き
炉
へ
の
発
展
と
い
う
推
理
は
妥
当
で
あ
る
。 

素
材
の
評
価
や
製
作
技
術
の
難
易
度
に
よ
れ
ば
、
金
属
製
火
爐
が
上
位
階
層
の
使
用

に
か
か
る
も
の
、
土
製
火?

が
一
般
階
層
の
使
用
に
か
か
る
も
の
と
い
う
、
使
用
階
層

の
上
下
に
対
応
し
た
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
仏
教
の
習
俗
の

移
入
と
と
も
に
そ
の
使
用
が
始
ま
る
金
属
製
火
爐
に
対
し
て
、
日
本
古
来
の
習
俗
の
中

に
そ
の
使
用
の
原
形
が
あ
っ
た
も
の
が
土
製
火?
と
い
う
見
方
が
で
き
、
さ
ら
に
平
安

時
代
、
宮
中
生
活
に
お
け
る
国
風
化
の
創
造
、
坐
式
生
活
の
確
立
に
か
か
わ
っ
て
調
度

と
し
て
登
場
し
た
も
の
が
火
桶
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。 

箱
形
の
置
き
炉
に
属
す
る
も
の
に
は
、
火
容
を
も
た
な
い
単
構
造
の
土
火
爐
（
あ
る

い
は
単
に
火
爐
）、
内
に
火
容
を
納
め
た
二
重
構
造
の
火
櫃
が
あ
る
。
土
火
爐
は
平
安
時

代
前
期
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
遡
る
置
き
炉
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
火
櫃
は
平

安
時
代
中
期
に
は
そ
の
存
在
を
確
認
で
き
る
が
、
前
期
の
確
実
な
史
料
を
持
た
な
い
。

土
火
爐
か
ら
火
櫃
へ
と
い
う
移
行
は
自
然
な
も
の
と
し
て
映
り
、
回
転
体
の
炉
で
認
め

た
単
構
造
か
ら
二
重
構
造
へ
の
発
展
の
一
般
性
を
箱
形
で
も
追
認
で
き
る
。
火
桶
が
生

活
の
国
風
化
（
和
風
化
）
の
醸
成
と
関
わ
っ
て
発
生
し
た
も
の
な
ら
ば
、
火
櫃
も
同
じ

よ
う
な
状
況
の
中
で
発
生
を
想
定
し
え
る
。
生
活
の
国
風
化
が
ま
ず
上
位
階
層
の
間
に

起
こ
っ
て
広
が
っ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
火
櫃
の
使
用
は
当
初
に
は
上
位
階
層
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。 

  

【
土
火
爐
の
起
源
の
問
題
点
】 

土
火
爐
は
、
火
床
を
土
で
作
る
と
い
う
特
徴
を
も

つ
、
単
構
造
の
置
き
炉
で
あ
る
。
土
火
爐
は
「
塗
る
」
と
い
う
造
作
を
介
し
て
地
火
爐

と
の
区
別
が
曖
昧
で
、
両
者
は
、
設
備
と
し
て
家
屋
に
切
ら
れ
る
か
、
器
具
と
し
て
使

用
す
る
場
に
置
く
か
の
相
違
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
地
火
爐
は
地
床
炉
に
起
源
す
る
と

言
わ
れ
て
お
り
、
土
火
爐
の
起
源
も
地
床
炉
に
あ
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
乱
暴
な
見

方
を
す
れ
ば
、
地
床
炉
の
炉
の
付
近
を
四
角
く
切
り
離
し
て
箱
（
槽
）
に
納
め
た
も
の

が
地
火
爐
あ
る
い
は
土
火
爐
と
言
え
る
。 

 

土
火
爐
の
起
源
と
関
わ
っ
て
、
地
床
炉
に
は
未
だ
解
決
さ
れ
て
い
な
い
問
題
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
古
墳
時
代
の
竪
穴
住
家
に
お
け
る
築
き
竈
の
設
備
に
伴
う
地
床
炉
の
行
き
先

で
あ
る
。 

 

周
知
の
よ
う
に
、
古
墳
時
代
半
ば
に
、
須
恵
器
の
製
作
技
術
や
築
き
竈
の
造
作
法
が

伝
来
し
、
両
者
と
も
に
急
速
に
普
及
し
た
。
そ
れ
以
来
、
貯
蔵
・
醸
造
の
容
器
と
し
て

の
須
恵
器
、
火
器
と
し
て
の
土
師
器
と
素
材
に
よ
る
機
能
の
選
択
が
認
識
さ
れ
、
両
素

材
は
共
存
し
て
き
た
。
土
師
器
の
火
器
に
注
目
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
短
胴
（
球
胴
）

の
形
態
一
種
か
ら
、
長
胴
の
形
態
と
短
胴
の
形
態
の
二
種
に
分
派
し
、
併
行
し
て
造
形

さ
れ
た
（
図
１
・
２
）。
新
出
の
長
胴
の
形
態
は
築
き
竈
に
据
え
て
、
湯
を
沸
か
す
の
に

適
し
た
形
態
で
あ
り
、
恐
ら
く
そ
の
よ
う
に
用
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
地
床
炉
に
用
い
て

た
旧
来
の
短
胴
の
形
態
は
、
確
か
に
煮
炊
き
に
用
い
た
形
跡
が
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
据

え
た
火
処
が
分
か
っ
て
い
な
い
。
土
器
の
造
形
―
火
処
の
二
形
態
に
呼
応
し
た
火
器
の

二
形
態
―
を
み
る
限
り
、
築
き
竈
の
ほ
か
に
、
短
胴
の
形
態
に
適
合
し
た
煮
炊
き
用
の

火
処
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
火
処
は
、
そ
れ
ま
で
の
竪
穴
内
の
地
床
炉
か
ら

外
に
出
て
屋
外
に
設
け
た
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
地
床
炉
に
決
別
し
て
置
き
炉
に
移

行
し
た
も
の
な
の
か
、
行
く
先
は
定
ま
っ
て
い
な
い
。
炊
事
の
炉
の
発
達
史
上
の
大
き

な
課
題
で
あ
る
。
も
し
も
、
地
床
炉
か
ら
置
き
炉
に
移
行
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
炉

は
、
地
床
の
炉
の
部
分
を
土
ご
と
切
り
取
っ
て
箱
に
納
め
た
だ
け
の
単
純
な
構
造
と
映

る
土
火
爐
の
よ
う
な
炉
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
場
合
、
地
床
炉
か
ら
置
き
炉
へ

の
一
方
的
な
進
展
で
は
な
く
、
置
き
炉
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
地
床
炉

が
消
滅
し
た
と
い
う
、
置
き
炉
の
先
行
性
も
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
仮
に
存
在
し

た
と
す
れ
ば
と
い
う
条
件
付
き
で
、
土
火
爐
は
、
築
き
竈
の
発
生
を
裏
で
支
え
た
功
績

を
持
つ
、
煮
炊
き
に
も
用
い
た
多
用
途
の
置
き
炉
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

 
土
火
爐
は
焼
き
物
の
容
器
で
は
な
い
の
で
、
考
古
遺
物
と
し
て
は
残
り
に
く
い
。
遺

物
と
し
て
の
炉
＝
実
在
す
る
置
き
炉
を
扱
っ
て
研
究
す
る
場
合
で
も
、
実
例
が
な
い
か

ら
と
い
う
理
由
で
無
視
さ
れ
る
存
在
で
は
な
く
、
未
発
見
の
存
在
と
し
て
常
に
念
頭
に

置
い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
置
き
炉
の
一
形
態
で
あ
ろ
う
。 

  

【
火?

の
実
態
】 
火?

は
回
転
体
の
単
構
造
の
置
き
炉
で
あ
る
。
置
き
炉
と
し
て
、

金
属
製
の
火
爐
に
使
用
階
層
の
点
で
相
対
し
、
火
桶
に
構
造
の
点
で
先
行
す
る
も
の
で
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あ
る
。
火?

は
そ
れ
自
体
が
火
容
で
あ
り
、
外
容
器
で
あ
る
製
品
で
あ
る
。
火?

の
呼

称
は
器
具
の
形
態
に
由
来
し
、?

（
ほ
と
き
）
と
い
う
器
を
炉
の
火
容
と
し
て
用
い
た

こ
と
に
始
ま
る
。 

火?
の
素
材
で
あ
る?

は
、
も
と
も
と
火
に
か
け
て
使
用
す
る
器
で
あ
っ
た
。
そ
の

事
情
か
ら
平
安
時
代
に
入
る
と
、
燭
灰
を
受
け
る
器
と
し
て
用
い
ら
れ
、
そ
れ
が
さ
ら

に
進
ん
で
香
を
焚
く
器
と
し
て
、
さ
ら
に
は
炉
の
火
容
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の?
の
火
処
化
の
進
展
を
見
る
限
り
、
置
き
炉
製
品
と
し
て
の
火?

の
発
生

は
奈
良
時
代
に
遡
る
こ
と
は
な
く
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
と
言
え
る
。 

火?

の
形
態
は
、
考
古
資
料
に
即
し
て
言
え
ば
、
土
師
器
や
黒
色
土
器
に
み
る
球
胴

の
形
態
が
該
当
す
る
可
能
性
が
強
い
。
火?

出
現

の
時
代
性
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
素

材
の
実
態
と
し
て
期
待
さ
れ
る
の
は
旧
来
の
土
師
器
で
は
な
く
、
平
安
時
代
に
新
出
し

た
黒
色
土
器
で
あ
ろ
う
。 

 

先
述
の
よ
う
に
、
黒
色
土
器
は
、
そ
の
発
生
当
初
か
ら
火
器
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ

と
を
前
提
に
し
た
も
の
を
集
中
し
て
造
形
し
て
い
た
。
黒
色
土
器
は
平
安
時
代
前
期
に

始
ま
り
、
後
期
に
至
り
瓦
器
（
が
き
）
と
呼
ぶ
、
同
じ
く
黒
化
処
理
し
た
焼
き
物
（
陶

器
に
似
て
窯
で
焼
い
た
製
品
）
に
発
展
的
に
移
行
し
て
い
く
。
そ
の
瓦
器
の
製
品
も
、

食
器
と
し
て
の
椀
を
除
く
と
、
鍋
・
釜
・
銚
子
（
ま
た
は
炭
斗
）・
火
容
（
後
に
火
鉢
）・

風
炉
・
香
炉
・
火
消
壷
と
い
っ
た
火
器
・
火
処
が
主
要
品
で
あ
っ
た
。 

土
師
器
（
遡
れ
ば
弥
生
土
器
・
縄
文
土
器
）
に
始
ま
る
火
器
と
し
て
の
素
材
選
択
は

黒
色
土
器
、
そ
し
て
瓦
器
（
さ
ら
に
は
江
戸
時
代
の
耐
火
土
を
用
い
た
土
器
・
陶
器
）

へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
平
安
時
代
の
土
製
の
置
き
炉
も
そ
の
一
連
の
継
承
の
中
で

捉
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

 

【
火?

成
立

の
意
義
】 

古
く
か
ら
の
土
火
爐
に
し
ろ
、
新
た
な
二
重
構
造
の
炉
に

し
ろ
、
実
際
の
普
及
度
合
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
は
、
炉
の
発
展
と
関
わ
る
最
大
の

関
心
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ひ
と
え
に
そ
の
需
要
が
ど
れ
ほ
ど
あ
っ
た
か
に
か
か

っ
て
い
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
置
き
炉
に
火
容
を
仕
掛
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
炊
事
へ

の
使
用
を
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
す
る
。
二
重
構
造
の
成
立
は
、
構
造
の
変
化
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、
使
用
方
法
の
変
化
に
も
及
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
の
新
し
い
使
用
方
法
は
採
暖
・

焼
香
そ
れ
に
燗
酒
な
ど
で
あ
っ
た
。
二
重
構
造
の
炉
の
成
立
は
採
暖
の
炉
と
炊
事
の
炉

の
分
離
の
始
ま
り
で
も
あ
っ
た
。 

 

香
を
焚
く
行
為
は
、
山
田
憲
太
郎297

に
よ
る
と
、
当
時
は
大
き
く
二
つ
が
あ
っ
た
。

一
つ
は
仏
前
に
焚
く
供
養
と
し
て
の
焼
香
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
衣
服
・
夜
具
・
身

体
あ
る
い
は
香
煙
の
匂
い
を
楽
し
む
趣
味
と
し
て
の
薫
香（
あ
る
い
は
香
袋
）
で
あ
る
。

香
も
仏
教
の
伝
来
と
と
も
に
知
っ
た
と
い
う
。
平
安
時
代
半
ば
の
仮
名
文
学
に
は
、
薫

香
が
当
時
の
上
位
階
層
に
あ
っ
て
は
か
な
り
の
普
及
を
み
て
い
た
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
。
香
を
焚
く
と
い
う
行
為
あ
る
い
は
そ
の
効
果
は
、
開
か
れ
た
空
間
＝
屋
外
に
お
い

て
は
香
袋
を
装
身
す
る
以
外
に
は
、
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
い
。
閉
ざ
さ
れ
た
空
間

＝
居
室
に
お
い
て
始
め
て
効
力
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
身
が
そ
れ
に

益
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
お
お
む
ね
そ
こ
へ
の
来
訪
者
の
た
め
の
舞
台
演
出
＝
調
度
で

あ
る
。
居
室
を
中
心
と
す
る
接
客
行
為
は
人
的
関
係
が
集
密
す
る
都
市
に
お
い
て
増
大

す
る
。
調
度
の
発
達
の
源
泉
は
こ
こ
に
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
都
市
生
活
の
充
実
が
、
こ

の
焼
香
具
と
し
て
の
炉
の
需
要
と
普
及
に
関
連
し
て
い
る
と
言
え
る
。 

 

こ
の
香
を
焚
く
器
具
と
し
て
釉
彩
陶
器
に
専
用
の
香
炉
（
図
４
）
の
造
形
が
あ
る
。

そ
の
考
古
資
料
の
分
布
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
の
普
及
の
予
測
は
つ
く
が
、
平
安
時
代
前

期
に
は
京
の
各
所
か
ら
普
通
に
出
土
し
、
日
用
の
域
に
達
す
る
ほ
ど
の
普
及
を
み
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
釉
彩
陶
器
そ
の
も
の
が
平
安
時
代
半
ば
に
は
衰
退
す
る
の

で
、
時
間
を
追
っ
た
遺
物
か
ら
の
概
観
は
な
し
え
な
い
。
焼
香
に
も
用
い
た
多
機
能
の

炉
と
専
用
の
香
炉
と
の
関
係
の
考
察
は
保
留
し
て
お
こ
う
。 

 

炉
の
も
う
一
つ
の
用
途
で
あ
る
採
暖
は
、
そ
れ
が
有
効
で
あ
る
よ
う
な
房
室
を
持
っ

て
こ
そ
需
要
が
始
ま
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
衣
服
や
敷
物
の
方
が
防
寒
に
は
効

果
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
、
住
家
建
築
上
の
変
化
が
あ
る
の
は
、
上
層
階
層
で
の
平

安
時
代
前
期
に
お
け
る
住
家
の
高
床
の
採
用
で
あ
る
。
平
安
京
右
京
六
条
一
坊
の
邸
宅

298

で
は
、
九
世
紀
の
第
二
・
四
半
紀
ご
ろ
に
あ
っ
て
も
、
高
床
の
家
屋
は
正
殿
と
東
脇

殿
と
い
う
晴
れ
の
場
の
ご
く
一
部
の
家
屋
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
北
対
や
西
脇
殿
・
東

脇
殿
さ
ら
に
は
家
政
を
預
か
る
裏
の
場
を
構
成
す
る
家
屋
群
は
地
床
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

そ
の
状
況
は
、
そ
れ
か
ら
わ
ず
か
百
数
年
後
の
平
安
時
代
半
ば
に
完
成
し
た
姿
を
み
る

寝
殿
造
り
と
は
お
よ
そ
異
な
っ
て
い
る
。
採
暖
を
必
要
と
す
る
高
床
の
房
室
が
上
位
階

層
の
住
家
に
よ
う
や
く
採
用
さ
れ
始
め
た
状
況
で
あ
る
。
二
重
構
造
の
炉
―
と
り
わ
け

火
桶
―
が
寝
殿
造
り
の
派
手
に
調
度
さ
れ
た
房
室
に
ふ
さ
わ
し
い
採
暖
用
置
き
炉
と
し

て
登
場
し
た
も
の
と
言
え
る
。
翻
っ
て
、
平
安
時
代
前
期
に
成
立
し
た
単
構
造
の
火?

                              

                  

 
2
9
7 

山
田
憲
太
郎
『
東
亜
香
料
史
研
究
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
七
六
）。 

2
9
8 

『
平
安
京
右
京
六
条
一
坊
』（
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
、
一
九
九
二
）。 
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は
未
だ
採
暖
と
炊
事
が
未
分
化
な
状
態
に
お
い
て
、分
化
を
促
す
原
動
力
と
し
て
働
き
、

高
床
房
室
の
発
生
を
支
え
る
も
の
と
し
て
登
場
し
た
と
言
え
る
。 

  

【
火
爐
の
評
価
】 

火
爐
は
、
調
理
室
・
配
膳
室
・
食
事
室
と
い
う
三
所
の
う
ち
の

調
理
室
に
据
え
置
い
た
。
そ
の
調
理
室
に
は
も
う
一
つ
、
地
火
爐
を
設
備
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
こ
の
調
理
室
に
つ
い
て
、『
兵
範
記
』
で
は
、「
火?

く
所
な
り
」299

と
わ
ざ

わ
ざ
解
説
し
て
い
た
。
調
理
室
は
正
し
く
火
焚
き
場
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
火
爐

を
置
く
こ
と
も
、
地
火
爐
を
設
置
す
る
こ
と
も
当
然
で
は
あ
る
。
だ
が
、
不
審
な
点
も

あ
る
。 

 

火
爐
を
置
い
た
調
理
室
は
常
御
所
あ
る
い
は
常
居
と
も
史
料
に
見
え
る
。
こ
れ
は
居

間
を
意
味
す
る
言
葉
「
ジ
ョ
ウ
イ
」
の
起
源
と
言
わ
れ
て
い
る
。「
ジ
ョ
ウ
イ
」
に
は
そ

の
炉
の
用
と
し
て
イ
ロ
リ
を
設
置
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
調
理
室
に
設
置
し
た
地
火
爐

が
こ
の
イ
ロ
リ
の
原
形
で
あ
る
な
ら
ば
、「
ジ
ョ
ウ
イ
」に
お
け
る
イ
ロ
リ
の
常
在
性（
さ

ら
に
は
竪
穴
住
家
の
炉
か
ら
の
発
展
）
か
ら
見
て
、
調
理
室
で
の
地
火
爐
の
設
置
は
当

然
と
写
る
。
調
理
室
に
地
火
爐
が
常
備
さ
れ
て
あ
る
も
の
な
ら
ば
、
置
き
炉
で
あ
る
火

爐
を
調
理
室
に
持
ち
込
む
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
置
き
炉
を
調
理
室
に
持
ち
込
む

の
は
、
調
理
室
に
目
当
て
の
炉
が
無
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
ま
た
ま
な
ら
ば
い
ざ

知
ら
ず
、
幾
つ
か
の
史
料
に
置
き
炉
の
持
ち
込
み
が
見
え
る
の
は
、
調
理
室
に
は
も
と

も
と
地
火
爐
を
設
備
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

住
家
の
高
床
化
は
炉
の
設
備
を
伴
っ
て
は
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
問
題
は
住
家

の
高
床
化
の
問
題
と
も
関
わ
っ
て
、
広
範
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
居
住
史
に
お
け
る

大
き
な
問
題
だ
け
に
後
の
研
究
を
待
と
う
。 

 

【
火
櫃
の
意
義
】 

火
櫃
の
成
立
は
平
安
時
代
中
期
を
あ
ま
り
遡
る
こ
と
な
く
、
火

桶
の
成
立
時
期
と
ほ
と
ん
ど
期
を
同
じ
く
す
る
と
推
定
で
き
る
。
た
だ
し
、
用
例
の
史

料
は
多
い
も
の
の
、
使
用
の
詳
細
を
語
る
史
料
は
何
故
か
少
な
い
。 

 

火
櫃
の
使
用
が
生
活
に
お
け
る
基
底
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
火
櫃
そ
の
も
の
あ

る
い
は
そ
れ
に
替
わ
る
名
称
の
炉
が
一
般
階
層
の
間
で
も
使
用
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な

い
。
だ
が
、
こ
の
推
論
に
対
し
て
は
疑
問
を
な
げ
か
け
る
事
実
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
御

所
へ
の
置
き
炉
の
配
備
が
、
火
爐
は
調
理
室
、
火
櫃
は
配
膳
室
、
火
桶
は
居
間
兼
食
事

室
へ
の
配
備
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
火
爐
の
調
理
室
へ
の
配
備
は
も
っ
ぱ
ら

                              

                  

 
2
9
9 

『
兵
範
記
』
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
二
月
二
十
三
日
条
。 

炊
事
の
用
で
あ
り
、火
桶
の
居
間
兼
食
事
室
へ
の
配
備
は
も
っ
ぱ
ら
採
暖
の
用
で
あ
る
。 

配
膳
室
へ
配
備
す
る
火
櫃
の
用
途
は
、燗
酒
の
用
で
あ
る
蓋
然
性
が
き
わ
め
て
高
い
。

当
時
の
酒
は
も
ち
ろ
ん
個
人
的
な
嗜
好
の
用
と
し
て
で
は
な
く
、
共
食
共
飲
す
な
わ
ち

宴
会
の
用
と
し
て
で
あ
っ
た
。「
燈
燭
・
火
櫃
（
衝
重
）・
勧
盃
」
は
当
時
の
宴
会
で
の

基
本
的
な
流
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
火
櫃
は
酒
宴
に
つ
き
も
の
の
存
在
で
あ
っ
た
。

宴
会
と
い
う
行
為
が
、
階
層
の
上
下
を
越
え
た
対
人
関
係
改
善
の
行
為
と
し
て
機
能
し

た
こ
と
に
間
違
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
頻
度
を
別
に
す
る
と
、
火
櫃
は
階
層
を
越
え
て
広

く
使
用
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
る
。
火
櫃
と?

火

の
関
係
を
含
め
、
共
食
共
飲
の
炉
を
主

題
と
す
る
考
究
が
必
要
で
あ
る
。 

  

【
土
製
火
櫃
火
容
成
立
の
意
義
】 

火
櫃
が
燗
酒
の
用
を
担
っ
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
れ
だ
け
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
現
象
が
あ
る
。
平
安
時
代
後
期
に
お
け
る
土
製
火
容

製
品
の
発
生
と
そ
の
急
速
な
普
及
で
あ
る
。
こ
の
現
象
は
史
料
か
ら
導
き
だ
さ
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
考
古
資
料
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
。 

 

平
安
時
代
後
期
に
土
製
火
容
の
製
品
化
が
実
現
し
、
そ
れ
の
標
準
形
が
主
と
し
て
火

櫃
の
部
品
で
あ
り
、
な
お
か
つ
火
櫃
が
燗
酒
の
用
の
み
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ほ
ど
ま

で
の
急
速
で
広
範
な
普
及
の
説
明
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
説
明
の
た
め
に
は
、
火
櫃
は

燗
酒
に
と
ど
ま
ら
ず
、
普
及
の
度
合
に
直
接
す
る
用
途
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を

え
な
い
。
そ
の
用
途
と
は
、
史
料
で
確
認
で
き
る
採
暖
・
温
硯
・
香
炉
な
ど
の
用
で
は

あ
り
え
ず
、
火
櫃
と
同
一
物
と
し
た
炭
櫃
の
用
途
で
示
し
た
炊
事
の
用
で
あ
っ
た
と
い

う
結
論
に
至
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
土
製
火
容
の
成
立
事
情

は
、
鎌
倉
時
代
後
半
期
に
炊
事
採
暖
両
用
の
火
鉢
製
品
が
登
場
し
一
般
階
層
に
普
及
し

た
事
情
と
ま
っ
た
く
同
じ
と
な
る
。 

 

製
品
と
し
て
の
土
製
火
容
の
成
立
背
景
に
は
、
平
安
時
代
後
期
、
そ
れ
ま
で
の
上
位

階
層
の
宅
内
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
古
代
都
市
民
に
代
わ
り
、
中
世
都
市
民
（
一
般
階
層
）

が
自
立
し
た
家
を
営
む
も
の
と
し
て
新
興
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
ら
中
世
都
市

民
の
住
家
は
、
絵
巻
物
な
ど
を
資
料
と
し
て
復
元
す
る
と
、
土
座
住
ま
い
平
地
住
家
よ

り
は
進
ん
だ
片
土
間
住
家
で
あ
っ
た
。
居
住
の
主
要
な
場
と
な
る
床
上
に
火
処
を
持
ち

込
む
た
め
に
は
地
床
炉
に
替
わ
る
な
ん
ら
か
の
炉
が
必
要
で
あ
っ
た
。
後
世
に
兎
の
寝

床
と
酷
評
さ
れ
る
狭
い
住
家
空
間
し
か
所
有
し
え
な
い
状
況
に
あ
っ
て
、
狭
い
空
間
を

最
大
限
活
用
す
る
た
め
に
は
、
床
に
固
定
さ
れ
た
切
り
炉
で
は
床
を
充
分
に
は
活
用
で

き
ず
、
床
に
手
軽
に
設
備
し
、
取
り
払
え
る
と
い
う
置
き
炉
が
便
利
で
あ
る
。
こ
の
利

点
が
置
き
炉
の
普
及
を
促
し
、
そ
の
部
品
と
し
て
の
土
製
火
容
の
需
要
が
あ
り
、
そ
れ
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が
製
品
と
し
て
成
立
す
る
に
至
っ
た
。 

 
製
品
と
し
て
の
土
製
火
容
の
成
立
事
情
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
推
察
す
る
。 

  

【
総
括
】 

平
安
時
代
、
火
桶
・
火
櫃
と
い
っ
た
二
重
構
造
の
置
き
炉
が
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
炉
は
、
も
と
を
た
ど
れ
ば
単
構
造
の
土
火
爐
に
由
来
す
る
。
土
火
爐
は
土
を

塗
り
固
め
て
火
床
を
作
っ
た
箱
形
の
炉
で
あ
り
、
い
わ
ば
地
床
炉
を
四
角
く
切
り
取
っ

て
、
箱
（
槽
）
に
納
め
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
起
源
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

古
墳
時
代
に
遡
っ
て
よ
い
構
造
で
あ
り
、
遡
上
の
当
否
は
炊
事
の
炉
の
検
証
に
か
か
っ

て
い
る
。
飛
鳥
時
代
以
降
の
仏
教
の
伝
来
と
と
も
に
焼
香
具
と
し
て
の
金
属
製
そ
の
他

の
火
爐
（
単
構
造
）
が
移
入
さ
れ
、
こ
れ
が
平
安
時
代
前
期
に
土
製
の
火?

を
生
み
出

し
た
。
ほ
ど
な
く
、
火?

を
土
で
火
床
を
作
る
旧
来
の
単
構
造
の
炉
（
土
火
爐
）
に
組

み
込
み
、
二
重
構
造
の
炉
が
成
立
し
た
。
技
術
面
で
は
火
容
の
採
用
に
よ
る
炉
の
造
作

の
省
力
化
と
と
も
に
炉
体
へ
の
充
填
材
の
工
夫
に
よ
る
軽
量
化
も
推
測
で
き
た
。
上
位

階
層
に
お
け
る
都
市
生
活
の
充
実
―
住
家
で
の
高
床
の
採
用
に
よ
る
採
暖
や
接
客
行
為

の
増
大
に
よ
る
舞
台
演
出
と
し
て
の
薫
香
の
普
及
な
ど
―
が
炉
の
需
要
を
支
え
る
背
景

と
し
て
あ
っ
た
。
平
安
時
代
後
期
、
中
世
的
都
市
民
の
新
興
と
歩
調
を
合
せ
て
、
土
器

の
一
器
物
と
し
て
の
火
容
が
独
立
し
て
土
製
火
容
製
品
と
化
し
た
。
新
興
し
た
彼
等
の

片
土
間
住
家
に
適
合
す
る
炊
事
・
採
暖
の
炉
の
需
要
が
、
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
。
以
上

の
よ
う
に
結
論
で
き
る
。 

  

以
上
、
平
安
時
代
の
置
き
炉
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
史
料
に
依
拠
し
て
そ
の
概
観
を

試
み
た
。
そ
の
具
体
像
に
つ
い
て
は
、
ご
く
一
部
に
つ
い
て
は
考
古
遺
物
と
の
対
応
を

見
い
だ
せ
る
も
の
も
あ
る
が
、
大
半
は
図
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

こ
れ
を
今
後
の
課
題
と
し
て
、
平
安
時
代
の
置
き
炉
に
関
す
る
考
察
を
終
え
る
。 

 


